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第１節  計画策定の趣旨と位置付け 

 

１ 計画策定の趣旨 

我が国の総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は、1994 年（平成６

年）には、「高齢社会」といわれる 14％を超えています。2020 年（令和２年）６月現

在では 28%（総務省統計局人口推計）を超えており、国民の 3.5 人に１人が 65 歳以上

の高齢者、6.7 人に１人が 75 歳以上という「本格的な高齢社会」となっています。高齢

化率は今後も上昇を続け、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる 2025 年には

30％を超え、さらに、「団塊ジュニア」といわれる世代が 65 歳以上となる 2040 年に

は国民の 2.8 人に１人が 65 歳以上という、極めて高齢化が進んだ社会となることが予想

されています。また、人口の高齢化に伴い認知症高齢者の数も増加していき、2012 年

（平成 24 年）時点で全国に 462 万人いるとされている認知症高齢者が、2025 年には

700万人に達すると推計されています。 

本市においても、2000 年（平成 12 年）の介護保険制度スタート時には 16％であっ

た高齢化率が、2020 年（令和２年）６月現在では 26％（住民基本台帳人口）を超えて

おり、全国平均を下回っているものの、高齢者人口は年々増加傾向にあります。 

このような諸外国に例をみないスピードで進行する高齢化に対応するため、国はこれま

で「地域包括ケアシステム」の深化・推進を進めているところであり、2021 年度（令和

３年度）からの介護保険制度の改正においては、地域共生社会の実現に向けて、地域の実

情に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、介護人材確保及び業務効

率化の取組の強化などが図られています。また、高齢化に伴う介護保険制度の持続可能性

を確保するため、「費用負担の公平化」に向けた措置についても、引き続き今回の介護保

険制度改正に盛り込まれています。 

一方、本市においては、2014 年（平成 26 年）、本市の地域性を踏まえた地域包括ケ

アシステムの構築を目指し、2025 年を見据えた基本的な施策のあり方を整理した「金沢

市地域包括ケアシステム推進基本構想」を策定しており、2018 年（平成 30 年）にはそ

の中期的取組を実施計画に盛り込んだ老人福祉計画・介護保険事業計画である「長寿安心

プラン２０１８」を策定しました。この計画においては、高齢者のニーズや状態の変化に

応じて必要なサービスを切れ目なく提供する「地域包括ケア」を推進するため、「多様な

住まいの確保」、「介護サービス・在宅医療の提供体制の充実」、「生活支援・介護予防

の提供体制の拡充」、「高齢者の社会参加の促進」、「認知症の方を支える体制の整備」、

「高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築」及び「市民への適切な情報提供と市民

参加の促進」の７項目を施策目標として掲げ、各種の高齢者福祉施策に取り組んできまし

た。さらに、高齢者自身が施策の実施過程や決定に参加するなど、あらゆる場面での市民

参加を推進していくことを重視してきました。 

このたび、「長寿安心プラン２０１８」の計画期間（2018 年度（平成 30 年度）～
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2020 年度（令和２年度））が満了することから、これまでの計画を検証するとともに、

介護保険の制度改正及び「金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想」の内容等を踏まえ、

計画を見直し、本計画「長寿安心プラン２０２１」を策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、老人福祉法及び介護保険法の規定に基づき、その内容を定め、老人福祉計画

と介護保険事業計画を一体的に策定しています。 

 

(1) 老人福祉計画と介護保険事業計画の関係 

老人福祉計画は、健康な高齢者、生活支援を必要とする高齢者、介護を必要とする高齢

者等の本市の全ての高齢者に関する政策全般を定めています。 

介護保険事業計画は、介護を必要とする高齢者を対象とした介護保険サービスの必要量

や、地域における自立した日常生活を支援するための総合的な施策などを実施する地域支

援事業の必要量などの介護保険事業の円滑な実施に関する事項を定めています。 

このように、本計画は、老人福祉計画と介護保険事業計画を一体のものとして策定して

おり、健康づくり、介護予防、認知症施策、生活支援、介護など、高齢者の生活全体を支

える事項を定めた総合計画です。 

(2) 上位計画との関連 

本計画は、本市の都市像「世界の交流拠点都市金沢」を踏まえ、実施すべき施策を取り

まとめた「世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画」や地域共生社会の実現に向けた「金

沢市地域福祉計画」を上位計画として位置付けるとともに、「金沢市地域包括ケアシステ

ム推進基本構想」を踏まえ、「金沢健康プラン」や「金沢市住生活基本計画」、「ノーマ

ライゼーションプラン金沢」、「金沢市障害福祉計画」、「金沢市地域防災計画」、「金

沢市新型インフルエンザ等対策行動計画」とも調和を図り策定しました。 

また、本市を含む広域的な計画である「石川県老人福祉計画」及び「石川県介護保険事

業支援計画」とも整合性を持つものです。（図１） 
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■図１ 長寿安心プラン２０２１の位置付け 
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第２節  計画の期間と見直し 

１ 計画の期間 

第８期の計画期間は、2021年度（令和３年度）から2023年度までの３年間です。 

２ 計画の見直し 

計画は３年ごとに、社会情勢や市民の意識等の変化に対応するため見直すこととされて

おり、計画の達成状況の点検や事業の実施状況の評価を行い、計画の見直しを行います。 

次期の見直しは 2023年度末までに行い、2024 年度から 2026 年度までの第９期計

画を策定する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節  計画策定の経緯と計画推進体制 

１ 計画策定の経緯 

2000 年（平成 12 年）７月、被保険者をはじめ介護に関する知識経験を持つ方、事業

者、各種団体の代表からなる金沢市介護保険運営協議会が設置されました。 

第８期事業計画の策定に当たっては、金沢市介護保険運営協議会のもとに2020年（令

和２年）２月に、委員９名からなる長寿安心プランワーキングチーム（作業部会）を結成

し、検討を進めてきました。 

検討に当たっては、高齢者を取り巻く現状と介護サービスの利用状況を把握するととも

に、「長寿安心プラン２０１８」の施策目標に対する具体的取組の評価を行いました。ま

た、2019年度（令和元年度）には、本市在住の65歳以上の方12,600人を対象に「介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を行い、高齢者の日常生活や健康状態を調査すること

で、運動機能などが低下し要介護状態となるリスク要因の分析や、日常生活圏域ごとの地

域課題の特徴を把握しました。さらに、今回新たに、本市の高齢者施策の現状や課題等に

関する動画配信等の情報発信を行うとともに市民アンケートを実施するなど、骨子案のパ

ブリックコメント以外にも市民の方々への情報提供や意見聴取に努めてきました。 

このように検討を重ね、第７期事業計画における現状と課題、そして、介護保険の制度

改正及び「金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想」の内容や市民の方々のご意見を踏

まえ、今後の方策を打ち出し「長寿安心プラン２０２１」を策定しました。 

 

 

 

 
   

第８期計画 
第９期計画 

 

団塊世代が 75歳に 

2015-2017 2024-2026 2021-2023 

団塊世代が 65歳に 

金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想の取組期間（2015～2025） 

第６期計画 

 2015-2017 

第７期計画 

 2018-2020 
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２ 計画推進体制 

第８期事業計画の推進にあたっては、引き続き金沢市介護保険運営協議会で施策等の実

施状況や介護保険制度全般にわたる重要事項について、十分な調査、審議を行い、市民の

方々との協働に努めていきます。 

また、金沢市介護保険運営協議会には、専門部会（図２）が設置されています。介護サ

ービス等向上専門部会は、介護サービス等の指定基準、介護サービス等の量の拡充と質の

向上に向けた検討、地域密着型サービス事業者等の指定に関すること等について調査及び

協議を行っています。地域包括支援センター専門部会は、地域包括支援センターに関する

ことについて調査及び協議を行っています。介護予防・生活支援専門部会は、介護予防・

日常生活支援総合事業に関することや、生活支援コーディネーターの配置等に係る事業に

関することについて調査及び協議を行っています。金沢市地域包括ケアシステム推進基本

構想評価専門部会は、構想の進捗状況の定期的な評価、見直しに関することについて調査

及び協議を行っています。また、地域包括支援センター専門部会と金沢市地域包括ケアシ

ステム推進基本構想評価専門部会とを合同で開催し、地域包括支援センターの機能強化と

日常生活圏域のあり方について検討を行っています。 

■図２ 計画策定・推進体制図 
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３ 進捗管理 

計画の推進にあたっては、計画を効果的かつ実効性のあるものとするため、ＰＤＣＡサ

イクルによる進捗管理を行っていく必要があります。 

そこで、毎年担当部局において、個々の事業の実施状況を自己点検するとともに評価を

実施し、改善を図っていきます。評価結果については、金沢市介護保険運営協議会に報告

し、客観的視点からの改善も図ります。 

また、社会状況の変化や国の制度改正等に対しては柔軟に対応し、必要に応じて目標等

の見直しに努めていきます。 

さらに、国が創設した保険者機能強化推進交付金や介護保険努力支援交付金の指標も活

用して、事業の評価、改善を図っていきます。（図３） 

 

■図３ ＰＤＣＡサイクルを活用した進捗管理 

 

 

 

 

 

 

 

  



第１章 長寿安心プランの趣旨 

 

7 

第４節  日常生活圏域 

１ 日常生活圏域の設定 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、身近な生活圏域に様々なサ

ービスが利用できる基盤整備が必要です。そのため、「長寿安心プラン」では、「日常生

活圏域」という身近な生活圏域を単位として、その地域の特性やニーズに応じたサービス

必要量を見込み、サービス基盤整備を行っています。 

日常生活圏域は、①地理的条件、②人口規模と高齢化率、③交通事情、④その他社会的

条件など地域の特性やニーズを考慮して、本計画で設定しています。 

本市では、古くからのコミュニティ活動が根づいており、地区社会福祉協議会、民生委

員児童委員協議会、町会、婦人会等の地域活動の単位は小学校区を一地区と考える「校下」

という考え方があり、地域福祉計画における「地域」は小学校区を前提にしています。 

一方、地域包括支援センターは、複数の地区社会福祉協議会の地域を概ね中学校区ごと

にまとめ、担当区域としています。小学校区では地域ごとの高齢者数に大きな差があるこ

と、また小学校区ごとに施設整備を考えると過大になることや、施設整備については地域

の特性やニーズの的確な把握、各種団体等との連携や指導のしやすさ等を考慮すべきこと

から、地域の基本単位である地区社会福祉協議会（概ね小学校区）を中学校区程度にグル

ープ化し、19の日常生活圏域として設定しました。（10、11ページ参照） 
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２ 金沢市地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、日常生活圏域で地域包括ケア（※）を有効に機能させるため

に、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職種を配置し、多職種が力を合わせ、

その専門知識や技術を互いに活かしながら、個別のサービスの調整も行う地域の中核機関

として設置され、公平・中立の立場で介護支援を行います。また、要支援状態に相当する

比較的介護の度合いが軽度な方に対する介護予防・日常生活支援総合事業その他の介護予

防事業における介護予防ケアマネジメント（※）も行っています。 

本市では、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員らで構成する職員４人体制とする

ほか、事務職員を配置するなどして、地域包括支援センターの機能強化を図っています。 

また、日常生活圏域ごとに配置した認知症地域支援推進員（※）とも連携しながら、認

知症の方ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けることができるよう、認知症の方やそ

の家族を支援する相談業務等を行っています。さらに、今後、高齢者の生活支援・介護予

防サービス体制を整備するため、全市域及び日常生活圏域に配置されている生活支援コー

ディネーター（※）と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実や高齢者の社会

参加を推進していきます。そのほか、医療機関や関係団体等との連携強化、地域包括支援

センターを中心とした地域ネットワークの充実、高齢者虐待や支援困難ケースへの相談体

制のさらなる強化等にも取り組んでいきます。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域包括ケア：高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が

切れ目なく提供されること。 

※ケアマネジメント：対象者の自立支援の視点からニーズに合った適切なサービスが提供されるよう、

課題分析、連絡調整、事後評価等の必要な援助を行うこと。 

※認知症地域支援推進員：認知症の方ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよ

う、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認

知症の方やその家族を支援する相談業務等を行う。 

※生活支援コーディネーター：高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制整備を推進していくこ

とを目的とし、地域の人材や企業、ＮＰＯ等の諸団体を把握し、関係者のネットワーク化や地域

の支援ニーズとサービス提供主体とのマッチングなどのコーディネート機能（主に資源開発やネ

ットワーク構築の機能）を果たす者 
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地域包括支援センター運営協議会 

■図４ 金沢市地域包括支援センターの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 険 者 運営方針の明示 

①関係機関との連携 

②センターの公正・中立な運営の確保 

※成年後見制度：判断能力の不十分な成年者を保護するための制度 

※地域ケア会議：108ページ参照 

 

介護予防ケアマネジメント 

■高齢者などからの権利擁護にかかわる相談等

への対応 

■成年後見制度（※）を円滑に利用できるよう

に情報提供 

虐待防止などの権利擁護事業 

■高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、か

かりつけ医、介護支援専門員など多職種協

働・連携による長期継続的なケアマネジメン

トを支援 

・施設・在宅連携、多職種連携の実現のための支

援 

・介護支援専門員の日常的個別指導・相談 

・支援困難事例等に対する介護支援専門員への指

導・助言 

 

 

 

 

■個別事例の検討、地域課題の集約・検討 

 地域のネットワークの構築 

 

包括的・継続的マネジメント 

 

  地域ケア会議（※）などによる 

  多職種調整機能の強化 

 

 

■ワンストップ相談→多面的（制度横断 

         的）支援の展開 

・実態把握 

・初期相談対応 

・専門相談支援など 

 

地域支援の総合相談 

行政機関、保健所、

福祉健康センター、

医療機関など必要な

サービスにつなぐ 

連携・協働 

 

ボランティア 

介護サービス事業者 

医療職 

リハビリテーション職 

地区社会福祉協議会 

生活支援コーディネーター 

民生委員 

保健師 

社会福祉士 

主任介護支援専門員 

（認知症地域支援推進員を 

日常生活圏域ごとに配置） 

（事務職員） 

運営・活動支援 

■要介護状態となることの予防と要介

護状態の悪化予防の一体的対応 

・要支援認定者及び要支援状態に相当する

比較的軽度な方のケアプランの作成、健

康づくりや介護予防の支援 

※ケアマネジメントは、居宅介護支援事

業所へ委託も可 
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３ 日常生活圏域の区域と金沢市地域包括支援センター 

 

 

 

圏域 
日常生活圏域の区域 
（社協・民協地区名） 

金沢市地域包括 
支援センター 

担  当 
福祉健康センター 

① 森本 きしかわ 

元町福祉健康 

センター 

② 千坂・小坂 ふくひさ 

③ 浅野・森山・夕日寺 かすが 

④ 此花・瓢箪・馬場・松ヶ枝 おおてまち 

⑤ 材木・味噌蔵 さくらまち 

⑥ 浅川・犀川・湯涌 たがみ 

⑦ 諸江・浅野川・川北 もろえ 

駅西福祉健康 

センター 

⑧ 鞍月・粟崎・金石・大野 くらつき 

⑨ 大徳・戸板 えきにしほんまち 

⑩ 長田・西・長町・長土塀・芳斉 ひろおか 

⑪ 押野・三和・西南部 かみあらや 

⑫ 二塚・安原・米丸 きたづか 

⑬ 小立野・新竪 とびうめ 

泉野福祉健康 

センター 

⑭ 菊川・崎浦・十一屋・内川 みつくちしんまち 

⑮ 長坂台・泉野 ながさか 

⑯ 野町・弥生・中村・新神田 いずみの 

⑰ 三馬・米泉 ありまつ 

⑱ 富樫・伏見台 やましな 

⑲ 額・扇台・四十万 まがえ 
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■図５ 日常生活圏域区域図（19圏域） 

※この地図は、町単位で各圏域の境界を表示しているため、 

 一部正確でない部分があります。 
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４ 地域包括支援センターの機能強化と日常生活圏域のあり方の検討 

地域包括支援センターを取り巻く現状については、 

・65歳以上の高齢者人口が 9,000人を超えている日常生活圏域がある一方、 

4,000人の圏域があるなど、圏域間での差が生じており、特に高齢者人口が多い 

圏域については、きめ細かな支援体制が構築しにくい状況となっている。 

・一部の日常生活圏域において、中学校区など地域のコミュニティエリアとの区域の 

不一致が生じており、加えて、小学校の統合や中学校の通学区域の見直しも行われ 

ている。 

・医療・介護等の人材不足や相談内容の多様化・複雑化により、地域包括支援センタ 

ーの業務負担が増えている。 

・地域の課題を包括的に受け止める体制の整備や、地域福祉を住民全てが参加・協力 

して推進するための環境整備が求められている。 

・高齢者の親と無職独身の子が同居する「8050問題」や、介護と育児に同時に直 

面する世帯の「ダブルケア」への対策、「子どもの貧困対策」、「医療・介護・障 

害の連携」への課題など、複合化・複雑化する課題の解決に向けた包括的な支援体 

制の整備が求められている。 

・団塊の世代が後期高齢者となる 2025年に備えた地域包括ケアシステムの構築が 

求められている。 

  等の課題があることから、第９期介護保険事業計画の初年度となる 2024 年度(令和６年

度)を目途に、地域共生社会（※）の実現に向けた地域包括支援センターの機能及び体制

の強化や、人口動態・地域コミュニティに配慮した日常生活圏域のあり方について検討し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

※地域共生社会：高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支

える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひと

りが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会をいう。 



 

  

 

 

 

 

 

 

第２章 高齢化の進展と介護保険の現状  
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第１節  人口及び世帯の現状 
 

１ 人口の現状  

2015年度（平成27年度）の本市の人口は、約46万６千人で、そのうち65 歳以上

の人口は約 11 万４千人（25.0％）を占めており、2020 年度（令和２年度）には、12

万５千人（26.8％）まで増加すると推測されています。（図６） 

本市の人口の年齢構成比をみると、1985 年度（昭和 60 年度）においては、現役世代

（15～64 歳）6.6 人に対し高齢者（65 歳以上）１人となっていましたが、2020 年度

（令和２年度）には、現役世代 2.3 人に対し高齢者１人となることが見込まれており、高

齢者の割合が高まっています。（図７） 

■図６ 金沢市の人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■図７ 金沢市の人口の年齢構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：2015年まで 総務省統計局「平成 27年国勢調査結果」 

   2020年   「日本の地域別将来推計人口（平成 30年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成 

推計値 

推計値 

出典：2015年まで 総務省統計局「平成 27年国勢調査結果」 

   2020年   「日本の地域別将来推計人口（平成 30年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成 



第２章 高齢化の進展と介護保険の現状 

 

14 

２ 世帯の現状 

2015 年（平成 27 年）国勢調査報告によると、本市における一般世帯数は 199,185

世帯で、65 歳以上の親族がいる世帯は 71,923 世帯（36.1％）を占めています。この

うち、高齢単身世帯は 19,497 世帯（9.8％）、高齢夫婦世帯は 20,435 世帯（10.2％）

となっています。（表１）  

■表１ 世帯の状況 

 

出典：総務省統計局「平成 27年国勢調査結果」 

 

 

 

 

 

 

高齢単身世帯 高齢夫婦世帯 その他同居世帯

世帯 140,699 32,287 3,809 4,912 23,566

構成比 100.0% 22.9% 2.7% 3.5% 16.7%

世帯 154,257 37,022 5,316 7,597 24,109

構成比 100.0% 24.0% 3.4% 4.9% 15.6%

世帯 168,833 43,050 7,273 9,380 26,397

構成比 100.0% 25.5% 4.3% 5.6% 15.6%

世帯 174,888 48,710 9,635 12,030 27,045

構成比 100.0% 27.9% 5.5% 6.9% 15.5%

世帯 180,776 54,582 12,340 14,218 28,024

構成比 100.0% 30.2% 6.8% 7.9% 15.5%

世帯 190,871 61,812 14,813 16,834 30,165

構成比 100.0% 32.4% 7.8% 8.8% 15.8%

世帯 199,185 71,923 19,497 20,435 31,991

構成比 100.0% 36.1% 9.8% 10.2% 16.1%

国 100.0% 40.7% 11.1% 11.4%

区　　　　分 一般世帯
65歳以上の親族のいる世帯

1985年
(昭和60年)

2000年
(平成12年)

2005年
(平成17年)

1990年
(平成2年)

1995年
(平成7年)

2010年
(平成22年)

2015年
(平成27年)

県 100.0% 43.9% 10.1% 11.9% 21.9%参　考

18.2%
2015年

(平成27年)
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第２節  介護保険の現状 

 

１ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の年度別推移を見ると、2000 年（平成 12 年）４月の第１期

当初の認定者数は 7,962 人でしたが、2020 年（令和２年）４月現在では 22,910 人

（約2.9倍）と大きく伸びています。（図８） 

なお、2006 年（平成 18 年）４月から旧要支援・要介護１の方が、要支援１・要支援

２・要介護１に区別されています。 

■図８ 要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図９ 要支援・要介護認定者の割合（2020年（令和２年）４月） 

 

 

 

 

要支援１   要支援２       要介護 1           要介護２      要介護３   要介護４ 要介護５ 
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２ 介護保険給付費の推移 

介護保険給付費の年度別推移を見ると、2000 年度（平成 12 年度）の居宅サービスの

給付費は約 41 億円、施設サービスは約 96 億円で、以降各期で増加が続いています。た

だし、一部のサービスが介護予防・日常生活支援総合事業（※）に移行したことに伴い、

2018年度（平成30年度）の増加幅は緩やかになっています。 

居宅サービスと地域密着型サービス（※）を合わせた給付費の割合も、各期で増加が続

き、第７期目の 2018 年度（平成 30 年度）には、70.3％に増加しています。その中で

も、地域密着型サービスについては、居宅サービスからの移行や新サービスの創設等によ

って、期を追う毎に介護保険給付費全体に占める割合が増加し続けています。 

一方で、施設サービスの給付費は各期で大きな差は無く、期を追う毎に介護保険給付費

全体に占める割合は減少し続けています。 

2020 年度（令和２年度）の給付費は、居宅サービスで 170 億円、地域密着型サービ

スで 79 億円、施設サービスは 99 億円となっており、居宅サービスと地域密着型サービ

スを合わせた給付費が全体の約71.6％になることが見込まれています。（図10） 

■図 10 介護保険給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

※介護予防・日常生活支援総合事業：住民等の多様な主体により様々なサービスを充実させることで地

域の支え合いの体制づくりを推進し、効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す制度。

要支援認定者等を対象とする「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての 65歳以上の高齢者を

対象とする「一般介護予防事業」から構成される。本市が実施する各事業の詳細については 77、78

ページを参照 

※地域密着型サービス：要介護（要支援）認定を受けた方ができる限り住み慣れた地域での生活を継続

できるように、身近な地域において提供されるサービス。各サービスの詳細については 43、62、63

ページを参照 
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第１節  計画の達成状況及び評価 

 

１ 介護給付・予防給付サービスの状況 

｢長寿安心プラン 2018｣では、過去のサービス利用実績や高齢者人口及び要支援・要介

護認定者数の将来推計等を踏まえ、計画期間中の各種介護保険サービスの必要量を見込ん

でいます。 

(1) 介護保険施設等の状況 

高齢者やその家族の多くは住み慣れた自宅での生活を望んでいますが、常時介護が必要

で自宅での介護が困難な方には、その状態に応じた施設でのサービスが必要です。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、2015 年度（平成 27 年度）か

ら新規の入居者を、原則として要介護３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中

重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されました。また、制度の持続可能性

を高め、負担能力に応じた公平性を確保するため2015年（平成27年）８月から低所得

者の方への施設入居の居住費・食費の軽減について、支給基準が変更となり、預貯金が一

定額（単身1,000万円、夫婦2,000万円）を超える場合などは対象外となり、2016年

（平成 28 年）8 月から収入要件を判定する際に、非課税年金（遺族年金・障害年金）に

ついても年金収入額として算入することになりました。 

こうした状況の中で、本市は待機者の実態を踏まえながら、第７期末までに 44 か所

（定員 2,546 人）の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備を進めてきたとこ

ろです。 

第４期計画以降においては、住み慣れた地域で暮らし続けるため、地域に密着した比較

的小規模な介護老人福祉施設の必要量を見極め、日常生活圏域ごとに計画的に整備を行っ

ています。 

また、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）についても日常生活圏域ごとに計

画的に整備を進めています。認知症高齢者数が増加を続ける中で、日常生活圏域の中でど

のように整備を進めサービスの質の向上に取り組んでいくかが課題となっています。 

このほか、2018 年度（平成 30 年度）からの制度改正で創設された介護医療院につい

ては、「日常的な医学管理」や「看取り」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を

兼ね備えており、慢性期の医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するサービスとし

て、必要量の整備を進めています。 

（表２ ※各サービスの内容については 43ページを参照） 
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■表２ 介護保険施設等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画値に

対する実績値

の割合(A)/(B)

20施設 1,852 人 1,852 人 100.0%

12施設 1,429 人 1,429 人 100.0%

1施設 44 人 147 人 29.9%

4施設 212 人 198 人 107.1%

54施設 1,034 人 1,040 人 99.4%

－施設 － 人 － 人 －

24施設 694 人 694 人 100.0%

8施設 504 人 552 人 91.3%

2施設 65 人 65 人 100.0%

5施設 227 人 257 人 88.3%

－施設 － 人 － 人 －

2施設 240 人 240 人 100.0%

8施設 747 人 747 人 100.0%

1施設 5 人 5 人 100.0%

5施設 103 人 103 人 100.0%

区　　　分
2020年度(令和２年度)末

時点の整備実績値(A)

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

介
　
護
　
保
　
険
　
対
　
象

介
護
保
険
施
設

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

介護専用型特定施設(小規模）

介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

特
定
施
設

有料老人ホーム

養護老人ホーム

ケアハウス

サービス付き高齢者向け住宅

介
護
保
険
対
象
外

養護老人ホーム（特定施設分を含む。）

ケアハウス（特定施設分を含む。）

生活支援ハウス

シルバーハウジング
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(2) 居宅サービスの利用状況 

年度毎のサービス利用実績値及び見込値の推移によると、要介護認定者数の増加や介護

保険制度の理解度の高まりにより、多くのサービスにおいてその利用量は伸びている状況

にあります。（表３ ※各サービスの内容については45ページ及び61、62ページを参

照） 

 

■表３ 居宅サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

実利用者数 （人/月） 3,447 3,523 3,615 3,378 107.0%

サービス利用量 （回/月） 114,281.5 122,659.8 134,835.3 130,531.8 103.3%

実利用者数 （人/月） 94 92 99 76 130.3%

サービス利用量 （回/月） 407.0 418.0 443.9 385.7 115.1%

実利用者数 （人/月） 1,457 1,602 1,729 1,618 106.9%

サービス利用量 （回/月） 13,015.8 13,896.8 15,211.1 13,375.3 113.7%

実利用者数 （人/月） 117 137 115 99 116.2%

サービス利用量 （回/月） 1,332.3 1,719.5 1,486.0 1,090.6 136.3%

居宅療養管理指導 実利用者数 （人/月） 2,780 3,112 3,391 2,900 116.9%

実利用者数 （人/月） 4,024 4,170 4,060 4,650 87.3%

サービス利用量 （回/月） 46,558.3 48,468.9 46,734.3 52,184.7 89.6%

実利用者数 （人/月） 1,249 1,259 1,212 1,253 96.7%

サービス利用量 （回/月） 11,324.9 11,216.1 9,688.4 10,880.4 89.0%

実利用者数 （人/月） 1,152 1,134 1,022 1,284 79.6%

サービス利用量 （日/月） 16,613.0 16,576.9 17,258.8 21,741.7 79.4%

実利用者数 （人/月） 69 64 36 48 75.0%

サービス利用量 （日/月） 617.8 611.7 306.6 437.6 70.1%

福祉用具貸与 実利用者数 （人/月） 5,037 5,316 5,720 5,473 104.5%

特定福祉用具販売 人数 （人/月） 56 59 80 42 190.5%

住宅改修 人数 （人/月） 53 52 49 59 83.1%

居宅介護支援 実利用者数 （人/月） 8,728 8,930 9,182 8,812 104.2%

訪問看護

訪問リハビリテー
ション

通所介護

通所リハビリテー
ション

短期入所生活介護

訪問入浴介護

区　　　分
2020年度

(令和２年度)

計画値(B)

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)

訪問介護

実績値 2020年度
(令和２年度)

見込値(A)

短期入所療養介護
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(3) 地域密着型サービスの利用状況  

地域密着型サービスは、要介護認定を受けた方ができる限り住み慣れた地域での生活を

継続できるように、身近な地域において提供されるサービスです。 

看護小規模多機能型居宅介護については、第７期計画において、医療ニーズが高い方の

在宅生活の継続を支援するため整備を行ったことなどにより、利用者数は伸びています。 

一方で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護については、利

用者数が横ばいであり、また計画値に比べ、利用者数が下回っており、夜間対応型訪問介

護においては、2020 年（令和２年）3 月末現在、市内に事業所がないことから、これら

のサービスについては、あらためて利用者のニーズを把握しながら、効果的なサービス提

供のあり方を研究・検討していく必要があります。（表４、５ ※各サービスの内容につ

いては63、64ページを参照） 

 

■表４ 地域密着型サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表５ 看護小規模多機能型居宅介護の整備状況 

 

  

計画値に

対する実績値

の割合(A)/(B)

2施設 54 人 8施設 229 人 170 人 134.7%

区　　　分
2020年度(令和２年度)末

時点の整備実績値(A)

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

看護小規模多機能型居宅介護

2017年(平成30年度)

当初の整備値

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

実利用者数 （人/月） 26 26 32 62 51.6%

夜間対応型訪問介
護

実利用者数 （人/月） － － － － －

実利用者数 （人/月） 1,458 1,446 1,302 1,843 70.6%

サービス利用量 （回/月） 14,229.2 13,858.4 12,199.7 17,145.3 71.2%

実利用者数 （人/月） 104 109 103 72 143.1%

サービス利用量 （回/月） 1,254.3 1,311.3 1,338.7 818.2 163.6%

小規模多機能型居
宅介護

実利用者数 （人/月） 387 384 406 585 69.4%

看護小規模多機能
型居宅介護

実利用者数 （人/月） 69 84 115 131 87.8%

2020年度
(令和２年度)

見込値(A)

認知症対応型通所
介護

地域密着型通所介
護

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)
区　　　分

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

実績値
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(4) 介護予防サービスの利用状況 

介護予防サービスは、要支援認定を受けた方が受けられるサービスで､2006 年度（平

成18年度）から始まりました。 

年度毎のサービス利用実績値及び見込値の推移によると､要支援認定者数の増加や介護

保険制度への理解の高まりにより、多くのサービスにおいてその利用量は伸びている状況

にあります。（表６ ※各サービスの内容については 45ページ及び61ページを参照） 

 

■表６ 居宅介護予防サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

 

 

 

 

 

 

  

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

実利用者数 （人/月） 3 2 1 3 33.3%

サービス利用量 （回/月） 10.4 5.6 1.5 22.2 6.8%

実利用者数 （人/月） 329 376 385 338 113.9%

サービス利用量 （回/月） 2,462.6 2,755.9 2,680.5 2,192.8 122.2%

実利用者数 （人/月） 20 27 28 34 82.4%

サービス利用量 （回/月） 211.0 341.3 325.2 196.8 165.2%

介護予防居宅療養
管理指導

実利用者数 （人/月） 172 195 215 226 95.1%

介護予防通所リハ
ビリテーション

実利用者数 （人/月） 604 665 591 592 99.8%

実利用者数 （人/月） 48 41 25 81 30.9%

サービス利用量 （日/月） 329.0 299.2 251.4 817.5 30.8%

実利用者数 （人/月） 2 3 2 7 28.6%

サービス利用量 （日/月） 17.1 25.9 10.0 70.0 14.3%

介護予防福祉用具
貸与

実利用者数 （人/月） 1,975 2,134 2,200 2,260 97.3%

特定介護予防福祉
用具販売

人数 （人/月） 35 38 36 7 514.3%

介護予防住宅改修 人数 （人/月） 48 49 43 54 79.6%

介護予防支援 実利用者数 （人/月） 2,539 2,742 2,737 2,003 136.6%

介護予防短期入所
療養介護

介護予防短期入所
生活介護

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)
区　　　分

2020年度
(令和２年度)

見込値(A)

介護予防訪問入浴
介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハ
ビリテーション

実績値
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(5) 地域密着型介護予防サービスの利用状況 

地域密着型介護予防サービスは、要支援認定を受けた方ができる限り住み慣れた地域で

の生活を継続できるように、身近な地域において提供されるサービスです。 

介護予防小規模多機能型居宅介護は、一定の利用実績がありますが、介護予防認知症対

応型通所介護はほぼ実績がなく、あらためてサービスのあり方を検討する必要があります。 

（表７ ※各サービスの内容については 63、64ページを参照） 

 

■表７ 地域密着型介護予防サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

実利用者数 （人/月） 1 1 1 4 25.0%

サービス利用量 （回/月） 3.7 8.7 7.6 28.0 27.1%

介護予防小規模
多機能型居宅介護

実利用者数 （人/月） 78 78 88 87 101.1%

介護予防認知症
対応型通所介護

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)
区　　　分

実績値 2020年度
(令和２年度)

見込値(A)
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２ 介護給付・予防給付サービス以外の状況 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の利用状況  

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）は、要支援認定者等を支える制度として、

NPO、ボランティア、地域団体、住民等の多様な主体により様々なサービスを充実させ

ることで地域の支え合いの体制づくりを推進し、効果的かつ効率的な支援等を可能とする

ことを目指す制度として、2014 年（平成 26 年）の介護保険法の改正により新たに創設

されました。 

本市においては、円滑に総合事業への移行を進めるため、事業の実施を２年間猶予する

旨を条例に定め、2017 年（平成 29 年）4 月から総合事業（74 ページ参照）を実施し、

介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、総合事業の「介護予防型サービス」へ移行しま

した。また、介護予防事業で行っていた「シニア元気プログラム」は総合事業の「短期集

中型サービス」へ、「いきいきシニアプログラム」は総合事業の「一般介護予防事業」へ

それぞれ移行しました。 

介護予防型サービス及び基準緩和型サービスについては、要支援認定者数の増加や介護

予防への理解の高まりにより、一定の利用実績値で推移しています。 

一方で、平成 30 年度に、短期集中型通所サービス（運動器機能向上）を経なくても基

準緩和型通所サービスを利用できるように条件を見直したことから、短期集中型通所サー

ビス（運動器機能向上）の利用実績値については大きく減少しています。 

 

 ア 介護予防型サービス 

   基本チェックリスト（※）実施による事業対象者（※）及び要支援者に対して、ホー

ムヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う訪問サービスや、通所介護施設

で入浴や排泄、食事などの支援を受ける通所サービスを実施しています。（従前の介護

予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当するサービスです。）（表８） 

 イ 基準緩和型サービス 

基本チェックリスト実施による事業対象者及び要支援者に対して、ホームヘルパーや

かなざわケアサポーター（市が指定する研修の修了者）が自宅を訪問し、生活援助のみ

を行う訪問サービスや、通所介護施設で生活機能向上のための体操やレクリエーション

などに取り組む通所サービスを実施しています。（表８） 

 

 

  
※基本チェックリスト：65歳以上の方を対象に、運動機能や口腔機能などの生活機能の低下を発見 

するための質問票 

※事業対象者：基本チェックリストを実施し、基準に該当すると介護予防・生活支援サービス事業 

の利用が可能となる者。なお、65歳未満の第２号被保険者は要介護認定申請が必要 
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■表８ 介護予防型サービス及び基準緩和型サービスの利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 短期集中型サービス（シニア元気プログラム） 

  基本チェックリスト実施による事業対象者及び要支援者に対して、要介護状態等にな

ることを予防し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、保健・医療

の専門職により実施する短期集中のサービスを実施しています。（表９） 

■表９ 短期集中型サービス 

 

エ 一般介護予防事業 

全ての高齢者を対象に、自らが自発的に参加し介護予防に取り組めるように、健康づ

くりに関する情報の提供や筋力トレーニング、体力づくり教室、栄養教室、転倒予防教

室などの各種教室、講演会を開催しています。また、介護予防の普及や一般介護予防事

業（フレイル予防等）（※）への協力を地域で担うボランティア（運動普及推進員等）

の養成も行っています。（表 10） 

 

 

 

  

短期集中型通所サービス（運動器機能向上） 316 人 150 人 138 人 520 人 26.5%

短期集中型通所サービス（口腔機能向上） 7 人 7 人 3 人 72 人 4.2%

短期集中型訪問サービス（栄養改善） 6 人 13 人 3 人 19 人 15.8%

区　　分
実績値 2020年度

(令和２年度)

見込値(A)

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

※フレイル：年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が低下して、要介護状態に近づくこと 

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

介護予防型訪問
サービス

実利用者数 （人/月） 467 482 478 504 94.8%

基準緩和型訪問
サービス

実利用者数 （人/月） 911 875 824 1,096 75.2%

介護予防型通所
サービス

実利用者数 （人/月） 1,690 1,749 1,659 1,988 83.5%

基準緩和型通所
サービス

実利用者数 （人/月） 1,725 1,888 1,830 1,855 98.7%

区　　　分
実績値 2020年度

(令和２年度)

見込値(A)

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)
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■表 10 一般介護予防事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

(2) その他のサービス 

本市では、自宅での生活を継続できるよう、配食サービスや紙おむつの支給など、介護

保険以外でも様々なサービスを提供しています。 

（表11 ※各サービスの内容については 91ページを参照） 

多様化している高齢者のニーズに対応するため、さらに内容の充実を図っていくことが

求められます。 

■表 11 在宅生活支援サービスの利用状況 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

実利用者数 （人/月） 980 981 982 1,167 84.1%

サービス利用量 （回／年） 259,874 249,823 250,162 315,439 79.3%

紙おむつ
の支給

実利用者数 （人/月） 213 218 221 221 100.0%

実利用者数 （人/月） 95 91 87 116 75.0%

サービス利用量 （回／年） 160 153 119 203 58.6%

実利用者数 （人/月） 222 189 243 232 104.7%

サービス利用量 （回／年） 695 636 691 684 101.0%

そ
の
他
の
在
宅
生
活
支
援
事
業

理
髪
・
美
容

カ
ッ

ト
サ
ー

ビ
ス

寝
具
乾
燥
・

消
毒
サ
ー

ビ
ス

区　　　分
実績値 2020年度

(令和２年度)

見込値(A)

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)

地
域
支
援
事
業

(

任
意
事
業

)

配
食
サ
ー

ビ
ス

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

介護予防
普及啓発事業

教室・講演会等（延人数） 45,294 38,540 7,196 41,746 17.2%

地域介護予防
活動支援事業

ボランティア育成研修等（延人数） 10,845 10,361 2,234 10,005 22.3%

区　　分
実績値 2020年度

(令和２年度)

見込値(A)

2020年度
(令和２年度)

計画値(B)

計画値に

対する見込値

の割合(A)/(B)
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第２節  高齢者を取り巻く課題 

 

１ 第７期計画の検証等による課題 

第７期計画において、７項目の施策目標に基づき実施された各種事業の評価を行うとも

に、今後取り組むべき新たな事柄等から、次のように課題を整理しました。 

 

 第７期計画の施策目標  

 

  １ 多様な住まいの確保 

高齢者が、自らの状態や希望に応じて適切な住まいを自由に選択できるように、高齢

者向けの多様な住まいの確保を推進 

【主な取組】 

① 特別養護老人ホーム、グループホームについては、必要量を見極め計画的に整備 

② 住宅設備や賃料等の条件、付帯して提供されるサービス等客観的な情報を集約し、

ホームページ等を通じて市民に情報提供 

③ 高齢者向け住宅について利用者が不利益を被ることがないよう適正な運営の確保

を推進   

 

 

 

 

  ２ 介護サービス・在宅医療の提供体制の充実 

高齢者が、住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、介護サービス・在宅医

療の提供体制を充実 

【主な取組】 

    ① 医療的ニーズのある要介護高齢者に対応できる看護小規模多機能型居宅介護の 

整備 

    ② 介護支援専門員や介護保険事業者等に対する研修体制の充実 

    ③ 介護職員の定着促進のため、相談窓口と情報交換の場（ケアワーカーカフェ）を

実施 

    ④ 地域出前講座や市民公開講座を活用した市民への在宅医療に関する普及啓発 

    ⑤ 在宅医療提供体制拡充のため、医療と介護の連携を推進 
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 検証による課題  

 

  

・有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案した上

で、2025 年及び 2040 年の地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要

を踏まえた介護基盤を整備する必要があります。 

・日常生活圏域ごとに地域密着型特別養護老人ホームやグループホームなどの

整備を行っていますが、今後も、待機者の経済状況や生活環境などを踏まえ

て、施設整備をはじめとした多様な住まいの確保を図っていく必要がありま

す。 

・高齢者向け住宅の一部には、サービス提供のあり方について、不透明な部分

があるのではないかといった懸念が指摘されています。本市においては、高

齢者向け住宅が増加していることから、それらに対する指導監督の体制の強

化や充実を図っていく必要があります。 

 

  

 

 

 

・在宅医療・介護連携の推進において、今後増加が見込まれる看取りや認知症

への対応力の強化や、感染症や災害時対応等の体制を整備していく必要があ

ります。 

・介護職員の定着促進に向け、魅力ある働きやすい職場環境の整備や、介護現

場のイメージを刷新するための周知広報に取り組むとともに、文書に係る職

員の負担軽減に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

・多様な人材の参入促進に向け、介護人材確保の新たな施策を展開していく必

要があります。 

・市民出前講座やかがやき発信講座等を通じて、在宅医療に関する市民への更

なる普及啓発を推進していく必要があります。 
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 ３ 生活支援・介護予防の提供体制の拡充 

高齢者の日常生活上の課題に対する生活支援や、健康づくりによる介護予防などが地

域で提供されるように、生活支援・介護予防の提供体制を拡充 

【主な取組】   

   ① 介護予防・健康づくりについて普及啓発を実施 

   ② 一般介護予防事業の取組を強化 

③ 生活支援コーディネーターを市社会福祉協議会に配置するとともに、協議体を 

設置 

   ④ 災害時の対応強化を図るため、避難行動要支援者名簿の更新に加え、名簿の活用 

方法をまとめたガイドブックを作成 

   ⑤ 地区社会福祉協議会に福祉相談を気軽にできる窓口を設置 

    ⑥ 金沢市地域福祉計画 2018の中に、「成年後見制度利用促進編」を新たに策定 

 

 

４ 高齢者の社会参加の促進 

高齢者が、いつまでも生きがいを持って暮らしていける社会の実現を目指して、それ 

ぞれの高齢者の心身の状況や生活環境に応じた多様な社会参加を促進 

【主な取組】   

① アクティブシニア支援検討会を開催し、多様な社会参加促進策を検討 

② 高齢者が生涯現役で活躍できる社会の実現をめざし、多様な社会参加に関する総 

合相談窓口を開設 

③ 地区社会福祉協議会において実施している地域活動に係る情報を集約 

④ ボランティア活動の実績に応じてポイントを付与するボランティアポイント事業 

を開始 

 

5 認知症の方を支える体制の充実 

認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症 

の方とその家族を支える体制を充実 

【主な取組】 

   ① 認知機能向上教室の開催 

② 「いつでもどこでも脳活プログラム」の作成 

③ ⅠｏＴ技術を活用した地域見守りネットワークを構築 

④ 「若年性認知症応援団」の立ち上げ 
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 ・介護予防の推進に向けて、関係機関・関係団体の間での情報共有や連携体制

を強化することにより、高齢者一人ひとりの状況に応じた支援が、円滑かつ

的確に提供される環境を整備する必要があります。 

・高齢者への多様な支援ニーズに対応するため、地域の中で、公的サービスの

みならず、住民、ボランティア、民間企業等の多様な主体による生活支援の

体制を充実させる必要があります。 

・成年後見制度の利用促進に向け、中核機関の設置等の検討を進める必要があ

ります。 

  

 
・生涯現役社会に向け、高齢者の就労拡大を図る取組を支援するとともに、高

齢者の活動を支援するため「情報収集とその発信」「マッチング機能」等の

強化を進める必要があります。 

・高齢者が趣味や特技、サークル活動等を通じて地域社会と交流できる場の充

実や、技能や経験を活かしたボランティア活動を通じて社会に貢献できる場

の提供など、高齢者の多様な社会参加の促進に取り組んでいく必要がありま

す。 

  

 
 ・「いつでもどこでも脳活プログラム」の普及啓発等、高齢者が認知症予防に

資する活動を継続できるよう取組を進めていく必要があります。 

・認知症の人が周囲や地域の理解と協力の下、住み慣れた地域の中で暮らし続

けることができるよう、多分野の関連施策と連携し、地域支援体制を強化し

ていく必要があります。 

・若年性認知症について、診断や支援に至るまでの期間が長い傾向にあること

から、理解を深めるための普及啓発や支援体制の強化を図っていく必要があ

ります。 
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６ 高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築 

高齢者を支える切れ目のない各サービスを地域又は市全体で機能させるために、高齢

者を支える重層的ネットワーク体制の構築を推進 

【主な取組】 

① 高齢者を中心とした地域課題を集約・分析し、地域の互助活動の調整を行う「地域

福祉座談会」を生活支援コーディネーターが支援 

  ② 地域ケア会議マニュアルの見直し 

 

 

 

 

7 市民への適切な情報提供と市民参加の促進 

高齢者施策や、高齢期の医療や介護等に関する情報を市民に周知・啓発するとともに、

高齢者施策の策定過程への市民参加を促進 

【主な取組】 

  ① 高齢者施策に関する多様な情報の提供 

  ② 医療や介護が必要になる前の高齢者に対する幅広い情報の提供 

 

 

 

 その他新たに取り組むべき課題  

 

○ 災害や感染症に対する備え 

火災、水害、地震などの災害や、新型コロナウイルス等の感染症による介護サービス

提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要 
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・地域課題解決のための検討につなげていく体制の整備や、医療と介護の連携

の推進により、地域ケア会議が円滑に実施することができる環境を整える必

要があります。 

・地域共生社会の実現に向けての包括的な支援体制整備を踏まえた地域包括支

援センターの機能及び体制の強化や、今後の人口動態の変化・地域コミュニ

ティとの整合性に配慮した新たな日常生活圏域の設定について、団塊の世代

が後期高齢者となる２０２５年を見据え検討・準備する必要があります。 

  

 
・複雑化している医療や介護サービスについて、高齢者施策に関する多様な情

報を分かりやすく整理し、ＳＮＳの活用など様々な手段で提供していく必要

があります。 

 ・より多くの方に正確な情報を提供できるようにするため、情報提供手段とそ

の効果について検証を行っていく必要があります。 

  

 
・施設等が実施する防災・減災対策に対する支援や、感染防止に係る取組につい

て支援を行っていく必要があります。 

・介護施設等で感染者が発生した場合でも、介護サービス事業所等が必要なサー

ビスを継続して提供できるとともに、利用者が引き続き必要なサービスを受け

られるような体制の整備を検討する必要があります。 
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２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の分析結果 

   

(1) 調査の概要 

ア 目  的 長寿安心プランの見直しに向けて、日常生活圏域毎に要介護状態の進行に

繋がるリスク要因の分析を行うとともに、地域の抱える課題の特定に資するこ

とを目的として、厚生労働省が定める全国統一の方法により実施するもの 

イ 実施時期 2020年（令和２年）２月５日（水）から同月 18日（火）まで 

ウ 対 象 者 要介護認定者を除く65歳以上の方12,600人（無作為抽出） 

エ 回 収 率 70.8％（8,927人が回答） 

オ 調査項目 ・家族構成等の基本情報 

       ・身体機能及び認知機能の状態 

       ・日常生活及び社会参加の状況 等 

 

(2) 調査結果の概要 

ア 外出する際の交通手段 

外出する際の移動手段は、「徒歩」が 57％で最も多く、次いで「自動車（自分で運

転）」が56％、「路線バス」が 34％となっています。（図 11） 

■図 11 外出する際の移動手段（複数回答可） 

 

  

57%

19%

2%

56%

26%

6%

34%

1%

0%

0%

2%

16%

1%

0% 20% 40% 60%

徒歩

自転車

バイク

自動車（自分で運転）

自動車（人に乗せてもらう）

電車

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）

歩行器・シルバーカー

タクシー

その他

(N=8,807)
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イ 外出を控えているかどうかとその理由 

 ① 外出を控えているか 

   高齢者の約２割が外出を控えています。（図 12） 

■図 12 外出を控えているか 

     

② 外出を控えている理由 

外出を控えている理由は、「足腰の痛み」が最も多く 56％であり、次いで「外で

の楽しみがない」「交通手段がない」が 16％となっています。（図13） 

■図 13 外出を控えている理由（複数回答可） 

 

はい

18%

いいえ

80%

無回答

2%

(N=8,927)

15%

4%

56%

15%

8%

8%

16%

10%

16%

14%

0% 20% 40% 60%

病気

障害

足腰などの痛み

トイレの心配(失禁など)

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

(N=1,529)
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ウ 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ参加者としての参加意向 

健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ参加者として「是非参加したい」は 6％、

「参加してもよい」は47％、「参加したくない」は34％となっており、参加意向のあ

る高齢者は約 5 割を占めています。またグループ活動に「既に参加している」高齢者も

5％みられます。（図 14） 

■図 14 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ参加者としての参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ企画・運営としての参加意向 

健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ企画・運営として「是非参加したい」は

2％、「参加してもよい」は 29％、「参加したくない」は 57％となっており、参加意

向のある高齢者は約３割を占めています。またグループ活動の企画・運営として「既に

参加している」高齢者も4％みられます。（図15） 

■図 15 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ企画・運営としての参加意向 

 

 

是非参加したい

6%

参加してもよい

47%
参加したくない

34%

既に参加している

5%

無回答

8%

(N=8,927)

是非参加したい

2%

参加してもよい

29%

参加したくない

57%

既に参加している

4%

無回答

8%

(N=8,927)
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オ 健康づくりや介護予防のために参加してみたい教室や活動 

健康づくりや介護予防のために参加してみたい教室や活動は、「体操などの運動に関

すること」が30％と最も多く、次いで「食事や栄養バランスに関すること」が27％、

「認知症予防に関すること」が 26％となっています。一方、健康づくりや介護予防の

ために参加してみたい教室や活動は「特になし」が 32％と、約３割を占めています。

（図16） 

■図 16 健康づくりや介護予防のために参加してみたい教室や活動（複数回答可） 

 
 

カ 健康づくりや介護予防のための教室や活動にどのような条件なら参加しやすいか 

健康づくりや介護予防のための教室や活動に参加する場合に参加しやすくなる条件は、

「身近な場所である（歩いていける範囲）」が 57％と最も多く、次いで「楽しみなが

ら参加できる活動である」が52％、「参加費が無料又は安価である」が50％となって

います。（図17） 

■図 17 健康づくりや介護予防のための教室や活動にどのような条件なら参加しやすいか 

 

27%

8%

30%

17%

21%

10%

26%

7%

1%

8%

32%

0% 20% 40%

食事や栄養バランスに関すること

お口の健康に関すること

体操などの運動に関すること

ウオーキングに関すること

生活習慣病予防に関すること

こころの病気に関すること

認知症予防に関すること

ボランティア活動に関すること

その他

わからない

特になし

(N=8,345)

50%

57%

52%

27%

43%

21%

6%

1%

19%

0% 20% 40% 60%

参加費が無料又は安価である

身近な場所である（歩いていける範囲）

楽しみながら参加できる活動である

一緒に取り組む仲間がいる

短時間の活動である（１～２時間程度）

健康づくりや介護予防の効果が実感できる

自主的な取組みに対して活動費の助成がある

その他

特になし

(N=8,303)

（複数回答可） 
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 (3) 分析の結果の概要  

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果から、次の表に掲げる全国共通の指標と比 

較し、分析を行いました。（表12） 

  ① 世帯状況 

     高齢者の独居世帯と夫婦のみの世帯を合計した高齢者のみの世帯の割合は、中核市

平均値とほぼ同等となっています。（問１の１及び２） 

② 身体機能及び認知機能 

   機能低下の傾向にある高齢者の割合は、概ね中核市平均値より低くなっていますが、

栄養改善リスクがある高齢者の割合は、中核市平均値とほぼ同等です。 

（問２、問３、問４の１及び２） 

③ 日常生活の状況 

   買い物支援を求める高齢者の割合は、中核市平均値よりも低くなっています。また、

配食支援を求める高齢者の割合は、中核市平均値とほぼ同等です。（問４の３及び４） 

④ 社会参加の状況 

   ボランティア等グループ活動への参加割合は、全体的に中核市平均値よりも高くな

っています。また、地域づくりへの参加意向は中核市平均値と同等程度ですが、企

画・運営としての参加意向は中核市平均値よりも低くなっています。（問５） 

⑤ その他 

健康観や幸福感が高いと感じている高齢者の割合は、中核市平均値よりも高くなっ

ています。また、うつのリスクがある高齢者の割合は、中核市平均値よりも低くなっ

ています。（問７） 
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■表 12 リスク指標における全国平均値との比較 

 

※中核市平均値は、2020年（令和２年）10月 17日時点で国のシステムに登録されている 20

市のデータによって算出しています。 

 

 

 

区分
指標

１ 独居高齢者 18.1% 21.1%

２ 夫婦二人暮らし（配偶者65歳以上）世帯 39.8% 38.1%

３ 介護が必要 6.5% 8.5%

４ 介護が必要だが現在は受けていない 7.7% 9.1%

５ 現在の暮らしが苦しい 30.1% 31.9%

１ 運動器機能リスクがある 14.8% 18.8%

２ 転倒リスクがある 30.5% 32.2%

３ 閉じこもりリスクがある 13.6% 18.3%

１ 咀嚼機能リスクがある 30.0% 31.7%

２ 栄養改善リスクがある 7.8% 7.6%

１ 認知症リスクがある 39.7% 43.4%

２ IADL（手段的日常生活動作）が低い 5.6% 7.2%

３ 配食ニーズがある 7.7% 7.9%

４ 買い物ニーズがある 4.0% 5.3%

１ ボランティア等に参加している 16.6% 12.3%

２ スポーツ関係のグループやクラブに参加している 24.1% 21.7%

３ 趣味関係のグループに参加している 30.8% 27.5%

４ 学習・教養サークルに参加している 13.2% 10.4%

５ 地域づくりへの参加意向がある 53.0% 52.7%

６ 地域づくりへの企画・運営（お世話役）としての参加意向がある 30.9% 33.9%

１ 情緒的サポートをしてくれる相手がいる 92.5% 93.3%

２ 手段的サポートをしてくれる相手がいる 90.4% 91.1%

問７　健康・うつ傾向

１ 主観的健康感が高い 78.2% 75.4%

２ 主観的幸福感が高い 47.3% 45.5%

３ うつリスクがある 40.3% 41.6%

③

④

問５　ボランティア等への参加状況

問６　たすけあい

⑤

金沢市
中核市
平均値

①

問１　家族や生活の状況

②

問２　運動器機能の低下・転倒リスク・閉じこもり傾向

問３　口腔機能の低下、低栄養の傾向

問４　認知機能や手段的日常生活動作の低下
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第１節  基本理念 

 

近年、平均寿命の延伸等により高齢者人口は増加が続いています。高齢者は、75 歳以

上となると、医療や介護等の支援を必要とする人が大幅に増えることからその備えが急務

となっています。 

要支援・要介護認定者や認知症高齢者の数が増加を続ける中で、いわゆる「団塊の世代」

が75歳を迎える2025年問題への対応が、医療・介護において喫緊の課題となっていま

す。また、その先の「団塊ジュニア世代」が65歳を迎える2040年に向けて、地域の状

況に応じた介護サービス基盤の整備や高齢者介護を支える人的基盤の確保に加え、介護予

防の取組の強化・充実も重要となっています。 

国は、こうした状況を踏まえ、全世代型社会保障改革の介護分野においては、持続可能

性の高い介護提供体制の構築などを目指しています。 

このような状況の中、本市の地域性を踏まえた地域包括ケアシステムの構築や、介護の

受け皿整備、高齢者の生きがいづくり等の取組を推進していくに当たり、計画策定の基本

理念を次のように定めました。 

 

 

 

高齢者一人ひとりの尊厳が保持され、その人らしく自立した日常生活を営むことができ

る社会の実現を目指します。 

 

 

 

高齢者の暮らしを支える「住まい」、「介護」、「医療」、「生活支援」及び「介護予

防」が包括的に提供される体制（地域包括ケアシステム）を構築し、高齢者が可能な限り

住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けられるまちづくりを推進していきます。 

 

 

 

本市には、古くから培われてきた豊かな地域コミュニティの土壌が存在し、また、医療

機関や介護保険施設等の高齢者を支える社会資源が比較的整備されているという特徴があ

ります。行政サービスをはじめ、地域コミュニティの共助の力、医療・介護の社会資源等

を最大限に活かすことができる環境を整え、みんなで高齢者の暮らしを支える体制の拡充

を図っていきます。 

【基本理念１】高齢者が尊厳を持って暮らせるまちづくり 

 

【基本理念２】住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けられるまちづくり 

【基本理念３】みんなで高齢者の暮らしを支えるまちづくり 
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第２節  施策目標 

 

基本理念の達成に向け、次の７項目を施策目標として、本計画を推進していきます。 

 

１ 多様な住まいの確保  

高齢者が、自らの状態や希望に応じて適切な住まいを自由に選択できるように、高齢者

向けの多様な住まいの確保を推進していきます。 

 

２ 介護サービス・在宅医療の提供体制の充実 

高齢者が、住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、介護サービス・在宅医療

の提供体制を充実させていきます。 

 

３ 生活支援・介護予防の提供体制の充実 

高齢者の日常生活上の課題に対する生活支援や、健康づくりによる介護予防などが地域

で提供されるように、生活支援・介護予防の提供体制を充実させていきます。 

 

４ 高齢者の社会参加の促進 

高齢者が、いつまでも生きがいを持って暮らしていける社会の実現を目指して、それぞ

れの高齢者の心身の状況や生活環境に応じた多様な社会参加の促進に取り組んでいきます。 

 

５ 認知症の方を支える体制の充実 

認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症の

方とその家族を支える体制を充実させていきます。 

 

６ 高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築 

高齢者を支える切れ目のない各サービスを地域又は市全体で機能させるために、高齢者

を支える重層的ネットワーク体制の構築を推進していきます。 

 

７ 市民への適切な情報提供と市民参加の促進 

高齢者施策や、高齢期の医療や介護等に関する情報を市民に周知・啓発するとともに、

高齢者施策の策定過程への市民参加を促進していきます。 
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第１節  多様な住まいの確保 

単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加していく中、高齢者の介護を含めた生活上のニーズは

多様化してきており、特に生活の基盤である住まいの確保は、ますます重要となってきてい

ます。 

高齢者が自らの状態や希望に応じて適切な住まいを自由に選択できるように、既存住宅の

バリアフリー化や各種の高齢者向け住宅、介護保険施設の整備など、高齢者向けの多様な住

まいの確保を推進していきます。 

(1) 介護保険施設等の施設サービスの充実 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や介護老人保健施設、認知症対応型共同生活

介護（グループホーム）等の介護保険施設等は、これまでの介護保険事業計画に基づき整

備が行われ、施設の利用が必要になった場合でも身近な地域で利用できる状況が整いつつ

あります。引き続き、高齢者の増加に合わせて増加が見込まれる要介護認定者や認知症高

齢者の状況等を踏まえ、今後必要とされる介護ニーズを的確に把握し、計画的に介護保険

施設等の整備を行っていきます。 

なお、2018 年度（平成 30 年度）からの介護保険制度改正により、今後、増加が見込

まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重度の要

介護者の受入れ」や「看取り」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新

たな介護保険施設となる介護医療院が創設されました。医療的ニーズに加えて生活支援も

必要な方へのサービスとして、従来の介護療養型医療施設からの転換を進めていきます。

（介護療養型医療施設は、2023年度（令和５年度）末に廃止される予定です。） 

（※各施設等の内容については 43ページを参照） 

第８期計画における介護保険施設等の整備計画量は次のとおりです。（表13） 
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■表 13 介護保険施設等の整備計画量 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 高齢者向け住宅の適正な運営の確保 

令和３年３月末時点で、市内には75棟の有料老人ホーム（住宅型施設定員2,711人、

特定施設定員 504人）と 26棟のサービス付き高齢者向け住宅（958戸）が設置されて

おり、サービスの利用や事業者との契約などに際して入居者が不利益を被ることのないよ

う、適正な運営の確保を推進していきます。 

ア 介護保険サービスに係る多角的な指導 

高齢者向け住宅に入居する利用者に対して、適切なアセスメント（※）に基づくケア

プランが作成され、介護保険サービスがニーズに応じて提供されているか等について、

ケアプランの点検を通じて確認を行うとともに、高齢者向け住宅に併設又はそれに近い

形態の介護保険事業所の人員配置や運営の状況について、関係部局が連携して指導を行

っていきます。 

イ 適正な契約に基づくサービス提供の確保 

利用者によるサービスの自由な選択の機会が奪われたり、内容について十分な説明が

行われていない等の不適切な契約が行われることがないよう、介護保険サービスの実地

指導等に併せて、契約内容等の確認や指導を行います。 

 

  
※アセスメント：要介護者等の生活上の問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるよ

う支援を行う上で解決すべき課題を把握すること。 

20施設 1,852 人 － 人 1,852 人

12施設 1,429 人 － 人 1,429 人

1施設 44 人 △ 44 人 0 人

4施設 212 人 92 人 304 人

54施設 1,034 人 18 人 1,052 人

－施設 － 人 － 人 － 人

24施設 694 人 29 人 723 人

8施設 504 人 35 人 539 人

2施設 65 人 － 人 65 人

5施設 227 人 30 人 257 人

1施設 － 人 9 人 9 人

2施設 240 人 － 人 240 人

8施設 747 人 － 人 747 人

1施設 5 人 － 人 5 人

5施設 103 人 － 人 103 人

2023年度末時点
の整備計画量
(A)＋(B)

介護専用型特定施設(小規模）

介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

有料老人ホーム

養護老人ホーム

ケアハウス

区　　　分
2020年度末時点の
整備実績値(A)

第８期計画
（2021～2023年度）

整備計画値(B)

介
護
保
険
施
設

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護医療院

介
　
護
　
保
　
険
　
対
　
象

地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

特
定
施
設

サービス付き高齢者向け住宅

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

介
護
保
険
対
象
外

養護老人ホーム（特定施設分を含む。）

ケアハウス（特定施設分を含む。）

生活支援ハウス

シルバーハウジング
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ウ 住宅事業者間等で情報交換などを行う場の設置 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を経営する事業者間や行政との情報交

換などを行う場を活用することにより、運営状況の透明性を高め、地域に開かれた高齢

者向け住宅の形成を図ります。 

エ 客観的な情報を提供する仕組みの構築 

    住宅事業者や行政との情報交換の場を活用し、住宅設備や賃料等の条件、付帯して提

供されるサービス、受け入れられる利用者の状態像などに関する情報を集約し、各ホー

ムの賃料等が比較できるよう市民に対して分かりやすい形で公開する仕組みを構築して

いきます。 

(3) 既存ストックの活用による高齢者向け住居の確保 

無年金・低年金高齢者等の一定の経済的負担が困難な高齢者が、見守り等の生活支援サ

ービスを受けながら、地域で安心して暮らせる環境を整えていくため、地域の既存民間賃

貸住宅への円滑な入居を促進するための検討を進めていきます。 

ア 住宅確保要配慮者への対応 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（45 ページ参照）の普及啓発を行うとともに、

低所得者や高齢者などが既存の民間賃貸住宅へ円滑に入居できる体制を整えていきます。 

 

 (4) 住宅改修と福祉用具貸与・販売の促進 

できる限り住み慣れた自宅で暮らし続けたいというニーズを持つ高齢者を支援するため、

福祉用具情報プラザとの連携や介護支援専門員の資質向上を図り、介護保険サービスの

（介護予防）住宅改修と（介護予防）福祉用具貸与・販売及び本市の独自事業による住宅

改修助成の利用促進に取り組んでいきます。（各サービスの内容については 45 ページを

参照） 

また、福祉用具貸与の価格の設定については、通常、商品価格のほか、搬出入や保守点 

検等の諸経費が含まれていますが、価格の設定が事業者の裁量によることから、同一商品

であっても、価格にばらつきがあることが課題となっていました。そのため、適正な貸与

価格を確保する観点から、国が全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を公表しており、事

業者への周知を徹底するなど、給付の適正化に取り組んでいきます。 

第８期計画における（介護予防）住宅改修、（介護予防）福祉用具貸与・販売及び住宅 

改修助成の見込量は次のとおりです。（表14） 
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■表 14 住宅改修及び（介護予防）福祉用具貸与・販売等の見込量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連事業等】 

●介護保険施設等 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設は、原則として要介護３以上の中重度の要介護者を対象とした生活重視型施設

で、寝たきりや認知症の高齢者など、常時介護を必要とする方が施設サービス計画に基づいて、入

浴、排せつ、食事などの介護とその他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を

受ける施設です。 

2021年（令和３年）３月末時点で､本市には20箇所（定員1,852人）の施設があります。 

 

介護老人保健施設 

介護老人保健施設は、病状が安定していて入院の必要はないが、リハビリテーションや看護等が

必要な要介護高齢者が、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、機能訓

練その他必要な医療及び日常生活上の世話を受けながら、自立した在宅生活への復帰を目指す施設

です。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には12箇所（定員1,429人）の施設があります。 

 

介護療養型医療施設 

介護療養型医療施設は、病状は安定しているものの、長期間の療養を必要とする要介護高齢者な

どが、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常的世

話及び機能訓練その他必要な医療を受ける施設です。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には１箇所（定員44人）の施設があります。 

なお、介護療養型医療施設は、2023年度（令和５年度）末に廃止される予定です。 

 

介護医療院 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへ対応するため、「日常的な医学管理が必要

な重度の要介護者の受入れ」や「看取り」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、

新たな介護保険施設である介護医療院が2018年（平成30年）４月に創設されました。 

2021年（令和３年）３月末時点で､本市には４箇所（定員212人）の施設があります。 

  

2019年度
実績

2020年度
見込み

2021年度 2022年度 2023年度

介護予防住宅改修 （人／月） 49 43 49 49 49

介護予防福祉用具貸与
実利用者数
（人／月）

2,134 2,200 2,226 2,266 2,306

特定介護予防福祉用具販売 （人／月） 38 36 36 41 41

住宅改修 （人／月） 52 49 49 51 53

福祉用具貸与
実利用者数
（人／月）

5,316 5,720 5,953 6,200 6,326

特定福祉用具販売 （人／月） 59 80 85 89 93

住宅改修助成（市単独） （人／年） 50 56 50 50 50

区　　分
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（介護予防）特定施設 

有料老人ホームやケアハウス、養護老人ホームなどは、介護保険の指定を受けて、入居する要介

護者等に対し、（介護予防）特定施設入居者生活介護を提供することができます。 

（介護予防）特定施設入居者生活介護は、入居する要介護者等が、（介護予防）特定施設サービ

ス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護と、その他日常生活上の世話、機能訓練・療養上

の世話を受け、施設で能力に応じた自立した生活をできるようにするもので、介護保険では特定施

設は居宅サービスになります。 

2021 年（令和３年）３月末時点で、本市では有料老人ホーム８箇所（指定定員 504 人）、養

護老人ホーム２箇所（指定定員65人）、ケアハウス５箇所（指定定員227人）がこの指定を受け

ています。 

 

●地域密着型サービス（居住系） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護は、認知症があり自宅での生活は困難でも、見守りや支

援があれば自立できる方の生活の場として住み慣れた生活圏域に整備しています。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には54箇所（定員1,034人）の施設があります。 

 

介護専用型特定施設（小規模） 

介護専用型特定施設（小規模）は、入居定員が 29 人以下の小規模な有料老人ホームやケアハウ

ス等で、介護保険の指定を受けて入居する要介護高齢者に対し、利用者の状態に応じ、自立した日

常生活を送ることができるように介護サービスを提供する施設です。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には設置されておりません。 

 

介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）は、入居定員が 29 人以下で、寝たきりや認知

症の高齢者など、常時介護を必要とする方が施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を受ける施設です。 

第８期計画においては、引き続き、入居が必要な方に対する必要量を見極め、計画的な整備をし

ます。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には24箇所（定員694人）の施設があります。 

 

●介護保険対象外の居住施設 

養護老人ホーム 

養護老人ホームは、おおむね 65 歳以上で、環境上の理由や経済的な理由により在宅での生活が

困難な方が利用できる施設です。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には２箇所（定員240人）の施設があります。 

 

ケアハウス 

ケアハウスは、おおむね 60 歳以上で、身体機能の低下などにより独立して生活するには不安の

ある方が利用できる施設です。原則個室で、車いすの使用が可能であるなど、プライバシーや自立

した生活を尊重した構造となっています。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には８箇所（定員747人）の施設があります。 
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生活支援ハウス 

生活支援ハウスは、おおむね 60 歳以上のひとり暮らしや夫婦のみの世帯で、特別な事情のある

方、高齢などのため独立して生活することに不安のある方が利用できる施設です。利用期間は、長

期継続的な利用でなく、中期的な利用です。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市には１箇所（定員５人）の施設があります。 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者単身・夫婦世帯を対象とし、居室の広さや設備、バリア

フリー構造といったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サ

ービスなどの提供により、高齢者が安心して暮らすことができる環境が整えられた住宅で、高齢者

の居住の安定確保に関する法律に基づき、本市が登録の審査を行います。 

2021年（令和３年）３月末時点で、本市で登録された住宅は、26箇所958戸あります。 

 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅は、高齢者、低所得者等、住宅の確保に特に配慮を要する人

（住宅確保要配慮者）の入居を拒まないことに加え、居室の広さや設備等の基準を満たしている賃

貸住宅で、本市が登録の審査を行います。 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく制度で、2017 年（平成

29年）4月の改正により創設され、同年10月から登録受付を開始しました。 

 

シルバーハウジング 

シルバーハウジングは、高齢者の安全や利便に配慮した設備・仕様に加え、福祉施設との密接な

連携のもと、生活援助員（LSA：ライフサポートアドバイザー）による安否確認や生活相談、緊急

時の対応などのサービスが受けられるよう配慮された公営住宅です。 

2021 年（令和３年）３月末時点で、本市には５箇所（市営額新町住宅、市営八日市住宅、市営

粟崎町住宅、市営田上本町住宅及び県営平和町住宅）あります。 

 

●（介護予防）福祉用具貸与・販売、住宅改修等 

（介護予防）福祉用具貸与 

（介護予防）福祉用具貸与は、介護や支援が必要な方ができるだけ自立して生活するために、日

常生活に必要な手すり、スロープ、歩行補助つえ、歩行器、車いす、特殊寝台等を借り受けるサー

ビスです。 

 

特定（介護予防）福祉用具販売 

特定（介護予防）福祉用具販売は、入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具を指定事業者から購

入した場合に購入費用の一部を支給するサービスです。 

 

（介護予防）住宅改修 

介護保険における（介護予防）住宅改修は、介護が必要な方への日常生活上の支援と介護者の負

担軽減を図るため、手すりの取付けや段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引き戸への取

り替え、洋式便器への取り替え等の工事を行った場合に費用の一部を支給するサービスです。 

 

住宅改修助成 

本市の独自事業である「要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくり助成制度」は、介護保

険の要支援・要介護認定を受けた方や身体障害者手帳１級又は２級（下肢・体幹）の交付を受けた

方で所得要件等の条件を満たす場合に、浴室、便所等のバリアフリー改造のための資金を助成する

ものです。 
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第２節  介護サービス・在宅医療の提供体制の充実 

 

１ 介護サービスの提供体制の充実 

高齢者やその家族の多くは、住み慣れた地域での在宅生活を望んでいます。高齢者の生活

機能が低下し、介護が必要な状態になっても、高齢者が安心して住み慣れた地域で生活する

ためには、切れ目のない多様な介護サービスの提供が必要です。 

在宅生活を継続するためには、生活機能が徐々に低下し始める早い段階から、生活機能の

維持・向上に効果の高いサービスの提供が重要であり、さらに、介護が必要な状態となった

場合には、24 時間対応や認知症対応の介護サービスなど、質の高い居宅サービスの提供が

不可欠となります。本市ではこれまでも、こうしたサービスの拡充に努めてきましたが、引

き続き、地域における高齢者の実態を把握し、必要なサービスの整備を図っていきます。 

このほか、介護保険サービスがその利用者の自立した生活に資するものとなるよう介護支

援専門員に対するケアマネジメント支援を強化していくとともに、介護家族への支援など、

介護サービスの提供体制の充実を図っていきます。 

 

１ 介護保険サービスの円滑な提供 

在宅での介護保険のサービスとして、要支援認定を受けた軽度の方には「介護予防サー

ビス」を、要介護認定を受けた方には「居宅サービス」を提供しており、そのほか、住み

慣れた地域での生活を継続できるように身近な地域で提供される「地域密着型サービス」

があります。これらのサービスが円滑に提供される体制を整え、在宅での高齢者の暮らし

を支援していきます。 

特に、医療ニーズが高い方に対応できる居宅サービスとして、訪問看護、通所リハビリ

テーション、訪問リハビリテーションといったサービスの活用を図るとともに、小規模多

機能型居宅介護や、看護小規模多機能型居宅介護といった訪問・通所・宿泊を一体的に提

供する 24 時間対応のサービスについても、普及を促進することにより、要介護高齢者が

在宅生活を継続していくための支援の充実を図っていきます。 

 

(1) 各介護保険サービスの見込量 

ア 介護予防サービスの見込量 

要支援１・２と認定された方には、要介護状態になることや要介護度の重度化をでき

る限り防ぐことを目的として介護予防サービスを提供しています。（表 15） 
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■表 15 介護予防サービス一覧 

区 分 サ ー ビ ス の 種 類 

介護予防 

サービス 

訪 問 
介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリテーション 

通 い 介護予防通所リハビリテーション 

福祉用具等 
介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売 

介護予防住宅改修 

その他 

介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護 

介護予防居宅療養管理指導・介護予防特定施設入居者生活介護 

地域密着型 

介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

ケアマネジメント 介護予防支援 

（※サービスの内容については 61ページを参照。なお、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉

用具販売及び介護予防住宅改修については 45ページを、介護予防特定施設入居者生活介護及び介護

予防認知症対応型共同生活介護については 44ページを、介護予防認知症対応型通所介護については

63ページを、介護予防小規模多機能型居宅介護については 64ページを参照） 
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第８期計画における介護予防サービスの見込量は、次のとおりです。（表16） 

■表 16 介護予防サービスの見込量 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人／月（実利用者数） 

 
2019年度

実績
2020年度
見込み

2021年度 2022年度 2023年度

 介護予防訪問入浴介護 2 1 1 1 1

 介護予防訪問看護 376 385 420 442 458

 介護予防訪問リハビリテーション 27 28 30 30 31

 介護予防居宅療養管理指導 195 215 232 250 256

 介護予防通所リハビリテーション 665 591 671 671 671

 介護予防短期入所生活介護 41 25 24 24 25

 介護予防短期入所療養介護 3 2 2 2 2

 介護予防特定施設入居者生活介護 71 64 72 72 72

 介護予防福祉用具貸与 2,134 2,200 2,226 2,266 2,306

 特定介護予防福祉用具販売
（１月当たりの人数） 38 36 36 41 41

 介護予防住宅改修
（１月当たりの人数） 49 43 49 49 49

 介護予防認知症対応型通所介護 1 1 1 1 1

 介護予防小規模多機能型居宅介護 78 88 85 86 87

 介護予防認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） 5 3 3 3 3

2,742 2,737 2,772 2,823 2,874 介護予防支援

介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

区　　　分
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イ 居宅サービスの見込量 

要介護１から５と認定された方のうち、在宅で生活している方には、一人ひとりの状

態に応じて、「訪問」、「通い」、「福祉用具貸与」等の様々な居宅サービスを提供し

ています。（表17） 

■表 17 居宅サービス一覧 

区 分 サ ー ビ ス の 種 類 

居宅 

サービス 

訪 問 
訪問介護・訪問入浴介護 

訪問看護・訪問リハビリテーション 

通 い 通所介護・通所リハビリテーション 

福祉用具等 
福祉用具貸与・特定福祉用具販売 

住宅改修 

その他 

短期入所生活介護・短期入所療養介護 

居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護 

ケアマネジメント 居宅介護支援 

（※サービスの内容については 61、62ページを参照。なお、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び

住宅改修については 45ページを、特定施設入居者生活介護については 44ページを参照） 
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第８期計画における居宅サービスの見込量は、次のとおりです。（表18） 

■表 18 居宅サービスの見込量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人／月（実利用者数） 

区　　　分
2019年度
実績

2020年度
見込み

2021年度 2022年度 2023年度

 訪問介護 3,523 3,615 3,760 3,935 4,094

 訪問入浴介護 92 99 105 110 116

 訪問看護 1,602 1,729 1,922 2,054 2,134

 訪問リハビリテーション 137 115 123 129 140

 居宅療養管理指導 3,112 3,391 3,838 4,037 4,195

 通所介護 4,170 4,060 4,335 4,592 4,825

 通所リハビリテーション 1,259 1,212 1,272 1,272 1,272

 短期入所生活介護 1,134 1,022 1,073 1,098 1,131

 短期入所療養介護 64 36 39 43 44

 特定施設入居者生活介護 528 518 517 528 539

 福祉用具貸与 5,316 5,720 5,953 6,200 6,326

 特定福祉用具販売
（１月当たりの人数）

59 80 85 89 93

 住宅改修
（１月当たりの人数）

52 49 49 51 53

 居宅介護支援 8,930 9,182 9,364 9,583 9,763
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ウ 地域密着型サービスの見込量 

地域密着型サービスは、要介護認定を受けた方ができる限り住み慣れた地域での生活

を継続できるように、身近な地域において提供されるサービスで、その利用者は原則と

して本市の市民に限定されます。（表19） 

■表 19 地域密着型サービス一覧 

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム） 

看護小規模多機能型居宅介護 

（※サービスの内容については 63、64ページを参照。なお、認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については 44ページを

参照） 

第８期計画における地域密着型サービスの見込量は、次のとおりです。（表20） 

■表 20 地域密着型サービスの見込量 

 

 

  

単位：人／月（実利用者数） 

 
区　　　分

2019年度
実績

2020年度
見込み

2021年度 2022年度 2023年度

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 26 32 36 39 37

 夜間対応型訪問介護 - - - - -

 地域密着型通所介護 1,446 1,302 1,459 1,459 1,459

 認知症対応型通所介護 109 103 110 112 116

 小規模多機能型居宅介護 384 406 405 408 413

 認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） 951 1,007 1,024 1,043 1,043

 地域密着型特定施設入居者生活介護 - - - - -

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
（小規模特別養護老人ホーム） 616 628 668 668 696

 看護小規模多機能型居宅介護 84 115 128 136 141



第５章 施策目標に対する具体的取組 

 

52 

(2) 医療的ニーズに対応した介護サービスの充実 

要介護高齢者が在宅生活を継続していくための支援の充実を図るため、訪問看護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護などといった医療的ニーズ

のある要介護者に24時間対応できるサービスを充実させていく必要があります。 

そのため、新たな事業者の参入に向けて、効果的に事業所を運営している事例等を紹介

するとともに、ケアマネジメントを担う介護支援専門員や退院支援を行う病院、在宅生活

を希望する高齢者とその家族に対し、サービス内容の周知を図っていきます。 

なお、これまで計画的に整備してきた看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居

宅介護については、概ね福祉健康センター管内や日常生活圏域ごとに適正に配置できてお

り、今後は、より効果的なサービス提供のあり方について、研究・検討を進めていくこと

が必要と考えています。 

 

(3) 共生型サービスの導入 

   2018 年度（平成 30 年度）に施行された制度改正で、共生型サービスが導入されまし

た。この共生型サービスとは、高齢者と障害のある人が同一の事業所でサービスを受けや

すくするために導入され、障害福祉サービス事業所であれば、介護保険事業所の指定も受

けやすくなる特例（その逆も同様です。）が設けられたものです。対象サービスは、ホー

ムヘルプサービス、デイサービス、ショートステイです。（表 21） 

   本市の場合、障害福祉サービス事業所の居宅介護及び重度訪問介護提供事業所の多くが、

介護保険の訪問介護も実施していますが、デイサービス及びショートステイは別々の制度

の下で行われています。このため、デイサービスやショートステイを提供している事業所

に対して共生型サービスの情報提供に努め、その促進を図っていきます。 

■表 21 共生型サービスの類型 

区    分 高齢者 障害のある人 障害のある児童 

ホームヘルプサービス 訪問介護 居宅介護・重度訪問介護 

デイサービス 通所介護 

地域密着型通所介護 
生活介護 児童発達支援 

放課後等デイサービス 

ショートステイ 短期入所生活介護 短期入所 
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２ 介護サービスの質の確保と向上 

被保険者に対する介護サービスの提供においては、サービスの供給体制を整備していく

ことと併せて、サービスの質の向上を図っていくことが重要です。 

サービスの質の向上に向け、介護職員や事業者等に対する研修体制をさらに充実させて

いくとともに、介護保険サービスの適正な事業運営を確保するため、介護保険事業者に対

する指導・監督を推進していきます。 

 

(1) 研修体制の充実 

介護サービスの質の向上を目的として、サービス提供の要となる介護支援専門員に対し

て、その資質と専門性の向上を図るため、資格の更新制度と継続的な研修が義務付けられ

ています。また、介護職員についても、能力向上・能力開発を目的とした研修制度が体系

化されています。 

高齢者の尊厳を支える適切で良質なサービスが提供されるように、金沢市医師会や金沢

市介護サービス事業者連絡会など関係機関との協働による研修等を通じてサービスの質の

向上を図ります。 

ア 介護支援専門員に対する研修 

本市では、市内の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに所属する主任介護支

援専門員について、集中的な研修により、他の介護支援専門員に対してケアマネジメン

ト支援を行う担い手へと育成してきました。 

今後、こうした主任介護支援専門員を中心に、地域の中で日常的にケアマネジメント

支援が行える体制の構築を図っていきます。 

イ 介護保険事業者、介護職員等に対する研修 

介護保険事業者、介護職員等を対象に利用者の安全と安心を確保するための研修を実

施しています。 

また、権利擁護に関する研修や、市に寄せられた苦情についての事例報告等も行って

います。 

引き続き、介護サービス事業者連絡会と連携し、全体研修や部会ごとの研修をさらに

充実させることにより、介護保険サービスの適切な運営と質の確保を図っていきます。 

ウ 金沢市地域包括支援センター職員に対する研修 

地域包括支援センターの職員は、その職種に応じた研修を積極的に受講しており、ま

た、外部講師を招いた研修会などを開催しています。 

今後は、地域包括ケアの拠点としての役割が一層重要になってくることから、センタ
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ー職員に対し、支援が必要な高齢者等への援助技術や総合的なサービス調整能力の向上

を図っていきます。 

(2) 介護保険事業者の指導監督の推進 

介護保険運営協議会の介護サービス等向上専門部会において、利用者や家族等からのサ

ービス利用に関する苦情等の内容を協議することとされているため、こうした仕組みを活

用するとともに、事業者に対し、サービスの質に関する日常的な指導を適宜行っていきま

す。 

また、介護保険事業所に対し、実地指導や集団指導を適切に実施するとともに、個別の

研修、指定後のチェック等により事業所の適正な運営の確保を図ります。 

さらに、地域包括支援センターの公平・中立かつ適正な運営の確保については、地域包

括支援センター運営協議会において、その運営状況を検証し、必要に応じ指導を行います。 

 

３ 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの推進 

要介護（支援）者に対しては、単に運動機能や栄養状態といった身体機能の改善だけを

目指すのではなく、その有する能力を最大限に発揮できるよう、「心身機能」「活動」

「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけていき、日常生活の活動を高め、家庭

や社会への参加を可能とすることが重要であることから、効果的なリハビリテーション提

供体制の構築について検討を進めていく必要があります。 

要介護（支援）者が家庭や社会に関与し、そこで役割を果たしていけるよう、介護の状

態に応じた適切なリハビリテーションの提供について居宅介護支援事業者等への周知を行

うほか、理学療法士や作業療法士を招いて介護支援専門員等を対象とした研修会等を行う

など、要介護（支援）者に対するリハビリテーションの推進に取り組みます。 

 

４ 地域包括ケアシステムにおける各介護保険サービスの役割の周知 

地域包括ケアシステムを構築していくに当たり、居宅系サービスや介護保険施設等の各

介護保険サービスが地域の中で果たしていくべき役割を、市民や介護保険事業者、医療機

関等に分かりやすく周知していきます。 
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５ 要介護者等の家族に対する支援 

要介護者等の家族が行う介護の負担を軽減して日常生活を継続できるように、家族介護

への支援や、介護離職防止の取組を推進します。 

 

(1) 家族介護への支援 

家族介護を支援するためには、介護サービスの充実や適切な休息（レスパイト）などを

通じて、介護疲労や介護負担ができる限り軽減されるようにしていくとともに、適切な介

護情報や、介護知識・技術を習得できるような機会を充実していくことが求められます。 

そのため、24 時間対応型の介護保険サービスの充実や短期入所の利用が集中する時期

における受入施設の確保、家族介護教室の開催など、家族介護を支援する取組を充実させ

ていきます。 

また、障害のある家族や高齢者の介護を行っているいわゆるヤングケアラーと呼ばれる

子供たちについては、その子供が孤立しないよう、教育委員会や関係部局が連携して必要

な支援に繋げていきます。 

(2) 介護離職防止の取組 

働きながら介護に取り組む家族等の離職を防止するため、事業所へ社会保険労務士をア

ドバイザーとして派遣し、働きやすい職場環境づくりの支援を行うほか、国の介護休業・

休暇制度の周知や、事業所が実施している好事例をホームページにおいて発信するなど、

介護離職防止の観点から、介護と仕事の両立に向けた環境の整備に取り組みます。 

 

６ 所得の低い人への配慮 

被保険者の方それぞれの状況に応じ、サービス利用料の軽減に係る高額介護サービス費

の支給制度や施設サービス等での居住費（滞在費）・食費負担額の軽減制度、保険料・サ

ービス利用料の減免制度等を適切に運用することにより、所得の低い方に配慮するととも

に、制度の周知を図っていきます。（表22） 
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■表 22 本市の介護保険料・利用料の減額制度 

区   分 国の特別対策等によるもの 市独自施策によるもの 

介護保険料の減免 
－ 

災害時による減免のほか、 

市長が特に認めた場合に減免 

サービス利用料の減免 
－ 

災害時による減免のほか、 

市長が特に認めた場合に減免 

サービス利用料の減額 

（利用料の負担緩和） 

障害のある方の「訪問介護」 

障害福祉サービスで自己負担の

なかった方が介護保険対象にな

り、自己負担が必要となった場

合の利用料を減額 

障害のある方の「訪問入浴介

護」についても同様に利用料を

減額 

要介護３～５の方が１か月の利

用限度額を超えて在宅サービス

を利用した場合に利用限度額を

超えた分の２分の１を助成 

社会福祉法人等による 

利用者負担の減額 

（介護予防含む。） 

・訪問介護 

・通所介護 

・短期入所生活介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・地域密着型通所介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・地域密着型介護老人福祉施設

入居者生活介護（小規模特別

養護老人ホーム） 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム） 

・介護予防型訪問サービス 

・介護予防型通所サービス 

 

所得の低い方が、「社会福祉法

人」の行うサービスを利用した

場合、利用料を減額 

－ 
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７ 介護給付等に要する費用の適正化の推進  

介護給付等に要する費用の適正化については、次のとおり推進していきます。   

(1) 要介護認定の適正化 

（現状） 

 要介護認定の認定調査の内容について、訪問又は書面等の審査を通じて点検するとと

もに、認定調査員研修を実施し、適切かつ公平な要介護認定の確保に向けた取組を実施

しています。 

（課題） 

 訪問調査員の判断にばらつきが生じることから、調査票の記入方法について定期的に

確認する必要があります。 

（取組） 

引き続き、認定調査票の点検に当たる職員の資質向上のため、担当職員の研修を密に

行います。また、認定調査員研修の内容の充実を図ることで、要介護認定の適正化を図

っていくとともに、全国の保険者と比較した分析等を行い、さらなる要介護認定の適正

化に向けた取組を実施していきます。（表23） 

■表 23 目標値 

 

 

 (2) ケアプランの点検 

（現状） 

国保連合会から提供される給付費の実績や認定情報等をもとに、サービスの利用につ

いて確認を要するケアプランを絞り込んで点検するなど、効果的な点検の実施に努めて

います。 

（課題） 

限られた人員、時間等の制約もありケアプラン点検数が低い数値にとどまっており、

点検数を増やしていく必要があります。 

  

項　　目
現状値

(2019年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

認定調査票点検 全件 全件 全件 全件 －

認定調査員研修 年２回 年２回 年２回 年２回 －
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（取組） 

介護支援専門員が作成したケアプランの記載内容について、事業者に資料提出を求め

又は訪問調査を行い、点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とする

サービスを確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供を改善していき

ます。このため、点検の対象とするケアプランの絞り込みなど、引き続き効果的な点検

に努めるとともに、点検数の拡充を図るための体制の見直し等についても検討していき

ます。（表24） 

■表 24 目標値 

 

 

 

 

 

(3) 住宅改修等の点検 

（現状） 

 住宅改修、福祉用具購入・貸与の点検は、工事見積書及び竣工写真の点検、介護支援

専門員への確認などを適切に行い、適正な給付に努めています。 

（課題） 

住宅改修後の訪問確認については、改修規模が大きく複雑であるものが中心であり、

訪問数を増やすとともに、効果的な訪問確認を推進していく必要があります。 

（取組） 

住宅改修の点検については、改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積

書の点検、施工後の訪問調査等を行い、適切に施工されているかを点検することにより、

受給者の身体の状態に応じた必要な住宅改修を進めていきます。 

福祉用具購入・貸与については、福祉用具利用者等に対し訪問調査等を行い、福祉用

具の必要性や利用状況等について点検することにより、受給者の身体の状態に応じた適

切な福祉用具の利用を進めていきます。（表25） 

 

 

  

項　　目
現状値

(2019年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

ケアプラン点検数 69件 70件以上 70件以上 70件以上 －
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■表 25 目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 縦覧点検・医療情報との突合 

（現状） 

 縦覧点検及び医療情報との突合は、国民健康保険団体連合会に委託することによって

年間を通じ実施されています。 

（課題） 

 縦覧点検については、事業者との過誤処理についても実施されていますが、医療情報

との突合については、限られた人員、時間等の制約もあり、全件の確認までには至って

いない状況です。 

（取組） 

縦覧点検については、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細

書内容）を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、

請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行っていきます。 

医療情報との突合については、医療担当部署とのさらなる連携体制の構築を図りつつ、

受給者の後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給

付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行い、医療保険と介護保険が重複して請

求されていないか確認していきます。（表26） 

 

 

 

 

項　　目
現状値

(2019年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

住宅改修施工前点検 全件 全件 全件 全件 －

住宅改修施工後点検 全件 全件 全件 全件 －

住宅改修施工後訪問確認 64件 65件以上 65件以上 65件以上 －

福祉用具購入の点検 全件 全件 全件 全件 －

福祉用具貸与の点検 軽度者全件 軽度者全件 軽度者全件 軽度者全件 －
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■表 26 目標値 

 

 

(5) 介護給付費通知 

（現状） 

介護給付費通知の実施については、サービスに要する費用を受給者に通知する際、対

象者を絞り込み、サービスを見直す節目となる認定の更新・変更の時期に送付すること

で、費用対効果が期待できる取組を行っています。 

（課題） 

 受給者（家族を含む。）から、通知を受け取っても内容を理解できないという問い合

わせもあるため、通知の内容を分かりやすくする等の工夫が必要です。 

（取組） 

保険者から受給者に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等につ

いて通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普及

啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認してもらうことにより、適正

な請求に向けた効果をあげていきます。このため、受給者の理解を得やすい適切な送付

時期や説明文の記載について工夫等を行い、単に通知を送付するだけではなく、効果が

期待できる実施方法について、引き続き検討していきます。（表27） 

■表 27 目標値 

 

 

 

 

項　　目
現状値

(2019年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

縦覧点検の実施月数 12月 12月 12月 12月 －

医療情報との突合の
実施月数

12月 12月 12月 12月 －

項　　目
現状値

(2019年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

介護給付費通知実施月数 12月 12月 12月 12月 －
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【関連事業等】 

●介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴介護は、浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴の

介助などを受けるサービスです。 

 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問看護は、看護師等の訪問により、医師の指示に基づき、介護予防を目的とした療養

上の世話や診療の補助を受けるサービスです。 

 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士による自宅への訪問により、医師

の指示に基づき、介護予防を目的として、リハビリテーションを受けるサービスです。また、言語

聴覚士の訪問により、言語の障害や嚥下障害等についても機能維持・向上の指導を受けることがで

きます。 

 

介護予防居宅療養管理指導 

介護予防居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士等が自宅へ訪問し、介護予防を

目的とした療養上の管理や指導を受けるサービスです。 

 

介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

介護予防通所リハビリテーションは、日帰りで介護老人保健施設、病院などの施設に通い、日常

生活の自立を目指し、心身の機能の維持回復のため、医師の指示に基づき理学療法や作業療法など

必要なリハビリテーションを受けるサービスです。これに加え、栄養改善・口腔機能向上などの指

導を受けることもできます。 

 

介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ） 

介護予防短期入所生活介護は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等に短期間入居して、

介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受け

るサービスです。 

また、短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護医療院等に短期間入居して、介護予防を目

的とした看護や医学的管理下における介護や、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を

受けるサービスです。 

 

介護予防支援 

介護予防支援は、要支援者が指定介護予防サービスや介護予防に資する保健医療サービス・福祉

サービスを適切に利用できるように、地域包括支援センターの保健師等が要支援者の依頼を受けて、

心身の状況、置かれた環境、本人・家族の希望等を踏まえ、利用する指定介護予防サービス等の種

類・内容、担当者等を定めたケアプラン（介護予防サービス計画）を作成するとともに、その計画

に基づくサービス提供が確保されるように事業者等との連絡調整等を行うサービスです。 

 

●居宅サービス 

訪問介護（ホームヘルプサービス） 

訪問介護は、介護を必要とする方の自宅へホームヘルパーが訪問し、主に食事介助、排せつ、入

浴の世話などの身体介護を受けるサービスです。その他に利用者自身の食事づくりや掃除など、日

常生活の援助を受けることもできます。 
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訪問入浴介護 

訪問入浴介護は、浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問し、外出が困難で寝たきりの方などが入浴の

介護を受けるサービスです。 

 

訪問看護 

訪問看護は、看護師等の訪問により、自宅で療養している方が医師の指示に基づく療養上の世話

や診療の補助を受けるサービスです。 

 

訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士による自宅への訪問により、介護を必要と

する方が日常生活の自立を目指し、心身の機能維持・向上のため医師の指示に基づき必要なリハビ

リテーションを受けるサービスです。また、言語聴覚士の訪問により、言語の障害や嚥下障害等に

ついても機能維持・向上の指導を受けることができます。 

 

居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士等が自宅へ訪問し、療養上の管理や指導

を受けるサービスです。 

 

通所介護（デイサービス） 

通所介護は、日帰りでデイサービスセンターに通い、入浴、食事の提供、その他の日常生活上の

世話や機能訓練に加え、栄養改善・口腔機能向上などの指導を受けることができるサービスです。

利用者の閉じこもり防止や心身の機能維持の場であるとともに、介護家族の負担軽減や心身のリフ

レッシュの機会にもなります。 

 

通所リハビリテーション（デイケア） 

通所リハビリテーションは、日帰りで介護老人保健施設、病院などの施設に通い、日常生活の自

立を目指し、心身の機能の維持回復のため、医師の指示に基づき理学療法や作業療法など必要なリ

ハビリテーションを受けるサービスです。これに加え、栄養改善・口腔機能向上などの指導を受け

ることもできます。 

 

短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ) 

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等に短期間入居して、入浴、排

せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

また、短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護医療院等に短期間入居して、看護や医学的

管理下における介護や、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービスです。 

 

  居宅介護支援 

居宅介護支援は、要介護状態の方の能力に応じて自立した生活を営む事ができるよう、介護支援

専門員が利用者の希望や心身の状況・家庭環境等を考慮してケアプラン（居宅サービス計画）を作

成し、計画に基づき自立を支援するためのサービスが受けられるよう介護保険事業者等との連絡調

整を行うものです。また、施設入居が必要な方に対して、施設の紹介等も行います。 

 

  



第５章 施策目標に対する具体的取組 

 

63 

●地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支える

ため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、

定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。（図18） 

■図 18 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護は、ホームヘルパーが介護を必要とする方の自宅へ、夜間における定期的な

巡回又は通報によって訪問し、排せつ介助や日常生活上の緊急対応等の介助又は夜間の見守りなど

の援助を行うサービスです。 

 

地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護は、定員 18 人以下のデイサービスセンターに日帰りで通い、入浴、食事の

提供、その他の日常生活上の世話や機能訓練などを受ける、地域に根ざした小規模なデイサービス

です。 

 

（介護予防）認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス） 

（介護予防）認知症対応型通所介護は、支援や介護の必要な認知症の方が、日帰りでデイサービ

スセンターに通い、入浴、食事の提供、その他の日常生活上の世話や機能訓練などを受けることの

できるサービスです。 
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（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護は、支援や介護の必要な方が、日帰りでの通い、あるいは

利用者の状態や希望に応じて、随時、訪問や泊まりを組み合わせ、入浴、食事の提供、その他の日

常生活上の世話や機能訓練などを受けることのできるサービスです。（図19） 

■図 19 小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

看護小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護が組み合わされたサービス

です。看護と介護サービスの一体的な提供により、日常生活上必要な医療・看護ニーズや緊急時の

対応を含め、柔軟なサービス提供が可能であり、地域密着型サービスとして、なじみの看護、介護

職員によるサービス提供が行われます。（図20） 

■図 20 看護小規模多機能型居宅介護 
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２ 在宅医療の提供体制の充実と市民への普及啓発 

高齢化が進展する中、日常生活に介助や介護が必要な状態になっても、できる限り住み

慣れた家庭や地域で療養しながら、自分らしい暮らしを続けるためには、医療資源等の現

状や地域の特性を踏まえた在宅医療の提供体制を整備することが重要です。 

また、在宅医療を利用する患者やその家族に対し、在宅医療に関する理解を深めるため

の普及啓発等も必要となってきます。 

そのため、石川県医療計画との整合を図りながら、地域包括ケアシステムの重要な構成

要素である在宅医療の提供体制の充実や市民向けの普及啓発事業に取り組んでいきます。 

 

１ 在宅医療を提供する体制の拡充 

在宅医療の推進に当たっては、高齢化に伴う在宅医療の需要の増加が見込まれることや、

医師の働き方改革を見据えた体制整備が必要であるため、在宅医療を実施する医師を確保

するとともに、在宅医療を実施する医師等への支援体制の拡充について検討していきます。 

  

 (1) 在宅医療を実施する医師の確保 

在宅医療に取り組む医師の育成のため、金沢市医師会や金沢市在宅医療・介護連携支援

センター（※）と連携し、在宅医療の様々な症例と対応を、医師やその他専門職に座学や

実地研修により紹介する、実践的な研修を行っていきます。 

(2) 在宅医療を実施する医師等への支援体制の拡充 

主治医・副主治医制や 24 時間対応の訪問看護ステーションとの連携体制、ＩＣＴの活

用、在宅医療を支える多職種の連携による患者支援体制など、在宅医療を実施する医師や

地域医療を支える地域のかかりつけ医の負担を軽減する体制を金沢市医師会と共に検討し

ていきます。 

 

 

  

※金沢市在宅医療・介護連携支援センター：医療と介護の連携に関する情報提供や各種研修会の開催、

相談支援を目的として、2017 年（平成 29 年）10 月に開設。２名の看護師資格をもつコーディネー

ターが医療や介護の関係者からの相談に応じるほか、多職種連携推進のための研修会の開催など、

様々な取組を行っている。 

 



第５章 施策目標に対する具体的取組 

 

66 

２ 医療的ニーズのある在宅療養高齢者の状態急変時等の受入れ体制の

拡充 

在宅療養高齢者やその家族が安心して療養生活を送れるよう、状態急変時において、介

護従事者等の迅速な対応や、かかりつけ医が必要と判断した際のスムーズな病院への受け

入れができるよう、体制を拡充していきます。 

 (1) 利用者の状態急変時に係る介護従事者の対応力の強化 

介護サービス提供時に利用者の状態が急変した場合の初期対応について、金沢市医師会、

金沢市介護サービス事業者連絡会等と連携し、介護従事者に対する研修等を実施していき

ます。 

 (2) 在宅療養高齢者の状態急変時等の後方支援体制 

かかりつけ医が緊急時に入院が必要と判断したとき、在宅療養支援病院（※）及び在宅

療養後方支援病院（※）との連携により 24 時間体制で受け入れを行うことができる体制

を推進していきます。 

 

 

 

 

 

３ 市民の在宅医療に関する理解を深めるための環境づくり 

在宅医療提供体制の整備と平行して、在宅医療連携グループ（※）や金沢市医師会等と

連携して、市民へ在宅医療の普及啓発を行っていきます。具体的には、在宅医療における

日常の療養支援を担うかかりつけ医の重要性や、人生の最終段階における意思決定などに

ついて、市民への普及啓発を推進していきます。 

(1) 在宅医療に関する普及啓発 

日常的な診療や健康管理、在宅療養時の訪問診療等を行うとともに、人生の最終段階

における意思決定を相談できる「かかりつけ医」、口腔ケアを行う「かかりつけ歯科医」

や服薬情報の一元管理等を行う「かかりつけ薬剤師」を持つことについて、金沢市医師

会、金沢市歯科医師会、金沢市薬剤師会や在宅医療連携グループ等と連携し、市民に対

しての普及啓発活動を行っていきます。 

  

※在宅療養支援病院：在宅療養患者への 24 時間対応体制や在宅療養患者のための緊急入院病床などを

備えている。200床未満の病院で届出が必要。 

※在宅療養後方支援病院：在宅療養患者の状態急変時に 24 時間対応し、入院を受け入れる病院。かか

りつけ医を通してあらかじめ在宅療養後方支援病院への届出が必要。 
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(2) 人生の最終段階における意思決定に関する普及啓発 

人生の最終段階における意思決定について、自身の考えを家族や近しい人、医療やケ

アの担当者などとあらかじめ話し合い、共有するＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニ

ング）について、市民に対する普及啓発活動を行っていきます。 

(3) 地域出前講座や市民公開講座を活用した普及啓発  

市民が、退院後の在宅での療養や看取り等について具体的なイメージを持ち、「自宅で

療養する」ことを選択肢とすることができるよう、金沢市在宅医療・介護連携支援センタ

ー、金沢市医師会等職能団体、在宅医療連携グループ等と連携して、地域出前講座・市民

公開講座の開催やパンフレット・動画配信等により幅広い普及活動を行っていきます。ま

た、市民団体・各種グループからの要望に応じて在宅医療に関する金沢かがやき発信講座

（※）を開催していきます。 

 

 

 

 

４ 災害時・感染症対策の充実 

近年、日本各地で様々な自然災害が発生していることに加え、感染症の拡大などの様々な問

題に対応するため、関係機関と連携し、在宅医療提供体制の整備・充実を図っていきます。 

  (1) 災害時対応における情報共有体制の強化 

災害時に備え、どのような情報の収集が必要であるかや、医療機関等と情報共有すべき内容

や方法についてなど、災害時における情報共有体制のあり方の検討を行っていきます。 

(2) 災害時対応の充実  

「金沢市災害時医療救護活動マニュアル」（※）運用のため、関係機関とのネットワー

クづくりを図るとともに、在宅医療災害時対応研修等による医療・介護従事者の対応力強

化を図っていきます。 

(3) 感染症対応の充実  

様々な感染症への対策について、石川県と連携した在宅医療提供体制の維持確保を図っ

ていきます。また、市民に向けて感染症対策の実施状況を発信するなど、安心して在宅医

療を受けられる環境であることを周知していきます。 

 

  

※金沢市災害時医療救護活動マニュアル：金沢市において広域な自然災害等が発生した場合に、金沢市

及び金沢市医師会等の関係機関と、迅速かつ円滑に医療救護活動が実施できるよう必要な事項を取

りまとめたマニュアル。 

※在宅医療連携グループ：(令和３年）３月現在、市内においては、４つのグループがあり、在宅医療

の推進に向けた多職種参加のワークショップ、市民向け講座等が定期的に開催されている。 

※金沢かがやき発信講座：地域、職場、サークル、グループ等の研修会や会合に金沢市職員が直接訪問

し、金沢のまちの魅力やまちづくりを紹介する講座。全体で約 100種類のテーマがある。 
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３ 在宅医療・介護の連携の推進 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、地域における医療・介護の関係機

関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要です。そのため、

「金沢市在宅医療・介護連携支援センター」が中心となって、医療・介護関係者の連携に関

する相談対応や多職種研修会の開催等による「顔の見える関係」づくりを推進するとともに、

多職種連携を支える情報共有の推進に取り組んでいきます。 

 

１ 医療・介護関係者における多職種連携の推進 

金沢市在宅医療・介護連携推進協議会による連携推進に向けた取組の検討、金沢市在宅

医療・介護連携支援センターによる医療・介護の連携に関する相談支援や、医療・介護関

係者を対象とした多職種研修や事例検討会などの活動を通した「顔の見える関係」づくり

を行いながら多職種連携を一層推進していきます。 

また、入退院支援・日常の療養支援等、様々な場面ごとの連携体制を検討し、切れ目の

ない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築を進めていきます。 

(1) 金沢市在宅医療・介護連携推進協議会 

医療・介護関係者が参画する「金沢市在宅医療・介護連携推進協議会」により、切れ

目のない医療と介護の提供体制構築に向けた具体的な取組の検討や、施策の実施状況の

評価・提案を行っていきます。 

(2) 金沢市在宅医療・介護連携支援センターによる連携の調整及び相談支援 

医療・介護関係者からの連携に関する相談に対し、当該センターのコーディネーター

が助言や情報提供を行うことにより、在宅医療移行時の課題について円滑な連携を実現

していきます。また、同センターに併設された金沢栄養ケアセンター(※)と連携した栄

養支援事業等を通じて、相談支援の充実を図っていきます。 

(3) 事例検討会や研修を通した「顔の見える関係」づくり 

金沢市在宅医療・介護連携支援センターや在宅医療連携グループが中心となって、金

沢市医師会等の職能団体や地域包括支援センター等と連携し、地域における医療・介護

に従事する多職種の継続的な「顔の見える関係」づくりを推進することで、医療・介護

関係者間の連携推進や情報共有につなげていきます。 

また、入退院支援・日常の療養支援・急変時の対応・看取り等、様々な場面ごとの連

携体制を検討し、切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築を進めていき

ます。 
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 (4) 医療・介護の職能団体との連携推進 

在宅医療を推進していく上でかかせない在宅療養患者への口腔ケア、服薬情報の一元

管理や栄養指導等について、金沢市歯科医師会、金沢市薬剤師会、石川県栄養士会、石

川県介護支援専門員協会、石川県ホームヘルパー協議会等の職能団体と協力し、多職種

連携の推進を図っていきます。また、多職種間の連携を推進するために、各職能団体同

士の横の繋がりについても、強化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

２ 多職種連携を支える情報共有の推進と連携の仕組みづくり 

多職種連携を支えるため、ＩＣＴを活用した情報共有システムの推進や地域の医療機関

や介護サービス事業所に関する情報の集約、入退院時の医療と介護の連携のための仕組み

づくりや情報共有方法の検討を行っていきます。 

 

(1) ＩＣＴを活用した情報共有システムの推進 

ＩＣＴを活用した情報共有システムを利用することにより、在宅療養患者の日々の症

状や各職種が行った処置内容、他の職種へ向けた連絡事項など、様々な情報共有が多職

種間で可能となるため、医療・介護関係者向けの体験会や研修会を実施し、活用を推進

していきます。また、現在の社会情勢や働き方改革を見据え、web会議やオンライン研

修などの活用についても検討していきます。 

(2) 「入退院時の医療・介護連携指針」(※)の活用 

平成 30 年度に作成した、入退院時における連携の際の注意点やマナーをまとめた

「入退院時の医療・介護連携指針」について、内容の見直しや活用方法の検討を行い、

入退院時の連携強化を図ります。 

(3) 高齢者を支える社会資源情報の周知 

金沢市在宅医療・介護連携支援センターのコーディネーターが各医療機関や介護サー

ビス事業所等を訪問し、地域の医療・介護資源の把握に努めているほか、各々の機関で

公開している地域資源情報を支援センターのホームページにリンクする形でまとめたポ

ータルサイトを運営していきます。 

  

  

※金沢栄養ケアセンター：地域及び医療機関等に対して栄養支援を行う拠点として、令和元年 10月１ 

日に開設。医療機関における栄養食事指導や、公民館における栄養教室等へ管理栄養士を紹介する

ほか、栄養支援に関する研修会の開催などの取組を行っている。 

※入退院時の医療・介護連携指針：平成 30 年度に金沢市在宅医療・介護連携支援センターで作成し

た、入退院時における医療と介護の連携の際の注意点やマナーをまとめた指針。また、各病院の

連携窓口をまとめた一覧表なども併せて掲載している。 
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４ 介護職員の人材確保・養成及び業務効率化の取組 

石川県長寿社会プラン２０２１においては、「団塊の世代」が後期高齢者となる 2025

年に県内で必要となる介護職員数を、約23,000人と見込んでいます。本市においても、

2025 年及び 2040 年を見据えて、国や県と連携しながら、新規介護人材の確保及び定

着支援を両輪で進め、介護の仕事の魅力の向上、多様な人材の確保・養成、労働環境の改

善等の取組を推進していくことが重要です。 

そのため、介護現場のイメージを刷新するため、介護の魅力を発信する取組や、多様な

人材の参入促進に向け、学卒就業者や他分野等からの就業促進に対する支援を行っていき

ます。 

また、介護人材の養成については、介護サービス事業所における職員育成の環境を改善

し、介護サービスの質の向上と介護職員の離職防止を図ります。 

業務の効率化の観点からは、介護分野の文書に係る負担軽減のため、申請様式・添付書

類や手続きの簡素化を進めていきます。 

 

１ 介護職員の定着促進に向けた魅力ある働きやすい職場環境の整備 

介護職員の定着に向けては、介護現場が、地域における介護ニーズに応え、介護人材が

利用者や家族からも感謝され、やりがいをもって働き続けることのできる環境づくりを進

めることが必要です。そのため、新規採用職員の育成支援に加え、将来中核となる職員の

育成も支援できるよう、介護職員のキャリアアップに対する支援等を拡充し、介護サービ

スの質の向上、職員の離職防止に繋げていきます。 

 

(1) 介護職員に対する情報提供の場や相談窓口の提供 

介護職員の定着を目的として、情報交換の場を提供している「ケアワーカーカフェ」

について、参加者を増やすため、テーマの設定・周知方法等の見直しやＳＮＳの活用、

リモート開催などニーズに応じた参加しやすい場となるように取り組んでいきます。   

また、引き続き社会福祉士による電話相談や、社会保険労務士等による専門相談を実

施していきます。（表 28） 

■表 28 目標値 

 

  
項　　目

現状値
(2019年度)

2021年度 2022年度 2023年度 備考

ケアワーカーカフェ
（参加者数／回）

5.2人 6人以上 6人以上 6人以上 －
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(2) 介護サービス事業所の職場環境整備に対する支援 

介護職員の早期離職を防止し、定着を進めるため、介護サービス事業所が、新規に採

用した職員や中核職員等を育成するために外部講師を招聘して実施する研修や、資格取

得等のために要する研修の受講料の助成など、介護職員のキャリアアップへの取組に対

し支援し、魅力ある働きやすい職場環境の整備を進めていきます。 

 

２ 多様な人材の参入促進に向けた介護現場の魅力ＰＲと支援 

介護職については、職場の労働環境を改善するとともに、利用者とのふれあいを通したや

りがいのある仕事であることを周知し、介護職場のイメージアップを図ることが重要です。 

介護職の魅力を発信するためのイベントの開催や情報発信等を通じて、幅広く市民に対し

て介護職の魅力を発信していきます。 

  また、県外で資格を取得した学卒就業者の確保や他分野からの就業促進を図るため、新規

就職のための支援等を検討します。 

 

(1) 介護現場のイメージを刷新するための周知広報 

介護職を目指す学生等をはじめ、地域住民など多くの市民を対象に、若手職員の意見

を取り入れながら、介護職のやりがいや職場環境などの魅力を発信するイベントの開催

や SNS等を活用した情報発信等を実施していきます。 

(2) 学卒就業者や他分野等からの就業促進に対する支援 

不足する介護人材確保のため、介護事業者が、県外の学校を卒業した者や県外在住の

有資格者を雇用する際に支給した転居費用や就職準備費用等に対して支援を行うなど、

介護職員のＵＪＩターンを促進します。 

(3) 業務効率化に向けた取組 

   介護分野において、本市と介護サービス事業者の間でやり取りされている文書に関す

る負担軽減のために、様式例の見直し、添付文書の標準例作成等、更なる簡素化に取り

組んでいきます。 

 

３ 関係機関等と連携した取組の推進 

石川労働局及び介護労働安定センターと連携した研修又は介護サービス事業者への実地

指導等を通じて、職員の処遇改善など労働環境の改善を支援し、人材の確保を図っていき

ます。 

    また、2015年（平成27年）３月、「いしかわ介護・福祉人材確保対策推進協議会」

において、石川県が2025年に向けた「石川県介護・福祉人材確保・養成基本計画」を

策定しました。この計画の取組について、石川県と密に連携し、協力していきます。 
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５ 災害や感染症に対する備え 

介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生

活を支えるために必要不可欠なものであり、火災、水害、地震などの災害や、新型コロナウ

イルス等の感染症による介護サービス提供体制に対する影響については、これをできる限り

小さくしていくことが重要です。 

そのため、利用者の安全・安心のために介護施設等が実施する防災・減災対策や、感染防

止に係る取組について支援を行っていきます。 

また、県や本市の福祉部門・保健部門の連携のもと、介護施設等において、感染者が発生

した場合においても、その他の利用者が必要なサービスを継続して受けることができるよう

な体制を整えていきます。 

 

１ 介護施設等における防災・減災対策の推進 

介護施設等には、災害発生時等に自力で避難することが困難な方が多く入所しているた

め、防災・減災対策を推進していく必要があります。 

そのため、施設等が実施するスプリンクラー設備等の整備、非常用自家発電・給水設備

の整備、耐震化改修及び倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修など防災・減災の取組に

対し支援します。 

また、水害や土砂災害への対策として、介護施設等が作成する「避難確保計画」や「避

難訓練マニュアル」の作成支援のため、ひな形等をホームページで掲載するとともに、実

地指導において、「施設防災計画」の策定状況や計画に基づいた体制整備等について確

認・指導を行っていきます。 

 

２ 介護施設等における感染症対策の推進 

介護サービスの利用者は感染症に対する抵抗力が弱く、また介護施設等で感染症が一旦

発生すると集団感染となることも多いため、介護現場における感染症対策の推進を図って

いきます。 

 

(1) 感染拡大防止のための施設整備に対する支援 

事業継続が必要な介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に

分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個

室化の支援を行っていきます。 
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(2) 事業所が実施する感染防止対策に対する支援 

感染症対策に必要な衛生用品等の物資を確保し、介護施設等が感染症対策を徹底し

つつ介護サービスを継続的に提供できるよう支援していきます。 

(3) 感染症対策の専門家による実地研修やセミナー等の開催 

介護サービスに従事する職員が標準感染予防策と感染症発生時の備えを理解し実施

できるよう、感染症の専門家（医師や感染管理認定看護師）による講義や手洗い、防

護具の着脱演習等を開催していきます。 

 

３ 介護施設等における感染拡大時の支援 

介護施設等は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が、集団で生活する場のため、介

護施設等は感染が広がりやすい状況にあります。感染症発生時には、集団生活における感

染の被害を最小限に留めるため、迅速に適切な対応を図っていきます。 

 

(1) 感染症クラスター発生時の県や庁内の福祉部門・保健部門の連携 

介護施設で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生しても、利用者が継続し

てサービスを受けることのできるよう、職員が入院又は自宅待機等で不足する場合に

備え、石川県、各施設・団体と連携し、応援職員の派遣調整等を行っていきます。ま

た、介護施設等で新型コロナウイルス感染症のクラスター発生時に当たっては、庁内

関係部局の連携を密にし、情報共有や適切な対応を図っていきます。 

(2) サービスの継続に対する支援 

利用者又は職員に感染者が発生した介護施設等が、関係者との連携のもと、必要な

介護サービスを継続して提供できるよう県と連携して支援していきます。 

 

４ 災害発生時の高齢者支援体制の整備 

 

〔再掲 Ｐ86 ３（２）災害発生時の高齢者支援体制の整備〕 

 

５ 在宅医療の提供体制における災害時・感染症対応の充実 

 

〔再掲 Ｐ66 ４ 災害時・感染症対策の充実〕 
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第３節  生活支援・介護予防の提供体制の充実 

 

高齢者の生活を地域で支えていくためには、医療・介護のみならず、日常生活上の課題

に対する生活支援や、健康づくりによる介護予防などが地域で提供されることが必要です。 

これらの提供に当たっては、公的サービスに加えて、日常生活の場から比較的近い場所

で、コミュニティやボランティア、ＮＰＯなどの地域に根ざした多様な主体による「共助」

の力が不可欠です。 

要支援認定者及び要支援状態に相当する比較的軽度な方を支えるため、本市では 2017

年（平成 29 年）から介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を開始しました。高

齢者の介護予防を進める制度として、利用の状況を的確に把握しながら、必要に応じてサ

ービスの拡充を図っていきます。 

一方で、高齢者が日常生活の中で抱える課題や困難さに対応し、要介護状態になること

を予防するには、介護保険のような公的サービスだけでなく、地域主体による生活支援や

介護予防の推進に努めていく必要があります。引き続き、こうしたサービスについても、

地域の実態を踏まえながら、充実を図っていきます。 

また、こうした地域主体の支援体制を構築するため、生活支援コーディネーター（80

ページ参照）を配置し、高齢者が自立した生活を継続できる地域づくりを進め、生活支

援・介護予防に一体的に取り組んでいきます。 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の目的 

総合事業は、要支援認定者及び要支援状態に相当する比較的軽度な方を支える制度と

して、ＮＰＯ、ボランティア、地域団体、住民等の多様な主体により様々なサービスを

充実させることで地域の支え合いの体制づくりを推進し、効果的かつ効率的な支援等を

可能とすることを目指す制度として、2014 年（平成 26 年）の介護保険法の改正によ

り新たに創設されました。 

本市では、2017 年（平成 29 年）４月から総合事業を導入し、従前の介護予防訪問

介護及び介護予防通所介護に相当する介護予防型サービスに加えて、生活支援に特化し、

利用者負担の軽減を図るサービスとして従前のサービスの基準を緩和した基準緩和型サ

ービスを実施しているほか、栄養改善や運動機能、口腔機能向上のための短期集中型サ

ービスや、全ての 65 歳以上の高齢者を対象とした一般介護予防事業を実施しています。

（図2１） 

総合事業のサービス提供に当たっては、引き続き、サービス利用実績等の動向や利用

者のニーズを的確に把握しながら、研修等を通じて、提供体制の拡充やサービスの質の

向上を図っていきます。 
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■図 21 介護予防・日常生活支援総合事業の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の内容及び対象者 

総合事業は、要支援認定者等に対して多様な支援を行う「介護予防・生活支援サービ

ス事業」と、全ての高齢者を対象として運動器の機能向上教室等の介護予防を行う「一

般介護予防事業」から構成されています。 

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、「要支援認定者」と「事業対象者」で

す。また、一般介護予防事業の対象者は、「全ての 65歳以上の高齢者」です。 

（図2２） 

■図 22 介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ 
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(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の見込量 

総合事業の見込量は、次のとおりです。（表29） 

■表 29 介護予防・日常生活支援総合事業の見込量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【介護予防・生活支援サービス事業】 

【介護予防・生活支援サービス事業】                              単位：人 

2019年度
実績

2020年度
見込み

2021年度 2022年度 2023年度

38,540 7,196 28,533 29,133 30,073

10,361 2,234 8,574 8,574 8,574

区　　　分

地域介護予防活動支援事業
（ボランティアの養成等）

介護予防普及啓発事業
（教室・講演会等）

2019年度
実績

2020年度
見込み

2021年度 2022年度 2023年度

訪問サービス(人/月) 482 478 498 506 520

通所サービス(人/月) 1,749 1,659 1,812 1,841 1,892

訪問サービス(人/月) 875 824 834 847 870

通所サービス(人/月) 1,888 1,830 2,040 2,073 2,130

運動器機能向上
（通所サービス）

150 138 150 155 158

口腔機能向上
（通所サービス）

7 3 9 73 75

栄養改善
（訪問サービス）

13 3 13 13 14

3,024 2,916 3,121 3,176 3,263

区　　　分

介
護
予
防
型

基
準
緩
和
型

短
期
集
中
型

介護予防ケアマネジメント
（人/月）
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ア 介護予防・生活支援サービス事業 

(ｱ) 介護予防型訪問サービス 

   ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護（食事や入浴等の介助）や生活援助

（掃除、調理等）を提供することで、日常生活上の支援を行うサービスです。

（従前の介護予防訪問介護に相当するサービスです。） 

(ｲ) 介護予防型通所サービス 

通所介護施設で、入浴、排泄、食事などの日常生活上の支援などを受けるサー

ビスです。（従前の介護予防通所介護に相当するサービスです。） 

(ｳ) 基準緩和型訪問サービス 

ホームヘルパーやかなざわケアサポーター（市が指定する研修の修了者）が自

宅を訪問し、生活援助等（掃除、調理等）を提供することで、自立に向けた支援

を行うサービスです。 

(ｴ) 基準緩和型通所サービス 

通所介護施設で、生活機能向上のための体操やレクリエーションなどに取り組

むサービスです。 

(ｵ) 短期集中型通所サービス（運動器機能向上） 

   介護事業所等で、生活機能向上の筋力アップに取り組むサービスです。 

(ｶ) 短期集中型通所サービス（口腔機能向上） 

  歯科医院に通い、お口の筋力アップなどに取り組むサービスです。 

(ｷ) 短期集中型訪問サービス（栄養改善） 

   管理栄養士が自宅に訪問し、栄養相談・栄養指導を行うサービスです。 

(ｸ) 介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センターにおいて、要支援認定者及び要支援状態に相当する比較

的軽度な方に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況

や置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防・生活

支援サービス事業のほか、一般介護予防事業、インフォーマルサービスを含めた

適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行っていきま

す。 
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イ 一般介護予防事業 

一般介護予防事業（フレイル（※）予防等）は、本市が行う事業と地域の共助、

民間サービスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分

け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、

参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、

地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進

し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指

すことを目的としています。（表30） 

この事業は、表 31 のとおり、「介護予防把握事業」、「介護予防普及啓発事

業」、「地域介護予防活動支援事業」、「一般介護予防事業評価事業」及び「地域

リハビリテーション活動支援事業」から構成されます。 

 

■表 30 目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※フレイル：年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が低下して、要介護状態に近づくこと 
※ロコモティブシンドローム（運動器症候群）：運動器といわれる骨・関節・筋肉、神経などの働き

が衰えたり、障害されることによって、介護が必要な状態になったり、介護が必要となる可能性

が高い状態 

項　　目 現状値 2021年度 2022年度 2023年度 備考

ロコモティブシンドローム
(運動器症候群)(※)を認知
している人の割合の増加

41.6%
(2016年度)

増加 増加 80%
「金沢健康プラ

ン２０１８」の
目標値に準じる

低栄養傾向高齢者の割合の
減少

18.5%
(2019年度)

減少 減少 減少
「金沢健康プラ
ン２０１８」の

目標値に準じる

80歳で20歯以上の自分の歯
を有する人の割合の増加

27.1%
(2016年度)

増加 増加 50%
「金沢健康プラ

ン２０１８」の

目標値に準じる

いきいきシニア介護支援
ボランティアポイント事業
の登録者数

123人
(2019年度)

123人 123人 123人 －
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■表 31 一般介護予防事業 

事 業 内 容 

介護予防把握事業 

訪問活動をしている地域包括支援センターの職員や福

祉健康センターの保健師等が、地域の関係団体等やか

かりつけ医と連携することにより、閉じこもり等の何

らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな

げる。 

介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する普及啓発のため、パンフレット等の

作成・配布を行うとともに、運動器の機能向上、栄養

改善、口腔機能の向上、認知症予防、フレイル予防な

どの各種教室や講演会を開催する。 

地域介護予防活動支援事業 

地域支援 

地域主体の介護予防活動を促進するため、地域におけ

る運動普及推進員（※）の養成など、市民全体で介護

予防活動に取り組むための人材育成・活動支援を行

う。 

ボランティア 

ポイント事業 

高齢者がボランティア活動に携わることを通して、地

域における生活支援や健康づくりの担い手となること

を促進し、併せて、自らの「役割」や「居場所」を実

感しながら、健康でいきいきと生活できる環境づくり

を推進する。 

一般介護予防事業評価事業 
介護事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、

一般介護予防事業の評価を行う。 

地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を強化するため、地域ケ

ア会議の開催や住民運営の通いの場等へのリハビリテ

ーション専門職等による助言等を実施する。 

 

 

 

 

  

※運動普及推進員：地域の健康づくりの普及・啓発を行う運動ボランティアで、運動普及推進員養

成講座を受講して推進員となる。 
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２ 生活支援・介護予防の提供体制の充実 

単身世帯等の増加に伴い、日常生活において何らかの支援を必要とする高齢者の増加が

見込まれます。また、社会から孤立し、生活行為や心身の健康維持ができなくなっている

高齢者に対する見守りや安否確認のニーズも増加してくると考えられます。 

こうした地域課題に対応するための生活支援を充実させるとともに、高齢者が安心して

暮らせる生活環境の整備や高齢者の人権尊重及び権利擁護に取り組んでいきます。 

 

１ 地域における生活支援等サービスの提供体制の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療、介護のサービス提供のみならず、ＮＰ

Ｏ、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、老人クラブ、商店街、民生委

員等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加

の推進を一体的に図っていくことが必要です。そのため、生活支援・介護予防の提供体

制の基盤整備に向けた取組を行っていきます。 

  (1) 生活支援コーディネーターの配置 

 生活支援コーディネーターは地域の人材及び企業・ＮＰＯ等の諸団体などを把握す

るとともに、既存の取組・組織等も活用しながら、関係者のネットワーク化、地域の

支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施すること

により、地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を

推進していきます。 

 本市においては、2018年（平成30年）に生活支援コーディネーターを全市域及

び日常生活圏域に配置し、地域における資源開発や担い手の養成、サービス提供主体

とのネットワークの構築に取り組んでいます。 

  (2) 協議体の設置 

「定期的な情報の共有・連携強化の場」となる協議体を設置し、多様な主体間の情

報共有及び連携・協働による体制整備を推進していきます。 

本市においては、市域全体の生活支援サービスの開発など比較的広域で検討すべき

テーマについて具体的な検討をする場（第１層協議体）として介護予防・生活支援専

門部会を位置付けました。 

また、地域住民の活動を知り、地域で必要な取組を提案し、自分たちでできること

を話し合う場（第２層協議体）としてブロック別地区社協・民児協会議を位置付けま

した。 
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 ２ 地域課題に対応するための生活支援の充実 

高齢者が日常生活の中で直面する困りごとは、「買物」、「散歩・外出」、「ごみ出

し」など、介護保険のような公的サービスではカバーしにくいものが多くなると予想さ

れることから、これらの多様な支援ニーズに対応するため、地域の中で、住民、ボラン

ティア、民間企業等の多様な主体により高齢者の生活支援を行っていきます。 

また、地域における高齢者の見守りや安否確認の体制も充実させていきます。 

(1) 在宅生活支援サービスの利用拡大 

本市では、配食サービスやガス漏れ警報器等の支給などの在宅生活に関するサービ

ス、また、住宅改修の助成やメルシーキャブサービスなどの「生活の質」を高めるサ

ービスなどを実施しています。（表32） 

高齢化の進展に伴い、高齢者のみの世帯や寝たきり又は認知症の高齢者を介護する

世帯の数は、今後さらに増加していくことが見込まれます。そのため、介護保険サー

ビスではカバーしきれない部分に対し、きめ細かく支援していく在宅生活支援サービ

スの向上に取り組んでいきます。 

■表 32 在宅生活支援サービス一覧 

地域支援事業（任意事業） その他の在宅生活支援事業 

・配食サービス 

・紙おむつの支給 

・シルバーハウジング生活援助員派遣 

 

・ガス漏れ警報器・自動消火器・電磁調理器の

支給 

・理髪・美容カットサービス 

・寝具乾燥・消毒サービス 

・介護手当金の支給 

・住宅改修助成 

・メルシーキャブサービス 

（※サービスの内容については 91ページを参照） 
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第８期計画における在宅生活支援事業の見込量は、次のとおりです。（表33） 

■表 33 在宅生活支援事業の見込量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度
実績

2020年度
見込み

2021年度 2022年度 2023年度

実利用者数 （人/月） 981 982 983 984 985

サービス利用量 （回／年） 249,823 250,162 250,332 250,586 250,841

紙おむつ
の支給

実利用者数 （人/月） 218 221 224 227 230

実利用者数 （人/月） 91 87 90 93 96

サービス利用量 （回／年） 153 119 124 129 134

実利用者数 （人/月） 189 243 246 249 252

サービス利用量 （回／年） 636 691 701 711 721

そ
の
他
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(2)「地域支え合いネットワーク」を含めた連携体制の推進 

「地域支え合いネットワーク」（※）などを活用し、地域における生活支援の担い

手と健康づくりの担い手とが相互の活動内容を共有し、地域の中で協働する連携体制

を推進していきます。 

(3) 多様な主体が地域課題を共有できる仕組みづくり 

地域における生活支援や健康づくりの担い手などの高齢者を支える多様な主体が、

地域課題を把握し、その活動に反映していくため、協議体や地域ケア会議を活用する

など、生活支援コーディネーターを中心に地域課題を共有できる仕組みづくりを推進

していきます。 

(4) 地域の見守り体制の充実 

本市では、民生委員と高齢者の見守り活動等に理解のある地域の方（まちぐるみ福

祉活動推進員）で「まちぐるみ福祉活動推進チーム」を組織し、地域包括支援センタ

ー等と連携をとりながら「まちぐるみ福祉活動」として、要支援者の実態把握、高齢

者宅の定期訪問や声かけ、福祉サービスの情報提供などの地域の見守りを行っていま

す。（図2３） 

しかし、その担い手の確保や、急速な高齢化による見守り対象者の増加という課題

が指摘されていることから、その解決に向けた取組等を実施し、地域の見守り体制の

充実を図っていきます。 

また、1 人暮らしの高齢者等の安全・安心を確保するため、看護師等がコールセン

ターにおいて、24時間対応する高齢者の見守りサービスを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  
※地域支え合いネットワーク：地域において、支援を必要とする人を把握し、その人のニーズに応じ

て適切なサービスをつなぐ仕組みとして「金沢市地域福祉計画 2013」に位置付けられたもの 
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■図 23 まちぐるみ福祉活動を支えるネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア まちぐるみ福祉活動推進員に対する研修等の充実 

まちぐるみ福祉活動推進員に対する研修及び指導・助言を充実させ、さらにきめ

細やかな支援が提供できるよう、引き続き支援体制の充実を図っていきます。 

イ 「まちぐるみ福祉活動」の担い手の確保 

地域の元気な高齢者を対象として、地域住民同士のつながりや高齢者の見守り活

動の重要性について研修を行うなど、「まちぐるみ福祉活動」の担い手確保に向け

た取組を行っていきます。 

ウ 見守り対象者の増加への対応 

見守り対象となる高齢者の増加に対応するため、小学校区単位での地域ケア会議

（108ページ参照）の開催など、見守りに関する情報の共有、地域の団体や人材等

の高齢者を支える社会資源の活用等について協議できる仕組みを構築し、見守り対

象者の増加に対応していきます。 

エ ＩＣＴを利活用した高齢者見守り体制の充実 

情報端末等を使用して、高齢者からの応答等を確認し、定期的に高齢者とコミュ

ニケーションを図るほか、火災報知器や人感センサーと連動して自動的にコールセ

ンターに通報するなどの情報通信技術（ＩＣＴ）の利活用による見守り体制を導入

しています。 

金 沢 市 

支援が必要な高齢者 

地区民生委員児童委員協議会 

まちぐるみ福祉活動推進員 

金沢市社会福祉協議会 

金沢市地域包括 
支援センター 

見守り・声かけ 相談  相談 支援 

活動支援 
 指導・助言 

連携 

連携 
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(5) 地域の自主活動の育成 

現在、本市における地域福祉活動は、地域の民生委員児童委員協議会、町会・公民

館・婦人会・老人会などの各種団体で構成されている地区社会福祉協議会が中心とな

り、地域住民全体が主体的に取り組んでいます。 

地域ニーズに応じた柔軟な生活支援サービスの担い手として、介護サービスを提供

している社会福祉法人等に加え、地域に根ざした NPO やボランティア等の育成及び

組織化を図っており、介護施設や地区社会福祉協議会におけるボランティア活動に対

し、ポイントを付与する事業も行っています。 

本市では、社会福祉が十分制度化されていない時代に、「助け合いの心で、近隣の

人と心をかよわせ、支え合い、お互いに善き隣人を創っていく」という考え方（善隣

思想）に基づいて救貧・防貧事業に先駆的に取り組むとともに、地域の共有財産であ

る善隣館の運営に地域住民が参画することによって、帰属感や連帯感を高め、地域が

抱える様々な課題の解決に向けた自主活動を展開してきました。こうした蓄積を踏ま

え、地域コミュニティの再生と発展のための取組について引き続き検討を進めていき

ます。 

 

３ 安心して暮らせる生活環境の整備 

高齢者人口の増加に伴い、身体機能の低下に配慮した高齢者にやさしい生活環境の整

備や、災害発生時の高齢者支援体制の整備に引き続き取り組んでいきます。 

 

(1) 高齢者にやさしい生活環境整備 

高齢者の運転による交通事故防止及び高齢者の気軽な外出と健康増進を支援する観

点から、市内交通事業者が発行する各種定期券等の購入助成や、金沢ふらっとバスの

運行など、高齢者の移動を支援していくほか、道路のバリアフリー化を進め、高齢者

に配慮した交通環境の向上に引き続き取り組んでいきます。 

冬季の除雪対策としては、引き続き、高齢者のみの世帯について、民生委員の調査

に基づき除雪対象者名簿を作成し、屋根雪おろしの支援を実施していきます。また、

町会と学生等が協定を結んで生活道路の除雪を行う、学生等雪かきボランティア活動

を支援していきます。 

ごみ出し支援としては、高齢者等のごみ出しが困難な世帯を対象としたごみの戸別

収集を実施していきます。 

買物支援としては、公共交通機関等の利用が困難な高齢者世帯を対象として、日用

品等を定期的に宅配する買物環境向上事業の実施や調理が困難な高齢者等を対象に食

事を宅配する配食サービスを引き続き実施していきます。 
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(2) 災害発生時の高齢者支援体制の整備 

災害発生時に高齢者を守るための体制としては、地域の町会（連合会）や消防団な

どを中心とした自主防災組織による活動があります。 

災害発生時の高齢者支援の取組として、一人暮らしの高齢者、要介護認定者など災

害が発生した時に自力で避難することが困難な「避難行動要支援者」に対し、災害情

報の提供や避難等の支援が地域の中で迅速に行われるための取組を鋭意進めていきま

す。 

また、高齢者が災害発生時に迅速な避難支援を受けるためには、日頃から近所の人

たちと声をかけあう関係を持つことが重要です。そのため、災害発生時の高齢者支援

について、地域の理解を深めるための取組を引き続き行っていきます。 

ア 避難行動要支援者等の支援のための地域防災体制の確立  

災害時に何らかの助けを必要とする高齢者や障害のある方等に対し、災害情報の

提供や避難等の手助けが地域の中で迅速かつ的確に行われる体制を構築するため、

2019 年（平成 31 年）３月に「金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例」を制

定するとともに、2020 年（令和２年）３月に新たなマニュアルとして避難行動要

支援者名簿活用ガイドブックを作成・配布し、説明会を随時行うなど、地域の方々

に対して周知を進めています。 

このマニュアルでは、それぞれの地域の実情に応じて、安全な避難経路の確認、

防災避難支援マップの作成、避難行動要支援者ごとの個別避難支援計画の作成や避

難訓練の実施など平常時の取組について示しています。 

2020 年度に、個別避難支援計画の作成も含めた地域の避難支援体制の構築のた

めのモデル事業を市内２地区で実施したところであり、その成果を基にしてすべて

の地区における計画作成を進めていくこととしています。 

また、災害時の対策として、災害情報の伝達、避難誘導や安否確認の方法等につ

いても示しており、今後も、支援が必要な高齢者が地域で安全・安心に暮らすこと

ができるような体制づくりを進めていきます。 

(ｱ) 避難行動要支援者名簿の整備 

避難行動要支援者名簿は、災害が起きた時に手助けを必要とする方（避難行動

要支援者）に対して、地域の方々（避難支援等関係者）が連携して避難支援する

ために活用する名簿です。 

災害対策基本法及び金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例に基づき作成し

ており、本市においては、高齢者のうち 75 歳以上の一人暮らしの方や 75 歳以

上の高齢者のみの世帯の方、要介護３以上の要介護認定を受けている方、障害の
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ある方（身体障害者手帳の上肢、体幹、視覚、聴覚の障害が１・２級の方、身体

障害者手帳の下肢の障害が１～３級の方、療育手帳 A を所持する方）等を名簿に

登載しています。これらの要件に合致しなくても、本人の申請等によって名簿に

登載することができます。 

避難行動要支援者名簿の対象者のうち、情報提供の同意をされた方については、

災害時はもとより、平常時から避難支援等関係者（自主防災組織、民生委員、地

区社会福祉協議会、消防分団）に名簿を提供します。 

条例に基づき、市から同意確認を行った際に、不同意の意思表示がなかった方

についても名簿に登載しています。 

2018年度（平成30年度）まで対象者の約4割だった登載率について、条例

制定を機に、2019 年度（令和元年度）にあらためて対象者すべてに制度の周知

を行い、名簿を一斉に更新した結果、８割以上に向上しています。 

(ｲ) 福祉避難所の開設・運営方針の整備 

災害発生時には、医療機関への入院や介護保険施設等への入居には至らないが

通常の避難所での生活が困難である高齢者等に対し、福祉避難所を開設します。 

福祉避難所の種類としては、安全性が確保され、バリアフリー化されているな

どの要件にあてはまる社会福祉施設などがあります。（2021 年（令和３年）3

月末時点で89箇所） 

2018年度（平成30年度）から市有施設である老人福祉センター、2019年

度（令和元年度）から民間協定施設においてそれぞれ福祉避難所開設・運営訓練

を行っており、地元の自主防災会にも参加を促すなど、地域との連携強化に努め

ています。 

今後も引き続き、対象となる事業者と福祉避難所に係る協定の締結を進めてい

くとともに、協定締結施設向けの研修会開催や資機材の整備を支援するなど、社

会福祉施設や医療機関と十分に連携し、適切な対応を図っていきます。 

(3) 消費者被害防止等への対応  

高齢者を狙った架空料金請求詐欺被害や悪質な販売方法の被害が報告されており、

高齢者が安全な社会生活を営むことができる地域社会をつくることが必要です。近江

町消費生活センターでの消費生活に関する相談や啓発事業をはじめとして、地域包括

支援センターや民生委員などが、早期発見のため連携し、見守り等に取り組める地域

づくりを促進していきます。 
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４ 高齢者の人権尊重と権利擁護 

高齢者が尊厳ある生活を送るため、様々な場面での相談体制を充実させるとともに、

認知症に関する理解を深めるために、研修、講演会などを開催し、人権意識の向上に努

め、高齢者一人ひとりの尊厳が保持され、その人らしく自立した日常生活を営むことが

できる社会の実現を目指します。 

 

(1) 相談体制の充実  

本市の高齢者に係る権利擁護等の相談体制として、次の窓口等で個々の相談内容に

応じ、丁寧に対応していきます。 

ア 金沢権利擁護センター 

本市は、2007 年度（平成 19 年度）に「金沢権利擁護センター」を金沢市社会

福祉協議会内に開設し、成年後見制度など、権利擁護に関する相談や支援を行って

います。 

また、判断能力が十分でない高齢者に対し、福祉サービスの利用援助、日常的な

金銭管理や書類等を預かることにより、高齢者の権利を擁護し、安心して生活を送

ることができるように、日常生活自立支援事業を実施しています。 

引き続き、地域包括支援センターとも連携を図りながら、制度に関する高齢者や

家族の理解を深め、活用の促進を図っていきます。 

イ 金沢市地域包括支援センター 

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の専門職員を配置した地域包括支援セ

ンターは、高齢者に関する「総合相談窓口」として位置付けられており、高齢者虐

待や権利擁護に関する相談支援も行っています。 
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ウ 介護相談員 

施設サービス利用者から直接相談を受けるために、介護相談員を特別養護老人ホ

ームや介護老人保健施設、グループホーム等に派遣し、入居者の苦情や不安の解消

に当たっています。 

今後も、受入れ施設の拡大を推進していきます。 

エ 介護サービス等向上専門部会の相談窓口 

介護保険運営協議会内に８人の権利擁護委員で構成する介護サービス等向上専門

部会を設置し、サービスに関する苦情に対して、相談・解決に当たっています。

（図2４） 

引き続き、国民健康保険団体連合会の苦情窓口など関係機関と緊密に連携し、適

切に対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 24 介護保険における苦情相談体制 
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オ 福祉と健康の総合窓口 

保健・医療・福祉サービスの受付と相談を行うための体制として、本庁と３つの

福祉健康センターに「福祉と健康の総合窓口」を設置しています。 

市民からの問い合わせや相談、苦情等に対する説明責任を果たし、適切に対応す

るために職員の資質の向上を図っていきます。 

(2) 成年後見制度の利用促進に向けた中核機関の設置・運営 

2020 年度（令和２年度）に、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条

に規定する「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」を

金沢市地域福祉計画2018の別編として策定しました。 

同計画に基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワークの中心的役割を果たす中

核機関を設置するとともに、ネットワークの４つの機能（広報、相談、成年後見制

度利用促進、後見人支援）の段階的整備に合わせた運営体制を確保していきます。 

これらの取組により、成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるような

地域体制の構築を目指します。 

(3) 高齢者虐待防止等への対応 

高齢者を虐待から守るため、地域における見守り活動や地域包括支援センターと

連携し、高齢者虐待の未然防止や早期発見に努めています。 

また、介護保険事業者には、虐待防止責任者の設置や虐待防止に関する研修の実

施を条例で義務付けています。 

さらに、定期的に「高齢者虐待防止連絡会」や「高齢者虐待防止研修会」を開催

し、高齢者虐待に関する意識共有や情報交換を行うとともに、虐待への対応が必要

な場合には地域ケア会議を開催して緊急措置等の支援方針を検討し、高齢者の人権

保護に努めています。 

今後も、引き続きこれらの取組を継続していくとともに、虐待に関する相談体制

や介護保険事業者への指導監督のさらなる強化を図っていきます。 

また、虐待を受ける高齢者や認知症の高齢者の安全を確保するため、緊急対応の

ための高齢者緊急シェルター（避難場所）を設置しています。 
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【関連事業等】 

●地域支援事業（介護保険任意事業） 

配食サービス 

配食サービスは、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で調理が困難な高齢者等を対象に、見守り

を兼ねて、食事を宅配するサービスです。 

 

紙おむつの支給 

紙おむつの支給は、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態が３か月以上継続している高齢者

に対して、紙おむつを宅配するサービスです。（所得制限あり） 

 

シルバーハウジング生活援助員派遣 

シルバーハウジング生活援助員派遣は、高齢者の安全や利便に配慮した設備・仕様の公営住宅

に生活援助員を派遣し、生活指導・相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応などのサ

ービスを提供するものです。 

 

●その他の在宅生活支援事業（市単独事業） 

ガス漏れ警報器・自動消火器・電磁調理器の支給 

火災から高齢者の生命を守り火災の予防、早期消火等を図るため、高齢者のみの世帯を対象に

ガス漏れ警報器、自動消火器又は電磁調理器を支給するサービスです。 

 

理髪・美容カットサービス 

理髪・美容カットサービスは、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態が３か月以上継続して

いる高齢者に対し、保健衛生の向上、健康保持や気分転換を図るため理容師又は美容師が訪問し

頭髪を整えるサービスです。（年２回の利用券を交付） 

 

寝具乾燥・消毒サービス 

寝具乾燥・消毒サービスは、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態が３か月以上継続してい

る高齢者若しくはヘルパー派遣中のひとり暮らしの高齢者を対象に、健康保持、保健衛生の向上

を図り快適な寝具で生活できるよう寝具の洗濯・乾燥・消毒を行うサービスです。 

 

介護手当金の支給 

介護手当金は、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態の高齢者を３か月以上常時介護してい

る家族の方の労をねぎらうため支給するものです。 

 

住宅改修助成 

（※45ページ参照） 

 

メルシーキャブサービス 

「金沢メルシーキャブサービス」は、1997 年度（平成９年度）から、運転ボランティアの協

力により、車いす送迎用自動車で目的地まで移送するサービスであり、車いすを使用する高齢者

や障害のある方などの外出支援策として利用されています。 
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３ 介護予防の推進に向けた心身機能の維持向上のための取組 

(1)  介護予防の推進 

介護予防を進めるにあたり、本市では第７期事業計画の中で、健康な状態と要介護

状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態を指す「フレイル」

に着目し、その兆しを早期に発見し、適切な支援に繋げるための体制整備に努めてき

ました。フレイル予防のためには、運動器機能（骨・関節・筋肉・神経など）の維

持・向上に加え、バランスのよい食事を通じた栄養改善や十分な食事を取るための口

腔ケアが重要です。 

本市では平成 30 年 9月より、東京大学が開発したフレイルチェックの手法を取り

入れ、市民団体と連携しながら、フレイル状態になりかけている高齢者の発見と改善

指導に取り組んでいます。 

また、医師会や歯科医師会と連携しながら、平成 30 年 10 月より口腔ケアプログ

ラムの実施機関を拡充したほか、令和元年 10 月には金沢栄養ケアセンターを開設し、

在宅療養高齢者に対する栄養指導の促進にも取り組んできました。今後は、これらの

仕組みが一層効果的に機能するよう、関係機関・関係団体の間での情報共有や連携体

制を強化することにより、高齢者一人ひとりの状況に応じた支援が円滑かつ的確に提

供される環境の整備が必要です。 

なお、後期高齢者については、これまで、保健指導は後期高齢者医療広域連合が実

施する一方、介護予防サービスは市町村が提供するといった体制が、円滑な支援に繋

がっていなかったことから、厚生労働省においては、これらを市町村が一体的に実施

できる体制を整備すべきとの方針を示しており、こうした動向を踏まえた取組も必要

となっています。 

 

ア 市民団体との連携・協働によるフレイルチェックの全市的な展開 

 身近な地域で継続してフレイル予防に取り組めるよう、様々な市民団体と連携し

て、地域に根ざした継続的な健康づくり活動を展開していきます。 

イ フレイルチェックの結果を適切な支援に繋げるための効果的で効率的な仕組みの

構築 

関係機関と連携し、フレイルチェックの結果を高齢者一人ひとりの状況に応じた

適切な支援に繋げるための効果的で効率的な仕組みを構築していきます。 

ウ そくさい地域出前講座など、専門職等を活かした介護予防の取組 

地域における住民主体の通いの場等を活用し、リハビリテーション専門職や管理

栄養士、歯科衛生士等の一定の関与の下で、日常生活上の活動や周囲への環境への
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アプローチも含めた介護予防の取組を展開していきます。 

エ 後期高齢者に対する保健指導と介護予防の一体的実施に向けた体制整備 

保健指導から介護予防サービスへと円滑に支援できるよう体制について検討して

いきます。 

(2) 関係者における意識の共有と自立支援に向けたサービス・支援の展開 

高齢者が地域において健康で自立した生活を送るためには、高齢者自らが健康の保

持増進や介護予防に取り組むといった基本的な考え方を持つとともに、本市をはじめ、

地域包括支援センター、事業者、住民等の関係者の間で、自立支援や介護予防の重要

性、本市の地域包括ケアシステムの方向性等の意識を共有することが必要です。引き

続き、多職種の専門的視点を活用しながら自立支援に向けた介護予防ケアマネジメン

ト支援に取り組んでいきます。 

(3) 重症化のリスクを抱えた高齢者に対する個別指導の強化 

特定健康診査の結果、生活習慣病の重症化のリスクを抱えた高齢者に対し、重点的

に個別保健指導を実施していきます。 

ア 生活習慣病重症化予防事業への重点的な取組 

特定健康診査の結果に基づき、心臓病や脳卒中、慢性腎臓病（CKD）などを引き

起こす糖尿病や高血圧症、脂質異常症など生活習慣病の重症化予防のため、生活習

慣病の重症化のリスクを抱えた高齢者に対し重点的に個別保健指導を行い、健康寿

命の延伸を図っていきます。（表 34） 

 

■表 34 目標値 

 

 

  

項　　目 現状値 2021年度 2022年度 2023年度 備考

健康寿命の延伸
男性 79.65歳

女性 83.51歳

(2016年度)
延伸 延伸 延伸

「金沢健康プラ

ン２０１８」の

目標値に準じる

要介護認定率の低下（65歳
以上の要支援・要介護認定
率）

18.8%
(2019年度)

減少 減少 減少
「金沢健康プラ

ン２０１８」の

目標値に準じる
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(4) スポーツ振興施策とのタイアップによる高齢者の健康づくりに向けた市民

運動の展開 

誰もが健康に生活したいと願う一方で、健康づくりや介護予防に係る個々人の価値

観は大きく異なります。そうした中で、できる限りシニアの健康づくりの機運を盛り

上げていくためには、既存の介護予防事業や健康づくり施策に加えて、スポーツ振興

施策と連携した健康づくりの市民運動を展開していくことが求められます。 

ア ウオーキング運動の展開 

「金沢ウォーク」や市民が楽しみながら継続してウオーキングに取り組める施策

等により、市民の「１日１万歩」の実践を目指すなど歩くことによる健康づくり活

動を推進していきます。 

イ スポーツイベントと連携した健康づくりの裾野の拡大 

身近な地域で健康づくりやスポーツ、レクリエーションに取り組めるよう、子ど

もから高齢者までを対象とした各種スポーツ教室を開催するとともに、地域におけ

る様々な交流の機会を利用し、高齢者に適したウオーキングや体操などの身近で手

軽なスポーツを始められるようアドバイスを行っていきます。（表 35） 

また、大規模なスポーツイベント等の機会を活用するとともに、地域の大学等と

も連携し、スポーツ実践層の拡大、参加を促す働きかけを実施していきます。 

■表 35 目標値 

 

 

 

 

 

項　　目
現状値

(2016年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

運動習慣者の割合の増加
（65歳以上）

男性 50.6%

女性 43.4%
増加 増加

男性 58%

女性 48%

「金沢健康プラ

ン２０１８」の

目標値に準じる

１日の平均歩行数の増加
男性 4,811歩

女性 5,200歩
増加 増加

男性 7,000歩

女性 6,000歩

「金沢健康プラ

ン２０１８」の

目標値に準じる
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第４節  高齢者の社会参加の促進 

 

高齢者がいきいきと暮らすためには、地域の人と日常的なつながりを持ち、一人ひとりが

必要とされ、役割と生きがいを持って暮らしていける環境を整えていくことが大切です。 

国においては、高齢者がその知識・経験を活かし、社会生活の担い手として活躍してもら

うための仕組みづくりに取り組んでいます。 

本市では高齢者が生涯現役で活躍できる社会の実現に向けて、2017年度（平成29年度）

から２年間にわたって金沢市アクティブシニア支援検討会において検討を行い、2019年

（平成31年）２月に「アクティブシニアの活動を支援するための情報収集とその発信」

「アクティブシニアの活動を支援するためのマッチング機能の強化」「アクティブシニアの

活動、交流を支援するための拠点の整備」の３つの提言を受け、提言の具現化に取り組むこ

ととしています。 

また、高齢者の就労拡大を図るため、シルバー人材センターの就業機会拡大等の取組を支

援するとともに、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するための就労的活動支援コ

ーディネーター（※）の配置について検討していきます。 

 

(1) 高齢者が気軽に集える「場」の充実 

高齢者が日常生活の中で気軽に集える地域サロン等の「場」については、高齢者の閉

じこもり防止や介護予防を促進するとともに、高齢者の生きがいづくりの「場」ともな

っています。 

今後も引き続き、多様な高齢者のニーズに応えるため、必要に応じて内容の充実を図

るとともに、趣味活動等の住民自身が運営する「通いの場」を増やしていく支援を行っ

ていきます。 

(2) 多様な社会参加の促進 

高齢者の社会参加を促進するため、生活支援コーディネーターを中心に、引き続き関

係団体や地域の施設などと連携を図りながら、老人クラブ、地域サロンなどの地域活動

を支援するとともに、高齢者の就労やボランティア活動の場の提供など、社会参加の機

会を広げる取組を推進していきます。（表 36、37） 

 

 

 

  
※就労的活動支援コーディネーター：就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の 

取組を実施したい事業者等とをマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディ 

ネートする。 
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ア 高齢者の就労支援 

高齢者の就労は経済上の必要性からという理由だけでなく、働くことが生きがいや

介護予防にもつながります。また、社会的要請として高齢者の知識、経験の活用・継

承が求められています。 

高齢者の就労を支援するため、就労に関する企業ニーズを把握した上で、ハローワ

ークや金沢市シルバー人材センターと十分な連携を取ることにより、高齢者の就労の

促進を図っていきます。また、就労的活動支援コーディネーターの配置についても検

討していきます。 

イ 生涯学習・スポーツ活動への参加促進 

高齢者が、健康で生きがいをもって暮らしていけるよう、引き続き生涯学習やスポ

ーツ活動への参加を促進していきます。 

ウ 老人クラブの活動支援  

スポーツや文化活動を通じて、多くの人とふれあい、交流する場として、老人クラ

ブの存在が重要であると考えています。市老人連合会では、フレイル予防に取り組ん

でおり、こうした老人クラブの諸活動を引き続き支援していきます。 

エ アクティブシニア活躍応援窓口の開設等による活動支援 

高齢者の社会参加を促進するとともに、元気な高齢者が今まで培ってきた知識や経

験を地域社会に活かすことができるよう、専門相談員が多様なニーズに合った活躍の

場を紹介するシニア世代向けの総合相談窓口を開設しています。 

就労、ボランティア、知識・教養、運動、健康などの相談窓口をさまざまな時期や

会場で試行的に開催し、マッチング機能の強化に取り組んでいきます。 

また、高齢者やご家族、高齢者を支援する関係者が今後の活動を考える上で参考と

なるよう、2021年（令和３年）１月に発行したアクティブシニア実践事例集を活用

し、福祉、まちづくり、就労、スポーツ等の各分野におけるアクティブシニアの取組

を周知していきます。 

オ ボランティア活動への参加の促進  

団塊の世代をはじめとした高齢者は、ボランティア活動に携わることを通じて、地

域における生活支援や健康づくりの重要な担い手として期待されています。 

地域の高齢者が主体的なボランティアの提供者になることで、自らの役割や居場所

を実感し、生きがいづくりや社会的孤立の防止、介護予防につながることから、引き

続きボランティア活動への参加を促進していきます。 

その一環として、介護施設や地区社会福祉協議会におけるボランティア活動に対し、
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ポイントを付与する事業を実施し、健康でいきいきと生活できる環境づくりを推進し

ていきます。 

カ 世代間の交流の促進  

スポーツや生涯学習に関する各種イベントでの世代間交流のほか、地域サロンでも

世代間交流活動を行っています。 

高齢者の経験や技能などを若い世代に伝えていくことは大切なことであり、引き続

き様々な場面での交流を促進していきます。 

 

■表 36 目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　目
現状値

(2019年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

地域サロン(箇所) 282 283 284 285 －

金沢市高砂大学校・大学院
（修了者数）

679 700 700 700 －

金沢ボランティア大学校
（65歳以上の修了者数）

121 100 100 100 －
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■表 37 社会参加・生涯学習の施設等 

 

 

 

 

  

施  設  等 内    容 

金沢市シルバー人材センター 
生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に、就労機会の提供

を行っています。 

パソコンサロン（松寿荘、鶴寿

園、ライブ１、千寿閣） 

パソコンを使いたい方や、上手になりたい方が気軽に利用できま

す。 

いきいきギャラリー 

（横安江町商店街内） 

高齢者や障害のある方が制作した作品などを展示・販売していま

す。 

老人福祉センター等（千寿閣、

万寿苑、松寿荘、鶴寿園、十一

屋生きがい交流館） 

陶芸、手工芸、絵画、書道、生花教室のほか、自主的にダンス、

歌謡など多様な講座を開いています。 

地域サロン 

（現在 62地区 282箇所で開設） 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって生活できるように、

公民館などを利用して会食会や手作り教室、健康教室などを開催

しています。 

金沢市高砂大学校・大学院 

（中央公民館彦三館内） 

高齢者の新しい知識の習得・仲間づくり・生きがいづくりを目指

し、大学校では、幅広い分野の講座を設けており、大学院では、

更に専門的に学べる歴史民俗・花樹園芸・文学美術・悠々健康の

４科を設けています。 

スポーツ推進事業 

（総合体育館等） 

ストレッチや３Ｂ体操、スイミングなどのプログラムを開催して

います。 

老人クラブ活動 
地域において社会奉仕活動（清掃など）や教養活動（各種講座な

ど）、スポーツ活動を行っています。 

金沢ボランティア大学校 

（中央公民館彦三館内） 
ボランティアとして活躍できる人材を育成しています。 

金沢ボランティアセンター 

（松ヶ枝福祉館内） 

ボランティアに関する相談・情報提供・講座の開催などを行って

います。 
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(3) 地域の社会参加活動に係る普及啓発 

元気な高齢者が地域活動に参加し、生活支援の担い手として活動するなどの社会的役

割を担うことが、結果として生きがいや介護予防にもつながることから、社会参加を希

望する高齢者とその機会とを結びつける情報を適切に提供していきます。 

ア 地域活動に係る情報の集約化 

本市や金沢市社会福祉協議会、地域包括支援センター等において把握している地域

活動に係る情報を集約し、高齢者の社会参加の機会と場に関する情報を体系的に整理

していきます。 

イ 地域活動に係る情報提供手段の充実 

上記アで集約した高齢者の社会参加の機会と場に関する情報について、社会参加の

機会を探している高齢者と円滑に結び付けが図れるよう、市民がどこに行けばどのよ

うな情報が得られるかを明確にし、様々な手段により周知を図っていきます。 
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第５節  認知症の方を支える体制の充実 

 

全国の認知症高齢者の数は、2018 年（平成 30 年）で 500 万人を超え、65 歳以上の

高齢者の約７人に１人が認知症と推計されています。今や認知症は誰もがなりうるものであ

り、多くの人が関わる可能性のある身近な病気となっています。 

2019 年（令和元年）６月 18 日に国の認知症施策推進関係閣僚会議にて取りまとめられ

た「認知症施策推進大綱」では、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日

常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の方や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予

防」を車の両輪として施策を推進していくことが基本的な考え方として示されています。 

本市においては、日常生活圏域ごとに配置した認知症地域支援推進員を中心に認知症の方

やその家族を地域で支えるためのネットワークづくりに取り組みながら、認知症への理解を

深めるための普及啓発や認知症の予防・早期発見・早期対応、若年性認知症の方への支援体

制づくり等、様々な施策を実施してきました。 

  今後も、認知症に関して知識経験を有する委員から構成する「認知症施策推進委員会」を

中心として、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるような施

策を多面的に検討し、認知症の方を支える体制を充実していきます。 

 

１ 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

認知症は誰もがなりうる病気であり、いつ自分や家族、あるいは身近な人が認知症にな

るかわかりません。市民一人ひとりが「自分ごと」として関心を持ち、認知症に関する理

解を深め、認知症になっても地域で安心して生活できるよう、認知症の正しい知識や認知

症の方を支えるサービスの周知の強化に取り組みます。 

 

(1) 認知症サポーターの養成及び認知症サポーター認定所の拡大 

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の方や家族に対してで

きる範囲での手助けをする「認知症サポーター」の養成を引き続き推進するとともに、

子ども・学生に対する養成講座の拡大を図っていきます。また、認知症の人と地域で関

わることが多い小売店等の従業員を対象とした養成講座の開催を推進し、一定割合の従

業員等が認知症サポーターの養成講座を受講修了した場合に高齢者の方にやさしい店と

して認定する「認知症サポーター認定所」をさらに増やしていきます。（表 38） 

（図2５） 

さらに、認知症サポーターの中からステップアップ講座を受けて地域で中心となって

活動する「オレンジパートナー」の育成を進めるとともに、その活躍の場を広げ、地域

の支援者等と連携して認知症の人や家族の支援ニーズにあった支援につなげる仕組み
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（チームオレンジ）の構築について検討します。 

■表 38 目標値 

 

 

 

 

 

 

■図 25 認知症サポーター認定所のステッカー 

  

   

   

 

 

 

 

 

(2) 認知症ささえあいガイドブックの普及と活用の推進 

認知症を発症したときから、生活機能障害（※）が進行していく中で、その進行状況

に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのかをあら

かじめ標準的に決めておく「認知症ささえあいガイドブック（認知症ケアパス）」を活

用し、認知症の早期発見後のケアサービスをはじめ、生活機能障害に応じた各種サービ

スを体系的に分かりやすく紹介するとともに、認知症の方を地域でいかに支えていくか

を明示します。 

※生活機能障害：筋骨格系、心肺機能、認知精神機能において、これらの日常生活動作を支えるために

必要な最低限の能力を保てなくなった結果生じる、生活能力の障害をいう。 

 

 

２ 認知症の予防と早期発見・早期対応の取組の推進 

認知症は、その症状が進行することにより、日常生活に支障をきたすおそれがあること

から、まずは、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」

という意味での認知症予防に積極的に取り組みます。認知症予防に資する可能性のある活

動を推進していくとともに、これまで構築してきた認知症への早期発見・早期対応の仕組

みを充実していくなど、認知症の方が在宅生活をできる限り継続することができる環境づ

項　　目
現状値

(2019年度)
2021年度 2022年度 2023年度 備考

認知症サポーター
(養成人数)

33,354 3,000 3,000 3,000

認知症サポーター認定所
(新規認定箇所)

780 10 10 10

現状値は累計数、

目標値は年間養成

人数及び新規認定

箇所数
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くりを推進していきます。また、認知症の方一人ひとりの状態にあった適切なケアを行う

ため、専門的な知識を有する保健・医療・福祉の多職種間連携を推進します。 

 

(1) 認知症予防に資する可能性のある活動の推進 

認知症予防について学ぶ「認知症予防教室」を地域包括支援センターなどにおいて開

催するとともに、認知症予防に資する可能性のある活動に継続して取り組めるよう、そ

の日の体調や場所、一緒に行う仲間に合わせてプログラムを選択できる「いつでもどこ

でも脳活プログラム」の普及啓発を推進します。 

(2) 認知症の早期発見のための取組の推進 

もの忘れ健診（※）や地域の医療機関における診療機会等において認知症又は軽度認

知障害の疑いありとされた高齢者について、着実に認知症の早期対応につなげる取組を

推進していきます。 

 

※もの忘れ健診：もの忘れ健診は、認知症や軽度認知障害の傾向が見られる高齢者の早期発見、早期 

治療を目的として、70歳、73歳、76歳の高齢者に対し、すこやか検診に併せて実施している。 

 

(3) 認知症初期集中支援チームの活動の推進 

日常生活圏域ごとに設置している「認知症初期集中支援チーム」と市内の認知症専門

医療機関や地域の認知症サポート医、かかりつけ医との連携を強化し、認知症の早期診

断・早期対応のための支援を行っていきます。 

 

(4) 認知症の方を支える多職種間連携の推進 

認知症の方を支える多職種が連携するために「認知症専門医相談」、「認知症情報セ

ンター連絡会議」、「地域包括支援センター運営懇談会」を通じ、本市と認知症地域支

援推進員、地域包括支援センター及び認知症専門医療機関、認知症サポート医との連携

体制の充実を図っていきます。 

 

３ 地域共生社会に向けた認知症の方を支える取組の推進 

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、認知症があ

ってもなくても、同じ社会の一員として地域をともに創っていく地域共生社会の実現が求

められています。そのため、認知症地域支援推進員を中心として認知症の方やその家族を

地域ぐるみで支えていく体制を整えていきます。また、認知症高齢者の見守り体制の充実

を図っていきます。 
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 (1) 認知症地域支援推進員を中心とした地域支援体制の強化 

日常生活圏域ごとに配置した認知症地域支援推進員が中心となって、認知症の方を支

える地域の社会資源の把握を進め、必要な社会資源の整備につなげていくとともに、地

域の医療や介護の関係機関、地域の支援機関等の連携を支援し、担当する地域の実情に

応じた認知症高齢者支援のネットワークの構築等に取り組みます。 

(2) 認知症カフェの充実 

認知症の方と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加できる集いの場、認知症につい

ての学びの場である「認知症カフェ」を住民が主体的に関われるよう充実させ、認知症

の方やその家族等に対する支援を行います。 

(3) 認知症高齢者の見守り体制の充実 

認知症の高齢者の在宅生活を支えるため、地域包括支援センターを中心とした 24 時

間体制での相談支援を充実させるとともに、地域住民、認知症地域支援推進員、地域包

括支援センター、行政、警察、その他の団体が連携し、認知症高齢者の見守り体制を強

化していきます。 

また、認知症高齢者が行方不明になった場合の早期発見を後押しする、IoT（※）を

活用した認知症高齢者等地域見守りネットワークについて、石川中央都市圏での共同運

用を各市町に提案し、捜索範囲の拡大を図ります。 

 

 

 

４ 若年性認知症の方を支える取組の推進 

若年性認知症（65 歳未満で発症する認知症の総称）については、一般的に「発症から

診断」、及び「診断から介護保険サービスの利用などの支援」に至るまでの期間が長い傾

向が見られます。現役世代で発症することが多いことから、認知機能が低下しても、でき

ることを可能な限り続けながら適切な支援を受けられるよう、本人の状態に応じた就労支

援、障害福祉サービスの活用、インフォーマルサービスの活用など適切な支援施策を周知

していくとともに、若年性認知症の方の支援団体や近隣自治体と連携し、若年性認知症の

方を支えるネットワークづくりを推進していきます。 

 

(1) 若年性認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

若年性認知症の方が、早期に適切な診断や支援につながれるよう、認知症サポーター

養成講座等の機会を利用した市民への普及啓発や、医療機関や企業等に対する、若年性

※IoT（モノのインターネット）：自動車、家電などのモノがインターネットにつながり、情報のやり

取りをすることで、新たな付加価値を生み出すこと 
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認知症の相談窓口等の情報提供を推進していきます。また、若年性認知症の方が就労時

から利用できる制度もあることから、介護保険制度に縛られることなく、本人の状況に

合わせて、適切と思われるサービスや制度が利用できるような周知も行っていきます。 

 

(2) 若年性認知症の方の状況に応じた支援体制の強化 

認知症の方をはじめその家族が気軽に相談できる相談窓口であり、本人や関係者等が

交流できる居場所となっている若年性認知症カフェや、若年性認知症の方の希望と若年

性認知症の方を応援したい個人や団体のできることのマッチングを行う「金沢市若年性

認知症応援団」の取組を継続していきます。その他、近隣自治体との若年性認知症広域

ネットワーク情報交換会を継続開催する等、支援体制の強化を図っていきます。 
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第６節  高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築 

 

高齢者を支える切れ目のない各サービスを地域又は市全体で機能させるためには、高齢者

の日常生活上の支援等について、①地域における関係者のネットワークを構築し、②対応が

必要な地域課題を把握し、③地域課題の解決のために必要な対応を行い、④地域のネットワ

ークの中で解決できない地域課題については別途政策的な対応を行っていくという仕組みを

体系的に作り上げていくことが必要です。 

具体的には、一定の範囲の圏域を設定し、圏域に属する関係者の範囲を明確化した上で、

圏域の中で地域課題に対応する関係者のネットワークを構築し、その解決に取り組んでいく

必要があります。 

こうしたネットワークは、その存在する圏域の広さによって、ネットワークの参加者やそ

の果たすことができる機能は自ずと異なってきます。 

そのため、比較的小規模な圏域を対象としたネットワーク、ある程度広域的な圏域の調整

を行うネットワーク、市全体の政策立案のためのネットワーク（各圏域ごとの地域ケア会議）

をそれぞれ構築し、各圏域内及び各圏域間で連携することにより高齢者を支える重層的ネッ

トワーク体制を構築していきます。（図 2６） 

一方で、地域包括ケアシステムの中心的な役割を担う地域包括支援センターを取り巻く現

状については、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズへの対応を求められたり、担当圏域

間における高齢者人口に差が生じるなど様々な課題があります。このことを踏まえ、地域共

生社会の実現に向けての包括的な支援体制整備を踏まえたセンターの機能及び体制の強化や、

今後の人口動態の変化、地域コミュニティとの整合性に配慮した新たな日常生活圏域の設定

について、検討・準備します。 
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■図26 重層的ネットワーク体制 

 

 

１ 各圏域における生活支援ネットワークの構築 

市内全域から小学校区といった広さの異なる重層的な圏域を設定する場合、圏域のレベ

ルごとに、その圏域内のネットワークが担うべき役割は異なってきます。 

このため、各ネットワークの役割及びそれを構成する機関の役割を明確化することで、

地域課題の内容・質によって、地域課題に重層的に取り組んでいくため、各圏域内及び各

圏域間での連携体制を体系的に構築していきます。 

 

(1) 小学校区単位のネットワークの構築（地域の共助活動の調整） 

小学校区は、住民が地域意識を持って主体的に活動できる圏域であることに鑑み、この

圏域を一つの単位として、地域住民、地域団体（町会、民生委員児童委員協議会、地区社

会福祉協議会等）、地域包括支援センター等から構成される地域福祉座談会を活用し、高

齢者の見守り活動等の生活支援や健康づくり活動に係る地域内の調整、個別ケースの対応、

地域課題の発見等の機能を担うネットワークを構築していきます。 
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(2) 日常生活圏域（中学校区）単位でのネットワークの構築（地域課題の抽出） 

本市では、中学校区のエリアを概ね日常生活圏域としてとらえ、その圏域ごとに地域包

括支援センターを設置しています。この日常生活圏域を一つの単位として、地域団体（町

会、民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会等）、金沢市医師会や金沢市歯科医師

会等の職能団体、本市等から構成される地域包括支援センターの運営懇談会等を活用し、

社会資源の整理や地域課題の抽出、それらを踏まえた地域づくりの支援等の機能を担うネ

ットワークを生活支援コーディネーターと連携し、構築していきます。 

(3) 福祉健康センター圏域でのネットワークの構築（多職種連携の推進） 

福祉及び保健の充実に資するため、市内に３つの福祉健康センターを設置していること

に鑑み、本市の在宅医療支援室や地域包括ケア推進室、在宅医療連携グループ、域内の病

院等の医療機関や地域包括支援センター、金沢市医師会や金沢市歯科医師会等の職能団体、

介護サービス事業者等と、医療・介護に係る多職種連携の推進等についての地域課題に対

応するネットワークを構築していきます。 

(4) 介護保険運営協議会における地域課題を踏まえた政策形成機能の強化 

介護保険運営協議会について、各圏域で取りまとめられた政策課題の広域的な調整や、

事業計画への反映による課題への対応等の政策立案能力を強化するため、その位置付けを

明確にするとともに、必要に応じて部会構成等の見直しを行っていきます。 

 

２ 地域ケア会議等の役割の整理と地域課題解決機能の強化 

「地域ケア会議」は、地域包括ケアシステムの実現に向けた重要な手段と位置づけられて

おり、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより地域課題を発見し、地域に必要な資源開発

や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげていく役割が期

待されています。 

本市では、これまでも地域包括支援センターにおいて地域ケア会議を開催してきましたが、

会議の内容、参加者等はセンターによって様々であることから、既存の会議の整理及び体系

化、センター間の標準化に取り組んでいきます。また、これまで、介護予防・重度化防止等

の観点からケアプランの充実を目指すため、多職種と連携した介護予防支援会議を開催して

おり、この会議についても、「地域課題の集約・分析」といった地域ケア会議としての機能

を持たせることで、これまで以上に地域課題の抽出の機会の拡大を図っていきます。 

（表39） 

(1) 地域ケア会議の体系化と標準化 

地域ケア会議の内容、参加者等はセンターによって様々であることから、既存の会議の

整理及び体系化を行うことで地域ケア会議の標準化を推進していきます。（図 2７） 

（表39） 
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(2) 地域ケア会議による地域課題解決機能の強化 

個別ケースの検討を行う地域ケア個別会議の開催を通して、地域住民・関係者による

個々の高齢者に対する支援体制を構築するとともに、事例の積み重ねから地域課題を集

約・分析し、地域課題の発見機能の強化を図っていきます。 

また、地域課題の解決につながった好事例を地域で共有することにより、課題解決機能

の強化を図っていきます。 

 

■図 27 地域ケア会議の体系図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域ケア会議の体系図の解説】 

 地域ケア個別会議  

個別事例の検討により地域課題を集約・分析します。 

  A 地域ケア会議 ：地域包括支援センターで定例・随時に会議を開催し、地域の課題や困難事例を

検討します。 

  B介護予防支援会議：リハビリテーションの専門家（理学療法士又は作業療法士）が地域包括支援 

センター職員等に対して、介護予防ケアプランの助言を行います。 

  C ケアマネジメント支援会議：介護支援専門員のケアマネジメント支援（スキルアップ）とともに、 

個別ケースの課題解決を図ります。 
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 地域ケア推進会議  

地域ケア個別会議の積み重ねによって抽出された地域課題を地域づくり、資源開発、政策形成へと

つなげていく会議です。 

次の①から④を経て、政策に反映していきます。 

  ①地域包括支援センター運営懇談会：金沢市地域包括支援センターが主催し、地域課題を把握し、

地区の特性に応じた支援方法等を地域の参加者と検討します。 

  ②地域包括支援センター連絡会：金沢市地域包括支援センター連絡会が主催し、日常生活圏域で集

約された地域課題を共有し、市全域の地域課題について検討します。また、各

地域包括支援センターが連携及び情報共有を行い、センターの円滑かつ適正な

運営を図ります。 

  ③調整会議   ：本市が主催し、地域包括支援センター連絡会で検討した地域課題について、担

当課と共有します。 

  ④介護保険運営協議会等：調整会議等で持ち上がった地域課題についての政策を立案していきます。 

■表 39 目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域課題等の共有による地域づくり活動の支援 

各圏域における地域課題や、その対応の好事例を蓄積することにより、地域課題に対し有

効な解決方法を各圏域に活用していける仕組みを検討していきます。 

これにより、各圏域での自助・共助による地域課題の解決の支援を図っていきます。 

 

  

※地域福祉座談会：地区社会福祉協議会と市社会福祉協議会が主催し、地域の住民とともに、支援が

必要な住民の見守りなどに関する活動の調整、個別ケース対応、地域課題などについて話し合

い、地区社会福祉協議会の機能を活かしたネットワークの強化を図ります。 

現状値
(2019年度)

2021年度 2022年度 2023年度 備考

介護予防支援会議
（件数）

150 152 155 158 －

地域ケア会議
（開催数）

269 228 228 228

ケアマネジメント支援会議
（開催数）

39 38 38 38

45 46 46 46

130 216 216 216

項　　目

地域福祉座談会（※）
（開催数）

地域ケア個別会議

地域ケア推進会議
（開催数）

目標値は定例の会議
の開催数で設定、
現状値は定例の会議
以外に、随時の会議
の開催数を含め計上
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４ 支え合うコミュニティ活動の推進 

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、多機関の専門分野を取り入れた統一され

た助言を行う支え合いソーシャルワーカーを配置するなど、金沢版の重層的支援体制整備事

業（※）である支え合うコミュニティ推進事業に取り組みます。 

 

 

 

 

 

５ 地域包括支援センターの機能強化と日常生活圏域のあり方の検討 

地域包括支援センターを取り巻く現状の課題解決に向けて、センターの機能強化及び新た

な日常生活圏域の設定について、団塊の世代が後期高齢者になる2025年（令和７年）を見

据えた第 9 期介護保険事業計画の初年度である 2024 年度（令和６年度）を目途に検討・

準備します。 

 

 (1) 地域共生社会の実現に向けた地域包括支援センターの機能及び体制強化の 

検討 

地域共生社会の実現に向けて、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包

括的な支援体制の整備が求められている中で、地域包括ケアシステムの中核を担う地域

包括支援センターの今後の機能及び体制の強化について検討します。 

(2) 新たな日常生活圏域の設定についての検討と新たな圏域での地域包括支援セ

ンター運営の準備 

今後の人口動態の変化や、小学校・中学校区などの住民が地域意識を持ちながら主体

的に活動できる地域コミュニティとの整合性に配慮した、新たな日常生活圏域のあり方

について検討するとともに、新たな圏域での地域包括支援センターの運営の準備を行い

ます。 

 

※重層的支援体制整備事業：令和３年４月１日施行改正社会福祉法第106条の４に規定する地域生活

課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するために市町村が実施する事業 
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第７節  市民への適切な情報提供と市民参加の促進 

 

高齢者が自分らしく生活していくために、高齢者施策に関する多様な情報を分かりやすく

整理し、ＳＮＳの活用など様々な手段で提供することで、市民が必要な情報を的確に選択し、

入手できるような環境を整えていくとともに、高齢者施策の策定過程への市民参加を促進し

ていきます。 

また、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる環境づくりを目指す「地域包括ケアシ

ステム」の構築の趣旨を市民に浸透させていくため、まずは、市民に対し、高齢期の医療や

介護等について、どのような選択肢があり、どうすればそれを利用できるのかについてを、

幅広く情報提供していきます。 

一方で、本市や地域包括支援センター等では、高齢者に関する様々な情報を把握している

ことから、個人情報の管理については、慎重を期していきます。 

 

１ 市民への適切な情報提供の推進 

(1) 高齢者施策に関する多様な情報の提供 

本市では、高齢者施策に関する多様な情報を市民が的確に選択できるように、保健・医

療・福祉・生活支援のサービスに関する総合パンフレット「すこやか長寿」や介護保険制

度の概要を説明した「みんないきいき介護保険」、地域包括支援センターの役割や連絡先

等を掲載したパンフレット等を発行しています。また、サービス別に事業者名や所在地等

を記載した「介護保険指定事業者一覧」を本市ホームページ等で公表するとともに、厚生

労働省がインターネット上で運用する「介護サービス情報公表システム」における情報に

本市ホームページからアクセスできるよう対応するなど、多彩なサービスメニューの中か

ら、市民が必要な情報を選択し、円滑に利用できるよう情報を整理して提供しています。 

今後も情報提供に当たり、市民が分かりやすく、的確に情報を入手し、選択できる環境

づくりに取り組んでいきます。 

(2) 医療や介護が必要になる前の幅広い情報の提供 

高齢者が医療・介護サービスの内容や違いについて早めに理解することが、その後の生

活への安心感につながることから、様々な機会を活用し、また、多様な方法により医療や

介護に関する情報を提供していきます。 

ア 高齢期の医療や介護等に係る総合的な情報の周知 

医療や介護が必要になってからではなく、ある程度事前に、老後における地域での生

活がイメージできるよう、高齢期の医療や介護等に係る総合的な情報の周知活動を行っ

ていきます。 
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イ 地域の施設等を活用した福祉教育の実施 

地域ぐるみで身近に介護を考えてもらうための機会として、介護保険施設等が開催す

る行事などの施設開放の取組を積極的に活用し、高齢期の生活に関する正しい知識を得

られる機会を創出していきます。 

ウ メディアの効果的な活用による周知活動の展開 

限られた資源を最大限に活用し、広報・周知活動を効果的に展開していくために、従

来の広報手段にとどまらず、多様なメディアや人が集まる商業施設等の場の活用、幅広

い関係者との連携など、様々な機会を活用し、また、多様な方法により積極的な広報・

周知活動に取り組んでいきます。 

  

(3) 市民への情報提供に係る効果の検証 

複雑化する医療・介護サービスについて、市民の理解を深めていくには、これらの情報

提供をさらに充実させていくことが必要です。 

また、市民に分かりやすく伝わっているかどうかアンケートを行うなど、情報提供手段

とその効果について検証を行い、実効性のある情報提供に努めていきます。 

 

２ 高齢者施策の策定過程における情報発信と市民参加の促進 

「長寿安心プラン２０１８」における施策の評価や見直しを行う介護保険運営協議会には、

高齢者の方々の意見の反映のため高齢者団体の代表にご参加をいただいており、また、３人

の公募委員をはじめ、多くの市民が参加しています。公募委員は、本計画の策定の中心とな

るワーキングチームにも参加し、市民参加が実践されています。 

また、本計画の策定においては、市民アンケートを実施し、高齢者の方をはじめ多くの市

民の方からご意見をいただいたほか、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によるニーズの把

握やパブリックコメント手続（※）による意見募集も実施しました。その他、本計画骨子案

の説明動画等を配信し、高齢者施策への理解を深める取組を実施しました。 

今後も、高齢者施策の立案・決定等に市民の参加を促進し、積極的に情報発信を行うとと

もに、市民が意見を述べることができる機会を増やしていきます。 

 

 

 

※パブリックコメント手続：施策の企画立案に当たり、当該施策の趣旨、目的、内容等を公表し、

これらについて提出された市民の意見を考慮し、意思決定を行う手続をいう。 
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注）「住民基本台帳人口」(金沢市調査統計室）を用い、コーホート要因法により推計 

第１節  高齢者人口・要支援・要介護認定者数の推計 

 

１ 高齢者人口の推計 

65 歳以上の高齢者人口の増加と少子化に伴う 64 歳以下の人口の減少によって、総人

口に占める高齢者の割合を示す高齢化率は上昇していくことが予測されます。高齢化率は、

2025 年には約 28.1％、2040 年には約 34.2％に達すると見込まれます。（図 2８、

表40） 

■図 28 金沢市の高齢者人口の推計 

 

    注）「住民基本台帳人口」(金沢市調査統計室）を用い、コーホート要因法により推計 

 

■表 40 金沢市の高齢者人口の推計 

区  分 2021年度 2022年度 2023年度 
（参考） 

2025年度 

（参考） 

2040年度 

総人口(人) 449,442  447,756  445,912  441,778 396,787  

40～64歳(人) 

(第 2号被保険者) 
152,802  153,269  153,043  152,208  122,859  

65歳以上(人) 

(高齢者計) 
121,798 122,289  123,023  124,307  135,754  

高齢化率(％) 27.1% 27.3% 27.6 28.1% 34.2% 

65～74歳(人) 60,904  57,382  54,580  50,507 62,489 

75歳以上(人) 60,894  64,907  68,443  73,800  73,265  
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２ 要支援・要介護認定者数の推計 

高齢者人口の推移とこれまでの要支援・要介護高齢者の認定率から推計すると、認定者

数は2040年度に向けて増加していくと見込まれます。（表41） 

 

■表 41 要支援・要介護認定者数の推計                    単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区　　　分 2021年度 2022年度 2023年度
   （参考）

　2025年度

   （参考）

　2040年度

要支援１ 2,900 3,003 3,101 3,226 3,540

要支援２ 3,515 3,623 3,722 3,858 4,400

要介護１ 5,114 5,286 5,445 5,647 6,600

要介護２ 4,448 4,587 4,723 4,891 5,948

要介護３ 3,270 3,373 3,476 3,604 4,517

要介護４ 2,563 2,641 2,722 2,815 3,519

要介護５ 1,840 1,887 1,937 2,002 2,497

合　計 23,650 24,400 25,126 26,043 31,021
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第２節  介護保険サービスの見込量 

これまでの介護給付の実績や高齢化の進行に伴う要介護認定者の増加等を踏まえ、第８

期計画（2021年度（令和３年度）～2023年度（令和５年度））における介護保険サー

ビスの量を次のとおり見込みました。 

 

１ 介護予防サービスの見込量 

要支援者を対象とした居宅介護予防サービスの見込量は次のとおりです。 

 

  

  

2021年度 2022年度 2023年度 合計

給付費（千円） 155 156 156      156     468
回数（回/月） 1.5 1.5 1.5      1.5     
実利用人数(人/月) 1 1 1        1       
給付費（千円） 124,405 136,032 142,922 147,837 426,791
回数（回/月） 2,680.5 2,910.0 3,057.1 3,163.4
実利用人数(人/月) 385 420 442 458
給付費（千円） 11,255 13,896 13,904 14,432 42,232
回数（回/月） 325.2 399.3 399.3 414.5
実利用人数(人/月) 28 30 30 31
給付費（千円） 19,460 21,133 22,784 23,330 67,247
実利用人数(人/月) 215 232 250 256
給付費（千円） 231,879 260,126 260,270 260,270 780,666
実利用人数(人/月) 591 671 671 671
給付費（千円） 15,700 14,956 14,964 15,604 45,524
日数（日/月） 251.4 237.9 237.9 248.1
実利用人数(人/月) 25 24 24 25
給付費（千円） 1,051 1,058 1,058 1,058 3,174
日数（日/月） 10.0 10.0 10.0 10.0
実利用人数(人/月) 2 2 2 2
給付費（千円） 64,944 70,977 71,016 71,016 213,009
実利用人数(人/月) 64 72 72 72
給付費（千円） 147,133 148,613 150,889 153,166 452,668
実利用人数(人/月) 2,200 2,226 2,266 2,306
給付費（千円） 9,689 9,651 11,055 11,055 31,761
人数（人/月） 36 36 41 41

625,671 676,598 689,018 697,924 2,063,540

給付費（千円） 49,842 57,032 57,032 57,032 171,096
人数（人/月） 43 49 49 49
給付費（千円） 147,853 150,664 153,522 156,296 460,482
実利用人数(人/月) 2,737 2,772 2,823 2,874

823,366 884,294 899,572 911,252 2,695,118

介護予防短期入所療
養介護

区　　分
2020年度
見込み

第８期

介護予防訪問入浴介
護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビ
リテーション

介護予防居宅療養管
理指導

介護予防通所リハビ
リテーション

介護予防短期入所生
活介護

合計（千円）

介護予防特定施設入
居者生活介護

介護予防福祉用具貸
与

特定介護予防福祉用
具販売

小計（千円）

介護予防住宅改修

介護予防支援
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２ 地域密着型介護予防サービスの見込量 

要支援者を対象とした地域密着型介護予防サービスの見込量は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021年度 2022年度 2023年度 合計

給付費（千円） 675 679 679 679 2,037
回数（回/月） 7.6 7.6 7.6 7.6
実利用人数(人/月) 1 1 1 1
給付費（千円） 74,320 73,082 73,688 74,253 221,023
実利用人数(人/月) 88 85 86 87
給付費（千円） 7,430 7,476 7,480 7,480 22,436
実利用人数(人/月) 3 3 3 3

82,425 81,237 81,847 82,412 245,496

第８期

介護予防認知症対応
型通所介護

合計（千円）

介護予防小規模多機
能型居宅介護

介護予防認知症対応
型共同生活介護

区　　分
2020年度
見込み
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３ 居宅サービスの見込量 

要介護者を対象とした居宅サービスの見込量は次のとおりです。 

 

 

  

2021年度 2022年度 2023年度 合計

給付費（千円） 4,125,343 4,290,981 4,518,022 4,721,686 13,530,689

回数（回/月） 134,835.3 139,399.2 146,714.4 153,351.5

実利用人数(人/月) 3,615 3,760 3,935 4,094

給付費（千円） 62,959 68,411 71,752 75,586 215,749

回数（回/月） 443.9 479.3 502.5 529.3

実利用人数(人/月) 99 105 110 116

給付費（千円） 818,560 890,762 952,325 990,033 2,833,120

回数（回/月） 15,211.1 16,453.0 17,575.0 18,271.0

実利用人数(人/月) 1,729 1,922 2,054 2,134

給付費（千円） 49,107 57,869 60,616 66,321 184,806

回数（回/月） 1,486.0 1,742.6 1,824.6 1,996.7

実利用人数(人/月) 115 123 129 140

給付費（千円） 351,149 399,874 420,984 437,501 1,258,359

実利用人数(人/月) 3,391 3,838 4,037 4,195

給付費（千円） 4,068,085 4,389,786 4,671,359 4,922,069 13,983,214

回数（回/月） 46,734.3 50,059.3 53,126.0 55,896.9

実利用人数(人/月) 4,060 4,335 4,592 4,825

給付費（千円） 981,832 1,162,177 1,162,822 1,162,822 3,487,821

回数（回/月） 9,688.4 11,343.5 11,343.5 11,343.5

実利用人数(人/月) 1,212 1,272 1,272 1,272

給付費（千円） 1,682,168 1,678,216 1,720,857 1,777,605 5,176,678

日数（日/月） 17,258.8 17,205.2 17,605.8 18,152.0

実利用人数(人/月) 1,022 1,073 1,098 1,131

給付費（千円） 41,928 45,177 49,516 50,729 145,422

日数（日/月） 306.6 329.0 360.9 370.0

実利用人数(人/月) 36 39 43 44

給付費（千円） 1,170,520 1,173,766 1,200,049 1,226,783 3,600,598

実利用人数(人/月) 518 517 528 539

給付費（千円） 825,347 873,101 922,701 948,170 2,743,972

実利用人数(人/月) 5,720 5,953 6,200 6,326

給付費（千円） 26,775 28,650 30,047 31,406 90,103

人数（人/月） 80 85 89 93

14,203,773 15,058,770 15,781,050 16,410,711 47,250,531

給付費（千円） 57,616 58,163 60,437 62,754 181,354

人数（人/月） 49 49 51 53

給付費（千円） 1,569,903 1,615,508 1,659,704 1,695,262 4,970,474

実利用人数(人/月) 9,182 9,364 9,583 9,763

15,831,292 16,732,441 17,501,191 18,168,727 52,402,359

短期入所療養介護

区　　分
2020年度
見込み

第８期

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテー
ション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテー
ション

短期入所生活介護

合計（千円）

特定施設入居者生活
介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

小計（千円）

住宅改修

居宅介護支援
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４ 地域密着型サービスの見込量 

要介護者を対象とした地域密着型サービスの見込量は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 介護保険施設サービスの見込量 

介護保険施設サービスの見込量は次のとおりです。 

 

 

2021年度 2022年度 2023年度 合計

給付費（千円） 66,735 70,238 75,340 71,495 217,073

実利用人数(人/月) 32 36 39 37

給付費（千円） -         － － － －

実利用人数(人/月) -         － － －

給付費（千円） 1,116,878 1,283,344 1,284,056 1,284,056 3,851,456

回数（回/月） 12,199.7 13,964.2 13,964.2 13,964.2

実利用人数(人/月) 1,302 1,459 1,459 1,459

給付費（千円） 164,371 175,769 179,106 185,316 540,191

回数（回/月） 1,338.7 1,421.1 1,446.8 1,496.8

実利用人数(人/月) 103 110 112 116

給付費（千円） 885,740 888,599 898,989 914,408 2,701,996

実利用人数(人/月) 406 405 408 413

給付費（千円） 3,104,360 3,176,428 3,237,768 3,237,768 9,651,964

実利用人数(人/月) 1,007 1,024 1,043 1,043

給付費（千円） -         － － － －

実利用人数(人/月) -         － － －

給付費（千円） 2,160,990 2,312,945 2,314,229 2,411,254 7,038,428

実利用人数(人/月) 628 668 668 696

給付費（千円） 333,428 374,557 397,920 414,653 1,187,130

実利用人数(人/月) 115 128 136 141

7,832,504 8,281,880 8,387,408 8,518,950 25,188,238

区　　分
2020年度
見込み

第８期

合計（千円）

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

小規模多機能型居宅
介護

認知症対応型共同生
活介護

地域密着型特定施設
入居者生活介護

地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護

認知症対応型通所介
護

看護小規模多機能型
居宅介護

地域密着型通所介護

2021年度 2022年度 2023年度 合計

給付費（千円） 4,504,254 4,531,918 4,534,433 4,534,433 13,600,784

実利用人数(人/月) 1,490 1,490 1,490 1,490

給付費（千円） 3,852,483 3,876,144 3,878,295 3,878,295 11,632,734

実利用人数(人/月) 1,164 1,164 1,164 1,164

給付費（千円） 215,687 141,364 141,443 141,443 424,250

実利用人数(人/月) 50 33 33 33

給付費（千円） 639,380 879,461 879,949 879,949 2,639,359

実利用人数(人/月) 147 200 200 200

9,211,804 9,428,887 9,434,120 9,434,120 28,297,127合計（千円）

区　　分
2020年度
見込み

第８期

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設
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６ 介護予防・日常生活支援総合事業の見込量 

介護予防・日常生活支援総合事業の見込量は次のとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021年度 2022年度 2023年度 合計

事業費（千円） 123,784 131,211 133,207 136,893 401,311

実利用人数(人/月) 478 498 506 520

事業費（千円） 592,346 655,512 666,761 684,936 2,007,209

実利用人数(人/月) 1,659 1,812 1,841 1,892

事業費（千円） 131,515 134,958 137,103 140,826 412,887

実利用人数(人/月) 824 834 847 870

事業費（千円） 486,511 545,426 554,385 569,628 1,669,439

実利用人数(人/月) 1,830 2,040 2,073 2,130

事業費（千円） 9,468 12,100 12,276 12,514 36,890

実利用人数 138 150 155 158

事業費（千円） 51 200 964 990 2,154

実利用人数 3 9 73 75

事業費（千円） 21 190 215 231 636

実利用人数 3 13 13 14

事業費（千円） 157,948 169,826 172,513 177,182 519,521

実利用人数(人/月) 2,916 3,121 3,176 3,263

1,501,644 1,649,423 1,677,424 1,723,200 5,050,047

運動器機能向上
（通所サービス）

短
期
集
中
型

介護予防ケアマネジメント

口腔機能向上
（通所サービス）

栄養改善
（訪問サービス）

合計（千円）

区　　分
2020年度
見込み

第８期

介
護
予
防
型

基
準
緩
和
型

訪問サービス

通所サービス

訪問サービス

通所サービス
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７ 第８期保険給付費の見込総額及び保険料額と将来推計 

第８期（2021年度（令和３年度）～2023年度（令和５年度））の保険給付費の見込

総額及び保険料基準月額と、高齢者数の推移等から算出される 2025 年度及び 2040 年

度の各数値の将来推計は次のとおりです。 

 

 
 

 

単位：千円 

・介護保険料は、３年間の保険給付等に要する費用の見込みに基づき、その額を設定しており、保険給付等に

要する費用の23％分を65歳以上の第１号被保険者の保険料で賄うこととなっています。 

・負担割合は、税金（国、県、市）で50％、保険料（40歳以上の方の保険料）で50％の構成となっています。 

（参考）
第９期

（参考）
第14期

2021年度 2022年度 2023年度 合計 2025年度 2040年度

居宅サービス 15,735,368 16,470,068 17,108,635 49,314,071 17,675,298 21,137,768

地域密着型
サービス

8,363,117 8,469,255 8,601,362 25,433,734 9,150,326 11,190,291

施設サービス 9,428,887 9,434,120 9,434,120 28,297,127 9,804,944 12,865,024

居宅介護支援 1,766,172 1,813,226 1,851,558 5,430,956 1,915,767 2,437,381

住宅改修 115,195 117,469 119,786 352,450 122,076 135,158

高額介護サービス 915,219 928,999 956,003 2,800,221 965,032 1,100,425

高額医療合算
介護サービス

146,920 151,451 155,854 454,225 171,910 231,814

特定入所者介護
サービス

851,938 779,557 802,753 2,434,248 832,058 1,073,397

審査支払手数料 28,145 28,947 29,760 86,852 31,369 40,227

合　計 37,350,961 38,193,092 39,059,831 114,603,884 40,668,780 50,211,485

地域支援事業 2,322,226 2,350,373 2,399,470 7,072,069 2,480,213 2,657,826

保健福祉事業 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300

保険料基準月額
6,700円
程度

9,500円
程度

区　　分

第８期

6,590円
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第３節  日常生活圏域ごとの地域密着型サービスの見込量 
 

第８期計画（2021年度（令和３年度）～2023年度（令和５年度））における日常生

活圏域ごとの地域密着型サービスの見込量（定員）は次のとおりです。なお、第８期中の

整備量については、第８期見込量に含みます。 

 

 

  第８期
見込量

第８期の
整備量

第８期
見込量(定員)

第８期の
整備量

第８期
見込量(定員)

第８期の
整備量

① きしかわ － － 9 － － －

② ふくひさ － － 117 － － －

③ かすが － － 47 － 12 －

④ おおてまち － － － － － －

⑤ さくらまち － － 31 － － －

⑥ たがみ － － 38 － － －

⑦ もろえ － － 51 － － －

⑧ くらつき － － 90 － 12 －

⑨ えきにしほんまち － － 54 － － －

⑩ ひろおか － － 43 － 10 －

⑪ かみあらや － － 31 － － －

⑫ きたづか － － 72 － － －

⑬ とびうめ － － 48 － － －

⑭ みつくちしんまち － － 25 － 23 －

⑮ ながさか － － 20 － － －

⑯ いずみの 37 － 149 － － －

⑰ ありまつ － － 29 － 12 －

⑱ やましな － － 104 － 12 －

⑲ まがえ － － 33 － － －

37 － 991 － 81 －

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

地域密着型通所介護

合　　計

日常生活圏域

認知症対応型通所介護
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単位：人 

第８期
見込量(定員)

第８期の
整備量

第８期
見込量(定員)

第８期の
整備量

第８期
見込量(定員)

第８期の
整備量

第８期
見込量(定員)

第８期の
整備量

25 － 27 － 29 －

29 － 90 － 29 －

76 － 81 － 58 29

24 － 54 － 58 －

25 － 18 － 29 －

29 － 36 － 29 －

29 － 63 － 58 －

87 － 81 18 58 －

25 － 54 － 29 －

24 － 54 － 29 －

25 － 45 － 56 －

25 － 33 － 58 －

47 － 84 － 29 －

29 － 54 － 29 －

29 － 18 － 29 －

25 － 53 － 29 －

25 － 72 － 29 －

29 － 72 － 29 －

25 － 63 － 29 －

632 － 1,052 18 723 29 229 －

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

－

－

－

認知症対応型共同生活介護

58

84

87

小規模多機能型居宅介護
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【参考】日常生活圏域別のサービス事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2020年（令和２年）10月１日現在 

 

 

 

 

  

① きしかわ 2 　　　－ 8 8 19 4 4

② ふくひさ 7 　　　－ 16 7 40 4 9

③ かすが 7 1 11 7 26 1 8

④ おおてまち 3 　　　－ 8 3 34 5 9

⑤ さくらまち 3 　　　－ 15 6 29 1 7

⑥ たがみ 7 　　　－ 7 3 29 6 5

⑦ もろえ 5 　　　－ 18 9 32 9 9

⑧ くらつき 11 　　　－ 14 4 35 7 6

⑨ えきにしほんまち 11 　　　－ 15 4 43 10 5

⑩ ひろおか 9 1 20 10 55 6 13

⑪ かみあらや 7 　　　－ 4 3 26 5 3

⑫ きたづか 15 　　　－ 12 4 29 7 4

⑬ とびうめ 5 1 10 6 43 3 6

⑭ みつくちしんまち 5 　　　－ 3 2 20 6 4

⑮ ながさか 3 　　　－ 13 5 31 3 7

⑯ いずみの 16 　　　－ 16 8 50 8 14

⑰ ありまつ 8 　　　－ 6 2 18 7 2

⑱ やましな 6 　　　－ 12 3 31 8 5

⑲ まがえ 15 　　　－ 10 3 22 10 4

145 3 218 97 612 110 124

訪問リハビリ
テーション

居宅療養管理
指導

通所介護
通所リハビリ
テーション

訪問看護訪問入浴介護

合　　計

日常生活圏域 訪問介護
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5 2 　　　－ 　　　－ 　　　－ 4 　　　－ 2 －

2 3 1 3 2 6 　　　－ 8 －

　　　－ 1 2 4 3 6 　　　－ 3 1

2 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 3 　　　－ 　　　－ －

1 　　　－ 2 1 1 6 　　　－ 2 －

5 2 　　　－ 　　　－ 　　　－ 9 　　　－ 4 －

4 1 1 7 6 14 　　　－ 5 －

2 1 2 3 3 12 　　　－ 5 1

1 　　　－ 1 3 4 8 　　　－ 3 －

2 1 1 6 5 9 　　　－ 3 1

2 　　　－ 　　　－ 1 1 5 　　　－ 3 －

2 　　　－ 2 7 6 15 　　　－ 6 －

3 　　　－ 　　　－ 　　　－ 0 5 　　　－ 5 －

4 　　　－ 1 2 2 7 　　　－ 2 2

1 1 　　　－ 1 1 4 　　　－ 2 －

4 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 9 1 11 －

2 　　　－ 　　　－ 2 2 7 　　　－ 3 1

1 　　　－ 1 1 1 12 　　　－ 8 1

1 1 1 2 2 15 　　　－ 3 －

44 13 15 43 39 156 1 78 7

定期巡回・
随時対応型

訪問介護看護

地域密着型
通所介護

認知症対応型
通所介護

短期入所療養
介護

特定施設入居
者生活介護

福祉用具貸与
特定福祉用具

販売
居宅介護支援

短期入所生活
介護
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① きしかわ 1 1 1 　　　－ 4 2 　　　－ 　　　－ 67

② ふくひさ 1 4 1 　　　－ 1 2 1 　　　－ 118

③ かすが 3 4 1 1 　　　－ 1 　　　－ 　　　－ 91

④ おおてまち 1 3 2 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 73

⑤ さくらまち 1 1 1 　　　－ 　　　－ 　　　－ 3 　　　－ 80

⑥ たがみ 1 2 1 　　　－ 2 2 　　　－ 　　　－ 85

⑦ もろえ 1 4 2 1 1 1 　　　－ 　　　－ 130

⑧ くらつき 3 3 2 　　　－ 1 1 　　　－ 　　　－ 116

⑨ えきにしほんまち 1 3 1 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 113

⑩ ひろおか 1 3 1 　　　－ 1 1 　　　－ 1 150

⑪ かみあらや 1 2 2 　　　－ 1 　　　－ 　　　－ 　　　－ 66

⑫ きたづか 1 2 2 　　　－ 1 　　　－ 　　　－ 　　　－ 115

⑬ とびうめ 2 4 1 　　　－ 1 　　　－ 　　　－ 　　　－ 95

⑭ みつくちしんまち 1 3 1 　　　－ 4 　　　－ 　　　－ 　　　－ 69

⑮ ながさか 1 1 1 　　　－ 1 1 　　　－ 　　　－ 77

⑯ いずみの 1 3 1 　　　－ 2 　　　－ 　　　－ 　　　－ 144

⑰ ありまつ 1 4 1 1 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 67

⑱ やましな 1 4 1 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 96

⑲ まがえ 1 3 1 2 　　　－ 1 　　　－ 　　　－ 97

24 54 24 5 20 12 4 1 1,849

看護小規模
多機能型居宅

介護

介護老人福祉
施設

介護老人保健
施設

介護療養型
医療施設

合　計介護医療院

合　　計

日常生活圏域
小規模多機能
型居宅介護

認知症対応型
共同生活介護

地域密着型
介護老人福祉
施設入居者
生活介護
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介護予防型
訪問サービス

基準緩和型
訪問サービス

介護予防型
通所サービス

基準緩和型
通所サービス

① きしかわ 1 0 6 4 11

② ふくひさ 4 0 12 7 23

③ かすが 3 2 5 3 13

④ おおてまち 3 3 5 3 14

⑤ さくらまち 2 2 3 4 11

⑥ たがみ 5 1 9 6 21

⑦ もろえ 4 1 12 4 21

⑧ くらつき 6 4 13 6 29

⑨ えきにしほんまち 6 4 14 9 33

⑩ ひろおか 6 4 10 7 27

⑪ かみあらや 5 4 7 3 19

⑫ きたづか 11 7 11 7 36

⑬ とびうめ 3 2 9 6 20

⑭ みつくちしんまち 5 1 6 3 15

⑮ ながさか 4 4 4 4 16

⑯ いずみの 13 9 17 14 53

⑰ ありまつ 6 3 7 4 20

⑱ やましな 5 5 18 11 39

⑲ まがえ 10 5 10 4 29

102 61 178 109 450合　　計

合　計日常生活圏域

介護予防・日常生活支援総合事業
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【参考】日常生活圏域ごとの高齢者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2020年（令和２年）10月１日現在 

総人口 65歳以上 総世帯数
高齢者単独

世帯数

高齢者
夫婦のみ
世帯数

高齢者のみ
世帯数

高齢者が
属する
世帯数

① きしかわ 17,522 5,650 7,646 1,542 989 87 1,331

② ふくひさ 23,683 5,826 10,317 1,567 1,099 53 1,353

③ かすが 19,827 5,911 9,105 1,760 1,043 73 1,362

④ おおてまち 11,575 4,451 6,193 1,570 807 50 822

⑤ さくらまち 15,196 5,354 7,811 1,695 1,015 57 1,065

⑥ たがみ 25,027 5,741 11,934 1,590 1,083 69 1,270

⑦ もろえ 29,917 7,499 13,038 1,843 1,426 81 1,784

⑧ くらつき 28,127 7,275 12,133 1,879 1,300 95 1,811

⑨
えきにし
ほんまち

39,036 7,869 17,270 2,051 1,429 73 2,003

⑩ ひろおか 22,514 5,915 11,686 2,018 1,002 58 1,263

⑪ かみあらや 29,179 7,066 12,876 1,814 1,357 58 1,708

⑫ きたづか 32,203 7,449 14,231 2,018 1,378 71 1,785

⑬ とびうめ 11,805 4,010 6,399 1,333 737 52 767

⑭
みつくち
しんまち

29,376 9,331 14,321 3,350 1,657 79 1,822

⑮ ながさか 18,326 4,624 8,342 1,452 865 44 960

⑯ いずみの 28,544 8,290 14,399 2,745 1,410 85 1,836

⑰ ありまつ 20,656 5,359 9,715 1,648 1,028 46 1,158

⑱ やましな 23,510 6,399 10,853 1,721 1,268 62 1,435

⑲ まがえ 24,786 6,926 10,961 1,727 1,465 51 1,531

450,809 120,945 209,230 35,323 22,358 1,244 27,066合　　計

日常生活圏域
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要支援１ 要支援２ 予防計 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 介護計
要介護度
総合計

79 155 234 199 197 178 121 75 770 1,004

134 147 281 237 238 128 140 85 828 1,109

158 196 354 242 230 194 110 86 862 1,216

160 169 329 178 173 119 88 67 625 954

131 166 297 238 197 128 121 89 773 1,070

100 144 244 241 211 175 144 82 853 1,097

163 185 348 244 265 176 142 118 945 1,293

132 198 330 318 271 190 141 119 1,039 1,369

152 206 358 296 258 164 147 102 967 1,325

124 184 308 276 223 160 115 78 852 1,160

134 166 300 270 204 154 145 104 877 1,177

125 208 333 310 232 176 128 85 931 1,264

136 158 294 217 169 115 79 73 653 947

271 271 542 371 350 357 227 160 1,465 2,007

110 130 240 223 195 139 102 76 735 975

248 221 469 352 280 202 167 97 1,098 1,567

139 134 273 220 182 115 125 89 731 1,004

165 190 355 276 221 159 125 94 875 1,230

165 199 364 251 210 128 105 92 786 1,150

2,826 3,427 6,253 4,959 4,306 3,157 2,472 1,771 16,665 22,918

単位：人 
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第１節  検討の経緯 

 

１ 金沢市介護保険運営協議会委員 

2021年（令和３年）３月現在（50音順 敬称略） 

氏    名 職 ・ 団 体 等 

石 田 道 彦 金沢大学人間社会学域法学類教授 

  石 原 俊 彦 金沢市介護サービス事業者連絡会理事 

糸 野 隆 志 公募委員 

  北 島 一 惠 公募委員 

神 戸 晃 男 石川県理学療法士会会長 

小 林 千 鶴 石川県看護協会専務理事 

○ 曽 我 千 春 金沢星稜大学経済学部教授 

高 木 治 仁 金沢市歯科医師会理事 

髙 野 善 一  金沢市民生委員児童委員協議会会長 

 竹 内 正 勇 金沢市医師会理事 

田 中 弘 幸 金沢市身体障害者団体連合会副会長 

中   法 与 石川県介護支援専門員協会金沢支部相談役 

中 川 一 成 金沢市町会連合会会長 

能木場 由紀子 金沢市校下婦人会連絡協議会会長 

橋 本 昌 子 金沢市薬剤師会常務理事 

東 川 哲 朗 石川県作業療法士会会長 

前 田 直 大 金沢市介護サービス事業者連絡会会長 

◎ 丸 口 邦 雄 金沢市社会福祉協議会会長 

水 浦 玲 奈 連合石川かなざわ地域協議会 

宮 森 弘 美 公募委員 

山 崎 満 栄 金沢市老人連合会理事 

（◎会長 ○副会長） 
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令和２年度第２回金沢市介護保険運営協議会（2020年（令和２年）11月 30日撮影） 
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２ 第７期長寿安心プランワーキング委員 

2021年（令和３年）３月現在（50音順 敬称略） 

氏    名 職 ・ 団 体 等 

◎ 石 田 道 彦 金沢大学人間社会学域法学類教授 

石 原 俊 彦 金沢市介護サービス事業者連絡会理事 

糸 野 隆 志 公募委員 

北 島 一 惠 公募委員 

神 戸 晃 男 石川県理学療法士会会長 

○ 曽 我 千 春 金沢星稜大学経済学部教授 

中   法 与 石川県介護支援専門員協会金沢支部相談役 

水 浦 玲 奈 連合石川かなざわ地域協議会 

宮 森 弘 美 公募委員 

（◎部会長 ○副部会長） 

 

 

 

第９回長寿安心プランワーキング（2020年（令和２年）12月 21日撮影） 
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３ 検討の経過 

金沢市介護保険運営協議会、第７期長寿安心プランワーキング及び市民フォーラムの開

催日程及び内容等は次のとおりです。 

 

 ※ 当初、３回（７月、10 月（市内８箇所）、１月）の市民フォーラムを予定していまし

たが、新型コロナウイルス感染症防止のため、動画配信等による情報発信及びアンケート

による意見募集を行う形式としました。 

 

 

年月日 会 議 内 容 

2020年 

(令和２年) 

２月５日 

 ～18日 

◎介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

４月24日 ○第１回ワーキング 

 １ 部会長及び副部会長の選任（案）について 

 ２ 長寿安心プラン2021の策定プロセスについて 

 ３ 策定のスケジュールについて  

６月２日 ○第２回ワーキング 

 １ 第１回市民フォーラムの開催方法等の変更（案）について 

 ２ 「長寿安心プラン2018」施策目標に対する具体的取組の評価 

  （第１節～第３節） 

６月22日 ○第３回ワーキング 

 １ 「長寿安心プラン2018」施策目標に対する具体的取組の評価 

   （第４節～第７節） 

 ２ 「金沢市の介護保険の現状と課題について」の配信について 

７月27日 ■「金沢市の介護保険の現状と課題について」の動画配信 

  市民フォーラムの代替として金沢市公式YouTubeに動画配信 

【内 容】 

    ・金沢市の介護保険の現状と本市の高齢者施策について 

    ・次期介護保険事業計画に向けて取り組むべき課題について 

７月30日 ○第４回ワーキング 

 １ 「長寿安心プラン2021」策定に向けての課題  
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８月７日 ●第１回金沢市介護保険運営協議会 

 １ 報 告 

  (1) 介護保険の実施状況について 

  (2) 地域包括支援センター専門部会からの報告 

  (3) 第８期介護保険事業計画基本指針(案)について 

(4) 長寿安心プラン2021策定と地域包括ケアシステム推進基本構想 

見直しのスケジュールについて 

 ２ 議 事 

  (1) 長寿安心プラン2018策定に向けての課題について   

８月28日 ○第５回ワーキング 

１ 市民フォーラムについて                                                                              

 ２ 介護人材確保対策について 

10月２日 ○第６回ワーキング 

 １ 長寿安心プラン2021の策定に係る意見収集の方法について                                                                             

 ２ 次期長寿安心プランで定める事項について 

10月13日 

～ 

11月10日 

 

■市民フォーラム（動画配信等とアンケートによる実施） 

 １ 情報発信 

  (1) 金沢市公式YouTubeに動画配信 

   ・金沢市の介護保険の現状と高齢者施策について 

   ・次期介護保険事業計画に向けて取り組むべき課題について 

  (2) ホームページに資料掲載 

   ・「長寿安心プラン2021」（次期介護保険事業計画）策定に向けての

課題 

   ・次期介護保険制度改正について（国方針） 

 ２ 市民アンケート 

  (1) 内容 

   ・長寿安心プラン2021の策定に向けての課題 

   ・金沢市の高齢者施策に関する意見 など 

10月27日 ○第７回ワーキング 

１ 在宅医療・介護連携推進事業について 

２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果について 

11月20日 ○第８回ワーキング 

 １ 市民フォーラムの開催について 

 ２ アンケート調査結果の概要について 

 ３ 長寿安心プラン2021の骨子（案）について 
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11月30日 ●第２回金沢市介護保険運営協議会 

 １ 報 告 

  (1) 金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想の進捗状況等について 

  （2）長寿安心プラン2021の策定に係る市民フォーラムの実施結果に 

ついて 

 ２ 議 事 

  (1) 長寿安心プラン2021の骨子（案）について 

12月21日 

   ～ 

(令和３年) 

１月19日 

◎パブリックコメント手続の実施 

 

 

 

 

12月21日 ○第９回ワーキング 

 １ 「長寿安心プラン骨子案」の動画配信について 

 ２ 長寿安心プラン2021（第１章～第４章） 

 ３ 長寿安心プラン（第８期）における施設整備計画（案）について 

１月18日 

～ 

２月18日 

■「長寿安心プラン骨子案」の動画配信 

市民フォーラムの代替として金沢市公式YouTubeに動画配信 

【内 容】 

ワーキング部会長及び副部会長による骨子案の概要説明 

１月26日 ○第10回ワーキング 

 １ 長寿安心プラン2021（第５章） 

２月12日 ○第11回ワーキング 

 １ 長寿安心プラン2021（第６章～第７章） 

２ 第８期介護保険料（案）について 

２月18日 ●第３回金沢市介護保険運営協議会 

  議 事 

  (1) 「長寿安心プラン2021」の市長建議案について  

  (2) 第８期の施設整備と介護保険料について 

 (3) 金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想の見直し案について 
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第２節  市民アンケートの概要 

 

１ 目  的   

長寿安心プラン2021策定に当たり、市民との意見交換を図るために開催を予定してい

た 10 月の市民フォーラムについて、新型コロナウイルス感染症防止のため、動画配信等

による情報発信及びアンケートによる意見募集を行う形式としました。 

アンケートの意見は、長寿安心プラン2021の策定に活かし、市民のニーズに対応した

プランの策定につなげます。 

 

２ 実施内容   

 （１）アンケート項目 

・長寿安心プラン2021の策定に向けての課題 

・金沢市の高齢者施策に関する意見 

・その他介護保険に関する意見・感想 

（２）意見募集期間 

令和２年10月13日（火）～11月13日（金） 

（３）意見収集方法 

市ホームページの専用フォームからの入力又はＦＡＸ・郵送受付等 

 

３ アンケート結果について   

（１）回答者数 

  251人 

（２）回答方法 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＨＰ上の回答フォーム 112人 

ＦＡＸ 73人 

郵送及び窓口提出 57人 

Ｅメール 9人 

全体 251人 
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（３）回答者の年齢及び属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）意見等の主な内容 

ア 多様な住まいの確保 

 ・高齢者が住む住居のリフォーム助成を充実して欲しい。 

    ・介護を家族任せにするのでは無く、早めに終の住みかとなる施設を選択したい。 

    ・施設の入居順番待ちが長いので増設して欲しい。 

    ・施設は足りているので、これ以上増設する必要はないと思う。 

    ・高齢者向け住宅及び施設の質を確保して欲しい。 

 

イ 介護サービス・在宅医療の提供体制の充実 

 ・介護人材が不足しているので改善して欲しい。 

    ・介護人材の賃金を改善して欲しい。 

    ・介護人材の働き方改革を実施して欲しい。 

    ・介護人材の質の向上が必要だと感じる。 

    ・文書負担軽減の施策を推進して欲しい。 

    ・要介護度の悪化を防ぐためリハビリテーションを推進して欲しい。 

    ・在宅看取りの取組について、もっと周知して欲しい。 

・在宅医療の充実、かかりつけ医の柔軟な対応ができるような施策を推進して欲しい。 

・少しでも長く安心して自宅で過ごせる在宅医療の充実を望む。 

・自治体間での認定審査結果に差が付かないようして欲しい。 

    ・高齢者を支える家族の支援の強化をして欲しい。 

 

年代 人数 

20歳代 3 

30歳代 23 

40歳代 45 

50歳代 71 

60歳代 64 

70歳代 42 

80歳以上 2 

無回答 1 

全体 251 

属性 人数 

介護サービス利用者 3 

利用者家族 14 

ケアマネジャー 41 

介護サービス事業所職員 69 

民生委員 85 

学生 0 

その他（看護職員等） 38 

無回答 1 

全体 251 
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ウ 生活支援・介護予防の提供体制の拡充 

 ・交通支援の施策を実施して欲しい。 

    ・フレイル予防を、65歳程から生活に取り入れるよう早めに周知すべきだと思う。 

・高齢者のADLを下げないような取組が必要と考える。 

    ・健康な長寿を目差すために、予防に関する取組が必要だと思う。 

    ・配食サービスを利用しやすくして欲しい。 

・もっと気軽にボランティア参加できるシステムを作って欲しい。 

    ・住み慣れた地域で、生活維持できる仕組みの強化を希望する。 

    ・骨折防止のために、健康診断に骨密度のチェックを追加して欲しい。 

 

エ 高齢者の社会参加の促進 

 ・元気高齢者が各種の支える側に参加するシステムが必要であると感じる。 

    ・高齢者の健康年齢を上げていくために、地域活動参加の後押しをして欲しい。 

・施設で過ごすより、在宅で過ごし高齢者が生涯現役で活躍できる生活が望ましい。 

 

オ 認知症の方を支える体制の充実 

 ・認知症になっても、できるだけ現在の生活を続けられる環境が大切だと思う。 

    ・「共生」は難しいと感じるが、認知症本人や家族が住みよい社会になって欲しい。 

    ・認知症を支える家族に対する支援体制の強化が必要だと思う。 

・認知症の方の自立にはリスクが伴うことを世間に知って欲しい。 

・「認知症ささえあいガイドブック」をもっと普及して欲しい。 

    ・徘徊対応のための「GPS対応機器」レンタルを介護保険で対応して欲しい。 

 

カ 高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築 

 ・地域包括支援センターの業務が多岐に渡りすぎていて人材が不足していると感じる。 

    ・高齢化の進行に伴い、地域包括支援センターとの連携強化が必要だと思う。 

    ・地域包括支援センターを高齢者が行きやすい場所に設置して欲しい。 

    ・孤立を防ぐための地域コミュニティが必要だと感じる。 

 

キ 市民への適切な情報提供と市民参加の促進 

・サービス提供の仕組を高齢者にもっと周知して欲しい。 

・若い年齢層から、介護に関する情報を知る機会が欲しい。 

    ・介護予防の取組を知らずに要介護になる人が多いので、もっと周知して欲しい。 

・学校で、認知症や高齢者問題に関する教育を実施して欲しい。 
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・介護保険制度がどのようなものなのかわかりにくいと感じる。 

 

ク その他新たな課題等 

 ・コロナ禍における事業継続の支援をして欲しい。 

・自然災害が多い現状、備えや対策を具体化して欲しい。 

    ・感染症への対策指示、マニュアルを整備して欲しい。 

・高齢者が感染症に関する研修などを体験できたらいいと思う。 

    ・有事に活用できる人材バンク（退職者など）のようなものが必要だと思う。 

    ・介護保険料が高いと感じる。 

    ・各種の申請手続きを簡素化して欲しい。 

    ・民生委員の高齢化が進み、地域で高齢者を支えることが難しくなっていると感じる。 

    ・認定を受けた方の安否等を確認するために、認定者の名簿を民生委員に提供して欲しい。 

    ・介護サービス事業者間でデータを共有できる仕組みを構築して欲しい。 

    ・サービスが本当に必要な人と、そうでない人との見極めをして欲しい。 

    ・若い世代に負担をかけないよう、高齢者には自助努力が必要だと考える。 

・介護保険制度全体の財政に不安を感じる。 

・高齢者が多くなっており、介護保険と町の活性化を柔軟に考えて欲しい。 
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第３節  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

【参考】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査票及び単純集計結果 

問１ あなたのご家族や生活状況について 

（１）家族構成をお教えください 

１．一人暮らし（18%）  ２．夫婦二人暮らし（配偶者65歳以上）（40%）          

３．夫婦二人暮らし（配偶者64歳以下）（5%）  ４．息子・娘と同居（19％） 

５．その他（13％） （無回答5％） 

（２）あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか 

１．介護・介助は必要ない （83%） 

２．何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない （8%） 

 ３．現在、何らかの介護を受けている 

（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）（6%） （無回答3%） 

① 【（２）において「１．介護・介助は必要ない」以外の方のみ】 

介護・介助が必要になった主な原因はなんですか（いくつでも） 

１．脳卒中（脳出血・脳梗塞等）（10%）  ２．心臓病 （１3％）   

３．がん（悪性新生物）（7%）  ４．呼吸器の病気（肺気腫･肺炎等）（6%） 

５．関節の病気（リウマチ等）（10%）  ６．認知症（アルツハイマー病等）（5%） 

７．パーキンソン病（2%）  ８．糖尿病（11%）  ９．腎疾患（透析）（4％） 

10．視覚・聴覚障害（10%）  11．骨折・転倒（16%）  12．脊椎損傷（7%） 

13．高齢による衰弱（21%）  14．その他（15%）  15．不明（1%） 

② 【（２）において「３．現在、何らかの介護を受けている」の方のみ】 

主にどなたの介護・介助を受けていますか（いくつでも） 

１．配偶者（夫・妻）（33%）  ２．息子（19%）  ３．娘（27%）   

４．子の配偶者（11%）  ５．孫（4%）  ６．兄弟・姉妹（2%）  

７．介護サービスのヘルパー（29%）       ８．その他（14%） 

（３）現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか 

１．大変苦しい（6%）  ２．やや苦しい（24%）  ３．ふつう（57％）   

４．ややゆとりがある（7%）  ５．大変ゆとりがある（1%） （無回答5%） 

（４）お住まいは一戸建て、または集合住宅のどちらですか   

 １．持家（一戸建て）（82%）  ２．持家（集合住宅）（5%）  ３．公営賃貸住宅（3％） 

 ４．民間賃貸住宅（一戸建て）（1％）  ５．民間賃貸住宅（集合住宅）（5％） 

６．借家（1％）  ７．その他（1％）  （無回答2%） 
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問２ からだを動かすことについて 

（１）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか   

 １．できるし、している（59%）  ２．できるけどしていない（21%）  ３．できない（18％）  

（無回答2%） 

（２）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか  

 １．できるし、している（75%）  ２．できるけどしていない（11%）   ３．できない（12％）  

（無回答2%） 

（３）１５分位続けて歩いていますか 

 １．できるし、している（73%）  ２．できるけどしていない（16%）   ３．できない（9％）  

（無回答2%） 

（４）過去１年間に転んだ経験がありますか 

 １．何度もある（9%）  ２．１度ある（22%）  ３．ない（68％）  （無回答1%） 

（５）転倒に対する不安は大きいですか 

 １．とても不安である（11%）  ２．やや不安である（35%）  

 ３．あまり不安でない（31％）  ４．不安でない（21％）  （無回答2%） 

（６）週に１回以上は外出していますか 

 １．ほとんど外出しない（4%）  ２．週１回（9%）  ３．週２～４回（40％） 

４．週５回以上（45％）  （無回答2%） 

（７）昨年と比べて外出の回数が減っていますか  

 １．とても減っている（3%）  ２．減っている（22%）  ３．あまり減っていない（30％） 

４．減っていない（44％）  （無回答1%） 

（８）外出を控えていますか  １．はい（18%） ２．いいえ（80%） （無回答2%） 

① 【（８）で「１．はい」外出を控えている方のみ】 

外出を控えている理由は、次のどれですか（いくつでも） 

１．病気（14%）  ２．障害（脳卒中の後遺症など）（4%）  ３．足腰などの痛み（55%） 

４．トイレの心配（失禁など）（15%） ５．耳の障害（聞こえの問題など）（8%） 

６．目の障害（8%）  ７．外での楽しみがない（15%） ８．経済的に出られない（10%） 

９．交通手段がない（15%）  10．その他（14%） 

（９）外出する際の移動手段は何ですか（いくつでも） 

１．徒歩（56%）  ２．自転車（19%）  ３．バイク（2%）   

４．自動車（自分で運転）（56%）  ５．自動車（人に乗せてもらう）（26%）   

６．電車（6%）  ７．路線バス（33%）  ８．病院や施設のバス（1%） 

９．車いす（0%）  10．電動車いす（カート）（0%）   

11．歩行器・シルバーカー（2%）  12．タクシー（16%）  13．その他（1%） 
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問３ 食べることについて 

（１）．身長（身長を記入）     体重（体重を記入）    

 １．低体重（BMI＜18.5）（8%）  ２．普通体重（18.5≦BMI＜25）（67%）  

３．肥満（25≦BMI）（22%）  （無回答3%）  

（２）半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 

 １．はい（30%）  ２．いいえ（68%）  （無回答2%） 

（３）お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい（27%）  ２．いいえ（72%） 

（無回答1%） 

（４）口の渇きが気になりますか １．はい（26%）  ２．いいえ（72%） （無回答2%） 

（５）歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日していますか  

 １．はい（91%）  ２．いいえ（8%）  （無回答1%） 

（６）歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください（成人の歯の総本数は、親知らずを含めて 32本です）  

 １．自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用（12%）   

２．自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし（32％）   

３．自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用（41%）   

４．自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし（11％）  （無回答4%） 

① 噛み合わせは良いですか  １．はい（78%）  ２．いいえ（18%）  （無回答4%） 

② 【（６）で「１．自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用」「３．自分の歯は19本以下、かつ入れ歯

を利用」の方のみ】毎日入れ歯の手入れをしていますか 

 １．はい（89%）  ２．いいえ（6%）  （無回答5%） 

（７）６ヶ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか 

１．はい（12%）  ２．いいえ（86%）  （無回答2％） 

（８）どなたかと食事をともにする機会はありますか 

１．毎日ある（56%）  ２．週に何度かある（9%）  ３．月に何度かある（16%） 

４．年に何度かある（11%）  ５．ほとんどない（7%）  （無回答1%） 
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問４ 毎日の生活について 

（１）物忘れが多いと感じますか  １．はい（40%）  ２．いいえ（57%）  （無回答3%） 

（２）自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 

 １．はい（83%）  ２．いいえ（15%）  （無回答2%）     

（３）今日が何月何日かわからない時がありますか 

 １．はい（20%）  ２．いいえ（78%）  （無回答2%） 

（４）バスや電車を使って一人で外出していますか（自家用車でも可） 

 １．できるし、している（81%）  ２．できるけどしていない（11%）  ３．できない（6％） 

   （無回答2%） 

（５）自分で食品・日用品の買物をしていますか 

 １．できるし、している（81%）  ２．できるけどしていない（13%）  ３．できない（4％） 

   （無回答2%） 

（６）自分で食事の用意をしていますか 

 １．できるし、している（69%）  ２．できるけどしていない（21%）  ３．できない（8％） 

   （無回答2%） 

（７）自分で請求書の支払いをしていますか 

 １．できるし、している（81%）  ２．できるけどしていない（14%）  ３．できない（3％） 

   （無回答2%） 

（８）自分で預貯金の出し入れをしていますか 

 １．できるし、している（82%）  ２．できるけどしていない（13%）  ３．できない（4％） 

   （無回答1%） 

（９）年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書けますか   

１．はい（89％）  ２．いいえ（9%）  （無回答2%） 

（１０）新聞を読んでいますか  １．はい（89%）  ２．いいえ（9%）  （無回答2%） 

（１１）本や雑誌を読んでいますか  １．はい（75%）  ２．いいえ（23%）  （無回答2%） 

（１２）健康についての記事や番組に関心がありますか 

 １．はい（88%）  ２．いいえ（10%）  （無回答2%） 

（１３）友人の家を訪ねていますか  １．はい（47%）  ２．いいえ（51%）  （無回答2%） 

（１４）家族や友人の相談にのっていますか   

１．はい（74%）  ２．いいえ（24%）  （無回答2%） 

（１５）病人を見舞うことができますか  １．はい（89%）  ２．いいえ（9%） 

    （無回答2%） 

（１６）若い人に自分から話しかけることがありますか   

１．はい（76%）  ２．いいえ（22%）  （無回答2%） 

（１７）趣味はありますか  １．趣味あり（74％）  ２．思いつかない（21％） 

  （無回答5%） 

（１８）生きがいはありますか   

１．生きがいあり（62％）  ２．思いつかない（30％）  （無回答8%） 
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問５ 地域での活動について 

（１）以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか 

① ボランティアのグループ 

１．週４回以上（1%） ２．週２～３回（2%） ３．週１回（1%） ４．月１～３回（5%） 

５．年に数回（7%） ６．参加していない（58%）  （無回答26%） 

② スポーツ関係のグループやクラブ 

１．週４回以上（4%） ２．週２～３回（8%） ３．週１回（5%） ４．月１～３回（4%） 

５．年に数回（3%） ６．参加していない（52%）  （無回答24%） 

③ 趣味関係のグループ 

１．週４回以上（2%） ２．週２～３回（5%） ３．週１回（7%）  

４．月１～３回（10%）  ５．年に数回（6%） ６．参加していない（47%）  （無回答23%） 

④ 学習・教養サークル 

１．週４回以上（1%） ２．週２～３回（1%） ３．週１回（2%） ４．月１～３回（4%） 

５．年に数回（5%） ６．参加していない（58%）  （無回答29%） 

⑤ （「転ばん元気な体づくり教室」、「すこやか筋力トレーニング教室」等）介護予防のための通いの場 

１．週４回以上（1%） ２．週２～３回（3%） ３．週１回（2%） ４．月１～３回（2%） 

５．年に数回（2%） ６．参加していない（64%）  （無回答26%） 

⑥ 老人クラブ 

１．週４回以上（0%） ２．週２～３回（1%） ３．週１回（0%） ４．月１～３回（2%） 

５．年に数回（7%） ６．参加していない（63%）  （無回答27%） 

⑦ 町内会・自治会 

１．週４回以上（1%） ２．週２～３回（1%） ３．週１回（1%） ４．月１～３回（5%） 

５．年に数回（24%） ６．参加していない（44%）  （無回答24%） 

⑧ 収入のある仕事 

１．週４回以上（16%） ２．週２～３回（6%） ３．週１回（1%）  

４．月１～３回（2%） ５．年に数回（2%） ６．参加していない（49%）  （無回答24%） 

（２）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくり

を進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと思いますか 

１．是非参加したい（7%）  ２．参加しても良い（47%）  ３．参加したくない（34％） 

４．既に参加している（5%）     （無回答7%） 

（３）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくり

を進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）として参加してみたいと思いますか 

１．是非参加したい（2%）  ２．参加しても良い（29%）  ３．参加したくない（57％） 

４．既に参加している（4%）     （無回答8%） 
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問６ たすけあいについて 

あなたとまわりの人の「たすけあい」についておうかがいします 

（１）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人（いくつでも） 

１．配偶者（54%）  ２．同居の子ども（19%）  ３．別居の子ども（34%） 

 ４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（31%） ５．近隣（10%）  ６．友人（41%） 

  ７．その他（3%）  ８．そのような人はいない（4%）  

（２）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人（いくつでも） 

１．配偶者（51%）  ２．同居の子ども（17%）  ３．別居の子ども（32%） 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（34%） ５．近隣（13%）  ６．友人（43%）   

７．その他（2%）  ８．そのような人はいない（6%） 

（３）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（いくつでも） 

１．配偶者（60%）  ２．同居の子ども（25%）  ３．別居の子ども（32%） 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（15%） ５．近隣（2%）  ６．友人（5%） 

７．その他（2%）  ８．そのような人はいない（6%） 

（４）反対に、看病や世話をしてあげる人（いくつでも） 

１．配偶者（60%）  ２．同居の子ども（20%）  ３．別居の子ども（25%） 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（25%） ５．近隣（3%）  ６．友人（7%） 

７．その他（2%）  ８．そのような人はいない（12%） 

（５）家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください（いくつでも） 

 １．自治会・町内会・老人クラブ（7%）  ２．社会福祉協議会・民生委員（11%） 

 ３． ケアマネジャー（8%）  ４．医師・歯科医師・看護師（32%）   

 ５．地域包括支援センター・役所・役場（12%）  ６．その他（7%）  

  ７．そのような人はいない（35%） 

（６）友人・知人と会う頻度はどれくらいですか 

１．毎日ある（8%） ２．週に何度かある（27%） ３．月に何度かある（28%） 

４．年に何度かある（19%）  ５．ほとんどない（14%）  （無回答4%） 

（７）この１ヶ月間、何人の友人・知人と会いましたか 

同じ人には何度会っても1人と数えることとします 

１．0人（いない）（13%）   ２．１～２人（24%）   ３．3～5人（25%） 

４．６～９人（10%）  ５．１０人以上（24%）  （無回答4%） 

（８）よく会う友人・知人はどんな関係の人ですか。（いくつでも） 

１．近所・同じ地域の人（41%）  ２．幼なじみ（8%）  ３．学生時代の友人（17%） 

４．仕事での同僚・元同僚（30%） ５．趣味や関心が同じ友人（39%） 

６．ボランティア等の活動での友人（8%）  ７．その他（10%）  ８．いない（8%） 
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問７ 健康について 

（１）現在のあなたの健康状態はいかがですか  

  １．とてもよい（10%）  ２．まあよい（69%）  ３．あまりよくない（17%） 

  ４．よくない（2%）  （無回答2%）  

（２）あなたは、現在どの程度幸せですか 

（「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、ご記入ください） 

0点（0%）  １点（0%）  2点（1％）  3点（2％）  4点（3％） 

5点（17％）  6点（9％）  7点（16％）  8点（23％）  9点（9％） 

10点（15％） （無回答5%） 

（３）この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか 

１．はい（36%） ２．いいえ（58%）  （無回答6%） 

（４）この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、 

あるいは心から楽しめない感じがありましたか 

 １．はい（22%）  ２．いいえ（74%）  （無回答4%） 

（５）お酒は飲みますか 

 １．ほぼ毎日飲む（24%）   ２．時々飲む（17%）   ３．ほとんど飲まない（28%） 

 ４．もともと飲まない（29%）  （無回答2%） 

（６）タバコは吸っていますか 

１．ほぼ毎日吸っている（8%）  ２．時々吸っている（2%）   

３．吸っていたがやめた（30%）  ４．もともと吸っていない（57%）  （無回答3%）   

（７）現在治療中、または後遺症のある病気はありますか（いくつでも） 

１．ない（15％）  ２．高血圧（40%）  ３．脳卒中（脳出血･脳梗塞等）（4%）   

４．心臓病（11%）  ５．糖尿病（14%）  ６．高脂血症（脂質異常）（12%） 

７．呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）（5%）  ８．胃腸・肝臓・胆のうの病気（6%） 

９．腎臓・前立腺の病気（9%） 10．筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）（15%） 

11．外傷（転倒・骨折等）（4%）  12．がん（悪性新生物）（5%）  

13．血液・免疫の病気（2%）  14．うつ病（1%）   

15．認知症（アルツハイマー病等）（1%） 16．パーキンソン病（0%）   

17．目の病気（17%）  18．耳の病気（6%）  19．その他（10%）  

 

問８ 認知症にかかる相談窓口の把握ついて 

（１）認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか 

 １．はい（10%）  ２．いいえ（86%）  （無回答4%） 

（２）認知症に関する相談窓口を知っていますか 

   １．はい（27%）  ２．いいえ（69%）  （無回答4%） 
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問９ 健康づくりや介護予防について 

（１）日常的に出かける場所はありますか（いくつでも） 

 １．友人・知人宅（22%）  ２．飲食店（29%）  ３．銭湯（20%） 

 ４．公共施設（図書館など）（14％）  ５．公民館などのサークルやサロン（12％） 

 ６．スポーツジムや体育施設（15％）    ７．デイサービス（5％） 

８．デパートやショッピングセンター（48％）  ９．その他（12％）   10．特になし（14％） 

（２）金沢市が行っている健康づくりや介護予防のための教室や出前講座があることを知っていますか 

   １．知っている（33%）  ２．知らない（60%）  （無回答7%） 

（３）あなたは、ふだんから健康づくりや介護予防のために取り組んでいることはありますか（いくつでも） 

 １．就労している（22%）  ２．散歩などできるだけ歩くようにしている（46%）   

３．食事や栄養に気をつけている（56%）  ４．体を動かす体操や運動をしている（38％） 

５．口の中を清潔にしている（47％）  ６．休養や睡眠を十分とっている（45％） 

７．こころの健康を保つようにしている（25％）  ８．健康診査を定期的に受けている（52％） 

９．家にこもらず外出しているようにしている（36％）   

10．趣味や地域活動に取り組んでいる（23％） 

11．読み書きや計算など頭を使う作業に取り組んでいる（28％） 

 12．まだ自分には必要ないと思う（3%）  13．その他（3％）  14．特になし（5％） 

（４）あなたは、健康づくりや介護予防のために、どのような教室や活動に参加してみたいですか 

（いくつでも） 

１．食事や栄養バランスに関すること（25%）  ２．お口の健康に関する事（8%） 

３．体操などの運動に関すること（28%）  ４．ウォーキングに関すること（16%） 

５．生活習慣病予防に関すること（19%）  ６．こころの病気に関すること（9%） 

７．認知症予防に関すること（24%）  ８．ボランティアに関すること（7%） 

９．その他（1%）  10．わからない（8%）  11．特になし（30%） 

（５）あなたは、健康づくりや介護予防のための教室や活動に参加する場合、どのような条件なら参加しやす

いですか（いくつでも） 

１．参加費が無料又は安価である（47%） ２．身近な場所である（歩いていける範囲）（53%） 

３．楽しみながら参加できる活動である（48%）  ４．一緒に取り組む仲間がいる（25%） 

５．短時間の活動である（１～２時間程度）（40%）   

６．健康づくりや介護予防の効果が実感できる（20%） 

７．自主的な取り組み対して活動費の助成がある（6%）  ８．その他（1％）   

９．特になし（17％） 

（６）今後、もしあなた自身、介護が必要となった場合、現在の住まいで自立した生活をする際に、必要と感

じることはありますか（いくつでも） 

１．配食（42%）  ２．調理（32%）  ３．掃除・洗濯（47%）   

４．買物（宅配は含まない）（39%）  ５．ゴミ出し（42%）   

６．外出同行（通院、買物など）（37%）  ７．移送サービス（介護・福祉タクシー）（31%）  

８．見守り、声かけ（19%）  ９．サロンなどの定期的な通いの場（11%） 

10．その他（3%）  11．特になし（11%）  
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（７）あなたは、介護保険制度、市で行っている健康づくりや介護予防のための教室等について知りたいとき

に、どのような方法で調べようと思いますか（いくつでも） 

１．市ホームページ（30%）  ２．友人や家族などから（35%）  ３．新聞（35%）   

４．地域包括支援センター（24%）  ５．パンフレット（19%）  ６．出前講座（2%）  

７．担当部署に電話で問合せ（28%） ８．その他（2%）  

 

問 10 地域包括支援センターについて 

（１）地域包括支援センターを知っていますか 

 １．知っている（30%）  ２．聞いたことはあるがよくわからない（28%） 

３．知らない（37%）       （無回答5%） 

（２）お住まいの地域を担当する地域包括支援センターの場所を知っていますか 

   １．知っている（50%）  ２．知らない（48%）  （無回答2%） 

  【（２）において「１．知っている」の方のみ】 

①お住まいの地域を担当する地域包括支援センターはお住まいからどれ位の距離にありますか 

 １．車で約5分以内（33%）  ２．車で約10分以内（38%）  ３．車で約15分以内（21%） 

４．車で約30分以内（5%）    ５．車で30分以上（1%）       （無回答2%） 

（３）地域包括支援センターを利用したことがありますか 

   １．現在、利用している（9%）  ２．利用したことがある（11%） 

３．利用したことがない（74%）  （無回答6%） 

【（３）において「３．利用したことがない」以外の方のみ】 

①地域包括支援センターをどのような用件で利用していますか、または利用しましたか（いくつでも） 

 １．認知症に関すること（15%）  ２．病院や施設の入退院（所）に関すること（32%） 

  ３．高齢者虐待に関すること（1%） ４．消費者被害防止に関すること（1%） 

    ５．成年後見制度の利用に関すること（1%）  ６．介護保険に関すること（40%） 

７．高齢者に関すること以外（障害、子育てなど）の相談（4%）    ８．その他（14%） 

（４）あなたは、今後（３）①に記載のある用件以外で、地域包括支援センターで相談したい用件はあります 

   か（いくつでも） 

１．高齢者の社会参加・就労に関する相談（6%）  ２．終活に関する相談（12%） 

  ３．住まいに関する相談（7%） ４．高齢者以外の生活困窮・就労に関する相談（2%） 

    ５．高齢者以外の健康問題に関する相談（3%）  ６．高齢者以外の障害に関する相談（2%） 

７．子育てなど子どもに関する相談（0%）    ８．ひきこもりに関する相談（2%） 

９．その他（1%）  10．特になし（43%） 

【（４）において「10．特になし」以外の方のみ】 

①地域包括支援センターで相談したい理由を教えてください（いくつでも） 

 １．相談できる機関がない、または知らない（12%）   

２．相談できる機関が遠方にあり利用できない（1%） 

  ３．複数の問題を一つの機関で相談したい（13%） 

 ４．これまでの関わりがあるので相談しやすい（7%）    ５．その他（2%） 
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・保険料基準額は、第７期保険料から据え置き 

・保険料段階（13段階）及び乗率も維持する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※低所得者対策として公費財源を投入し、第 1 段階については乗率「0.20」分、第 2 段階につい
ては乗率「0.25」分、第 3段階については乗率「0.05」分の軽減を継続 

※高齢者の所得状況の実態を踏まえた国の規則改正に準拠して、第７段階と第８段階を区分する
基準所得金額を 200 万円から 210 万円に、第８段階と第９段階を区分する基準所得金額を 300
万円から 320万円に改正 

基準額

10

11

12

13
本人の合計所得金額が1,500万円以上の方 2.30 15,157円段

階

段
階

９
段
階

本人の合計所得金額が320万円(※）以上
500万円未満の方 1.50 9,885円

本人の合計所得金額が500万円以上
800万円未満の方 1.75 11,533円段

階

本人の合計所得金額が800万円以上
1,000万円未満の方 2.00 13,180円段

階

1.40 9,226円

本人の合計所得金額が1,000万円以上
1,500万円未満の方 2.15 14,169円

7,579円

７
段
階

本人の合計所得金額が120万円以上
210万円(※）未満の方 1.25

６
段
階

本
人
課
税

本人の合計所得金額が120万円未満の方 1.15

8,238円

８
段
階

本人の合計所得金額が210万円(※)以上
320万円(※）未満の方

0.85 5,602円

５
段
階

本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円を超える方 6,590円1.00

４
段
階

本
人
非
課
税

世帯に市民税課税
の方がいるが､本
人は市民税非課税
の方

本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の方

2,966円
↓↓↓

（1,648円）

２
段
階

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

0.65
↓

（0.40）

4,284円
↓↓↓

（2,636円）

１
段
階 世

帯
全
員
非
課
税

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額
  と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.45
↓

（0.25）

３
段
階

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が120万円を超える方

0.70
↓

（0.65）

4,613円
↓↓↓

（4,284円）

2021～2023年度

段　階
基準額に

対する割合
保険料

（年額÷12）


